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田 辺 市 民 憲 章 平成17年10月１日制定

わたくしたち田辺市民は、美しい海・山・川の豊かなめぐみに感謝し、先人たちが築き
あげた歴史と文化をうけつぎ、自治と福祉のこころにあふれたまちをつくるため、ここに
市民憲章をさだめ、力を合わせてその実行につとめます。

１．豊かな自然を大切にし、調和のとれた美しいまちをつくります。

２．歴史と伝統に学び、教養を高め、文化のかおるまちをつくります。

３．スポーツに親しみ、心身ともに健康で、希望にみちた楽しいまちをつくります。

４．人権を守り、たがいに助け合い、明るく平和なまちをつくります。

５．時と資源を生かし、働くことを喜び、共に栄えるまちをつくります。

田辺市の木・花・鳥 平成17年10月１日指定

「うばめがし」

うばめがしは、海岸沿いか
ら山間部までこの地に広く
自生しており、荒れ地や傾
斜地でも生息する力強さを
もち、名高い備長炭の原木
として知られています。

「梅」

梅は、この地に多く栽培さ
れており、その花は早春の
ころ元気よく咲き、香りは
人々の心をあたたかく包み
ます。

「めじろ」

めじろは、この地に広く生
息し、花を渡り、実を求め
る姿は美しく、その鳴き声
はやさしさにあふれていま
す。



「田辺市の環境」刊行にあたって

田辺市は、世界遺産「熊野古道」や「熊野本宮大
社」「鬪雞神社」に代表される古い歴史や文化、天
神崎をはじめとする豊かな自然環境に恵まれ、多く
の恩恵を受けて暮らしています。もちろん私たちだ
けではなく地球の全ての生物は様々な影響を相互に
受けながらこの恩恵の中で生きています。
しかし、私たちが便利で快適な生活を求め続けた
結果、資源やエネルギーの大量消費が続き、自然環
境の破壊による生物多様性の損失や地球温暖化の進
行など、日頃の生活環境に係ることから地球規模に
至るものまで、様々な問題が提起されています。
本市では、2017年（平成29年）７月に、新たな10
年間のまちづくりの指針となる「第２次田辺市総合
計画」を策定し、まちづくりの理念に掲げる「一人
ひとりが大切にされ、幸せを実感できるまちづくり」
に基づき、まちの将来像「人と地域が輝き、未来へつながるまち田辺」の実現に
向けたまちづくりの基本方向である「人」「活力」「安全」「希望」「安心」
「快適」の６つの政策のうち、環境政策の方針を「安心」「快適」として定め、
生活排水処理による水質浄化や温室効果ガス排出抑制に関する取組、環境保全活
動や美化活動、ごみ減量とリサイクルによる循環型社会づくりに係る取組等の諸
施策を展開しております。2022年（令和４年）３月には、「第２次田辺市総合計
画後期基本計画」を策定し、令和４年度から令和８年度までの５年間における具
体的な施策の方針や展開を示しており、引き続き、市民の皆様とともに、「人と
地域が輝き、未来へつながるまち田辺」の実現に向け、取り組んでおります。
また、本市は、2022年（令和４年）、ＳＤＧｓの達成に向けて優れた取り組み
を提案する都市として、内閣府から「ＳＤＧｓ未来都市」及び「自治体ＳＤＧｓ
モデル事業」に選定されました。これを受けて、同年10月には「田辺市ＳＤＧｓ
未来都市計画」を策定し、持続可能な開発に向けて、経済・社会・環境の三側面
の統合的な取組を進めているところであります。
環境問題は決して私たちと無関係のものではなく、魅力ある自然豊かな田辺市
を後世に継承していくためには、市民一人ひとりが環境問題全体について考え、
住民と行政が協働して取組を進めることが必要不可欠であります。
本冊子は、令和元年度から令和４年度における本市の環境の現状等について取
りまとめたものであり、皆様にご報告申し上げますとともに、これにより、本市
の環境問題について、一層のご理解を深めていただくことで皆様の環境保全に対
する理解と行動の一助となれば幸いに存じます。

令和６年３月

田辺市長 真 砂 充 敏
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第１部 田辺市の概要

第１章 田辺市の現状

第１節 地勢

田辺市は、紀伊半島の南西部、和歌山県の南部に位置しており、みなべ町、
印南町、日高川町、有田川町、奈良県野迫川村・十津川村、新宮市、古座川町、
上富田町、白浜町に接し、東西約45㎞、南北約46㎞で、総面積は約1,027k㎡あ
り、広大な面積を有しています。
西寄りの海岸部に面した市街地を中心として、左会津川等に沿って中山間地

域が形成され、さらに日高川、富田川、日置川、熊野川の４つの流域に山村地
域が広がっています。

田辺市の位置

第２節 気候
気候は、海岸部の温暖多雨な太平洋型気候から、山間地の寒暖の差が激しい

内陸型の気候まで広範囲にわたっています。年間平均気温は13.5度から17.3度、
年間降水量は1,960㎜から3,237㎜、年間日照時間は1,492時間から1,888時間と
大きな地域差が見られます。

気象状況

※気象庁の統計から、過去20年(平成15年～令和４年)の平均値を算出（南紀白
浜地域気象観測所に関しては、平成18年設立の為、過去17年の平均を算出）

２ 第１部 田辺市の概要 第１章 田辺市の現状

観測所
年平均気温 最高気温 最低気温 年間降水量 年間日照時間

（度） （度） （度） （mm） （時間）

龍神地域気象観測所 13.5 37.2 -8.6 3,237 1,492

栗栖川地域気象観測所 15.0 39.3 -7.0 2,776 1,888

南紀白浜地域気象観測所 17.3 34.7 -1.1 1,960 -
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第３節 人口

人口は、令和２年の国勢調査では69,870人であり、昭和60年をピークに減少

傾向にあります。
年齢別にみると、令和２年で年少人口比率が11.4％、生産年齢人口比率が

54.7％、老年人口比率が34.0％となっており、少子高齢化が進行しています。
世帯数についても、平成22年をピークに減少傾向に転じています。

人口の推移 （単位：人）

資料：国勢調査（※各年10月１日現在）

世帯数の推移 （単位：世帯）

資料：国勢調査

第４節 土地の状況

土地利用の現況は、全体面積の88.34％を山林が占めています。農用地は
3.42％、宅地は1.36％、その他の土地利用は3.15％となっています。
また、地形については、海岸部から平野部を経て、広大な山地部へ移行して

いるという状況にあります。

土地利用状況

資料：市土地対策課（令和２年10月１日現在）

区分 平成2年 平成7年 平成12年平成17年平成22年平成27年 令和2年
全国平均
（令和2年）

総人口 86,143 86,159 85,646 82,499 79,119 74,770 69,870 -

年少人口 16,299 14,544 13,418 11,843 10,588 9,229 7,955

11.9%（15歳未満） 18.9% 16.9% 15.7% 14.4% 13.4% 12.3% 11.4%

生産年齢人口 55,599 54,618 52,710 49,799 46,181 41,901 38,191

59.5%（15歳～64歳） 64.5% 63.4% 61.5% 60.4% 58.4% 56.0% 54.7%

老年人口 14,185 16,988 19,483 20,829 22,061 23,289 23,724

28.6%（65歳以上） 16.5% 19.7% 22.7% 25.2% 27.9% 31.1% 34.0%

区分 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

田辺市 29,133 31,034 32,459 32,643 32,693 32,163 31,215

区 分 面積（㎡） 割合

農 用 地 35.17 3.42%

森 林 907.16 88.34%

水 面 等 18.08 1.76%

道 路 20.19 1.97%

宅 地 13.97 1.36%

そ の 他 32.34 3.15%

合 計 1026.91 100.0%



田辺市都市計画用途地域

資料：市都市計画課（平成31年４月26日変更）

第５節 市の産業構造

産業別事業所数等

資料：経済センサス（令和３年６月１日現在 活動調査）

４ 第１部 田辺市の概要 第１章 田辺市の現状

種類 面積（ha）

建築物の延べ
面積の敷地面
積に対する割合

（容積率）

建築物の建築
面積の敷地面
積に対する割合
（建ペイ率）

建築物の
高さの制限
(m)

備考
（％）

第一種低層住居専用地域 約 45ha 50% 30% 10ｍ

約 70ha 80% 40% 10ｍ

約 22ha 100% 60% 10ｍ

小 計 約 137ha 約 10.3%

第一種中高層住居専用地域 約 227ha 200% 60% 約 17.0%

第二種中高層住居専用地域 約 119ha 200% 60% 約 8.9%

第一種住居地域 約 495ha 200% 60% 約 37.2%

準住居地域 約 25ha 200% 60% 約 1.9%

近隣商業地域 約 6ha 200% 80% 約 0.5%

商業地域 約 68ha 400% 80% 約 5.1%

準工業地域 約 225ha 200% 60% 約 16.9%

工業地域 約 32ha 200% 60% 約 2.4%

合計 約 1332ha 100%

区 分 事業所数 従業者数

全産業 4,486 29,913

農林漁業 32 494

鉱業、採石業、砂利採取業 1 4

建設業 413 2,330

製造業 299 2,902

電気・ガス・熱供給・水道業 8 53

情報通信業 26 195

運輸業、郵便業 73 1,217

卸売業、小売業 1,183 7,061

金融業、保険業 88 826

不動産業、物品賃貸業 226 710

学術研究、専門・技術サービス業 152 669

宿泊業、飲食サービス業 659 3,500

生活関連サービス業、娯楽業 428 1,286

教育、学習支援業 118 508

医療、福祉 385 5,234

複合サービス事業 52 814

サービス業（他に分類されないもの） 343 2,110
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第２章 田辺市の環境行政

第１節 田辺市環境行政機構

田辺市環境行政機構図 （令和５年10月１日現在）

所 掌 事 務
⑴ 環境保全の推進に関すること。
⑵ 自然公園の保全に関すること。
⑶ 公害に関すること。

環境部 環境課 環境対策係
⑷ そ族及び昆虫に関すること。
⑸ 墓地に関すること。
⑹ 斎場に関すること。
⑺ 生活環境美化に関すること。
⑻ 前各号に附帯する事項に関すること。

⑴ 環境保全に係る企画及び調整に関すること。

環境企画係 ⑵ 脱炭素社会に関すること。

⑶ 前２号に附帯する事項に関すること。

生活排水係

⑴ 生活排水対策に関すること。
⑵ 浄化槽に関すること。
⑶ 地域排水処理施設の管理に関すること。
⑷ 集落排水処理施設の管理に関すること。
⑸ 戸別排水処理施設に関すること。
⑹ 特定環境保全公共下水道の管理に関すること。

⑴ 一般廃棄物の減量推進に係る施策の企画等に関すること。

⑵ 一般廃棄物処理計画に関すること。

⑶ 一般廃棄物に関する市民の意識啓発及び自主的活動の促進に関すること。

⑷ 一般廃棄物のリサイクル推進に関すること。

廃棄物処理課

⑸ ごみ分別指定袋に関すること。
⑹ 一般廃棄物処理手数料の徴収に関すること。

廃棄物対策係
⑺ 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の許可及び指導に関すること。

⑻ し尿に関すること。
⑼ 田辺市周辺衛生施設組合に関すること。
⑽ 上大中清掃施設組合に関すること。
⑾ 富田川衛生施設組合に関すること。
⑿ 紀南環境衛生施設事務組合に関すること。
⒀ 紀南環境広域施設組合に関すること。

⑴ 一般廃棄物処理施設の管理及び運営に関すること。

施設業務係
⑵ 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。
⑶ 一般廃棄物の特別収集に関すること。
⑷ 犬、猫等の死体処理に関すること。

⑴ ごみ及びし尿に関すること。
龍神行政局 ⑵ 公害に関すること。
中辺路行政局

住民福祉課 保健福祉係
⑶ そ族及び昆虫に関すること。

大塔行政局 ⑷ 生活環境美化に関すること。
本宮行政局 ⑸ 自然公園に関すること。

⑹ 排水処理施設及び浄化槽に関すること。
⑺ 墓地に関すること。



第２節 環境施策の方針

本市では2017年（平成29年）７月に新たな10年間のまちづくりの指針となる
「第２次田辺市総合計画」を策定し、まちづくりの理念に掲げる「一人ひとり
が大切にされ、幸せを実感できるまちづくり」に基づき、まちの将来像「人と
地域が輝き、未来へつながるまち田辺」の実現に向けたまちづくりの基本方向
である「人」「活力」「安全」「希望」「安心」「快適」の６つの政策のうち、
環境政策の方針を「安心」「快適」として定めました。さらに、2022年（令和
４年）３月には、「第２次田辺市総合計画後期基本計画」を策定し、令和４年
度から令和８年度までの５年間に実施する政策の基本方向や将来あるべき姿、
施策の展開を示しています。
本冊子では、各項目ごとに具体的な取組と現在の状況などについて解説して

います。

１ まちづくりの基本方向（環境政策のみ抜粋）
「安 心」
誰もが住み慣れた地域や家庭で、共に助け合いながら、健康で安心して、
希望を持って暮らすことのできる生活を確保します。
「快 適」
多様な価値観に応じて、市民が住んでよかった、来訪者も住んでみたいと
思える、良好で快適な生活空間づくりや、国内外との交流を視野に入れた機
能的な基盤づくりを進めるとともに、自然と暮らしの調和を図りつつ、豊か
な自然環境を保全し、未来へ継承します。

２ 施策の体系

３ 施策の展開

「安 心」
斎場・墓地
（将来あるべき姿）
斎場や墓地の適正な運営管理が行われています。

（まちの現状と課題・政策の展開）
① 老朽化が進んでいた斎場については、最新設備を導入し、周辺環境
や景観に配慮した施設として令和２年に供用を開始しています。
□ 新斎場の適正な管理運営に努めます。

② 市営墓地の適正な維持管理に努めていますが、施設の老朽化対策な
ど、計画的な施設の整備が必要となっています。また、市営墓地の返
還が進んでいます。
□ 老朽箇所や危険個所の計画的な整備を行うとともに、適正な維持
管理に努め、墓地内の良好な環境を保持します。また、使用者・管
理者の確認を行い、放置区画の状況把握に努めるとともに、墓地募
集の手法を検討します。

６ 第１部 田辺市の概要 第２章 田辺市の環境行政

安 心 市民生活 斎場・墓地

快 適 環 境 都市・生活環境

自然環境

環境衛生

ごみ・リサイクル
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「快 適」
⑴ 都市・生活環境
（将来あるべき姿）
都市機能の向上と良好な生活環境の確保が図られ、住みよいまちづくり
が推進されています。
（まちの現状と課題・政策の展開）
① 汚水処理人口普及率は、全国平均を大きく下回っていることから、
生活排水処理施設の整備等を総合的に進めていく必要があります。
□ 特定環境保全公共下水道、農業・林業・漁業集落排水処理施設、
地域排水処理施設の供用率向上に取り組むとともに、戸別排水処理
施設も含めて、適正な維持管理に努めます。
□ 公共下水道事業や集合排水処理施設との整合を図りながら、浄化
槽設置整備事業を推進します。

⑵ 自然環境
（将来あるべき姿）
豊かな自然環境が保全されているとともに、良好な自然景観・文化的景
観が守られています。
（まちの現状と課題・施策の展開）
① 本市においては、吉野熊野国立公園・高野龍神国定公園をはじめ、
城ヶ森鉾尖県立自然公園・果無山脈県立自然公園・日置川県立自然公
園・大塔山県立自然公園が自然公園に指定されており、令和２年５月
には、日置川県立自然公園への名称変更（旧称：大塔日置川）及び大
塔山県立自然公園が新たに指定されています。今後も本市の自然資源
を再検証し、価値向上に向けた取組が必要です。
□ 豊かな自然を未来へ引き継ぐため、自然公園等における環境の保
全と適正な利活用に努めます。また、本市の自然資源の持つ価値を
見直し、関係機関と連携の下、持続可能なまちづくりに資する活用
ができるよう取り組みます。
□ 天神崎の自然を大切にする会と連携しながら、天神崎の豊かな自
然の保全に努めます。
□ 吉野熊野国立公園内への利用拠点施設の誘致に取り組みます。
② 2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体として、
ゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言し、和歌山県も
2021年３月、2050年度までに温室効果ガス実質ゼロになることを目指
し、2030年度までに2013年比マイナス30％にする目標を定めました。
カーボンニュートラルの実現に向けては、誰もが、無関係ではなく、
市民・企業・行政がそれぞれの役割に応じて、温室効果ガスの排出量
の削減並びに吸収作用の保全及び強化に取り組む必要があります。
□ 2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、研
究・検討を進め、市民・企業・行政がそれぞれの役割に応じて、そ
の推進に努めます。
□ 「温室効果ガス排出抑制等田辺市実行計画」やグリーン購入の推
進等により、地球環境問題に取り組むとともに、本市の特性や地域
資源を生かした、自然エネルギーの活用について、関係機関との連
携により検討を進め、その導入推進に努めます。

⑶ 環境衛生
（将来あるべき姿）
市民と行政の協働による地域環境美化の意識高揚により、環境浄化や美
化活動の取組が推進され、美しいまちづくりが進められています。
（まちの現状と課題・施策の展開）
① 各種団体や事業所の参画の下、田辺市環境美化連絡協議会を組織し、
市民・企業・行政の協働による環境保全と美化の推進に努めています。
□ 市民・企業・行政の協働による美しいまちづくりに向け、田辺市
環境美化連絡協議会等と連携し、環境を考える市民の集いやクリー
ン作戦を実施するとともに、更なる啓発活動に取り組みます。

② 振動、騒音、悪臭を発生するおそれのある事業所や建設作業につい
て、随時、指導や監視を行うとともに、水質汚濁の監視調査を実施し
ています。また、生活環境に悪影響を及ぼす不法投棄の防止に取り組
んでいます。
□ 県や関係機関等と連携を図り、水質汚濁の監視調査の継続と不法
投棄を防止する取組を推進するとともに、騒音等の公害防止に向け、
事業者や市民に対する啓発に努めます。



紀南環境広域施設組合
2013年（平成25年）
５月１日に田辺市、
新宮市、みなべ町、
白浜町、上富田町、
すさみ町、那智勝浦
町、太地町、古座川
町、串本町が廃棄物
の最終処分場の設置
等を共同処理するた
めに設立した一部事
務組合

③ 地域住民の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るための取組を進
めています。
□ 地域住民の生活環境を保全し、公衆衛生の向上を図るため、小溝
清掃を実施するとともに、飼い主のいない猫の個体数の減少等に努
めます。

④ 飲食店等が集積する紀伊田辺駅前周辺地域のごみ処理については、
駅前美化推進協議会が組織され、収集や啓発において、独自の取組が
進められていますが、一般のごみ集積所に絶えず収集されないごみが
発生する状況が改善されない中、駅前美化推進協議会への加入促進や
分別及びごみの排出に係る指導啓発を実施し、駅前環境の改善に努め
ています。
□ 紀伊田辺駅前周辺地域の環境美化啓発を実施し、市民や来訪者に
とって快適な環境づくりに取り組みます。

⑷ ごみ・リサイクル
（将来あるべき姿）
「循環型社会形成推進基本法」に基づく３Ｒ（排出抑制、再利用、再生
利用）により、ごみの排出抑制及び資源化が進められ、循環型社会の構
築が推進されています。
（まちの現状と課題・施策の展開）
① 廃棄物処理においては、排出抑制（リデュース）が最も重要であり、
可能な限り排出を抑制する取組が求められるとともに、ごみとして排
出されるものについては、再利用（リユース）・再生利用（リサイク
ル）を適正に実施する必要があります。
□ ごみの分別を徹底するとともに、古紙ステーションなど、拠点回
収の積極的な活用を図ります。また、埋立てごみに含まれる鉄類や
プラスチック類の資源化に努め、リサイクル率の向上を図ります。
□ 資源ごみの集団回収を継続して奨励することにより、ごみの減量
や資源の有効利用を拡大するとともに、生ごみの減量化と資源化を
図るため、生ごみ処理機や処理容器の購入を促進します。
□ ごみ減量及びリサイクル推進協力店制度を活用し、市内の量販店
等による過剰包装の改善やレジ袋削減運動、トレイ・牛乳パック・
ペットボトル等の回収を促進します。
□ 広報誌やごみ収集カレンダー等により、ゴミの排出状況や排出方
法などについて時期を捉えた情報発信を図るとともに、地域学習会
や施設見学等を通じて、３R（リデュース、リユース、リサイク
ル）の推進を図るための啓発を行います。

② ごみの収集体制については、市民がごみを分別し、出しやすい環境
を整えています。
□ 民間事業者への委託による市全域収集の実施をはじめ、高齢者や
障害者等のごみの搬入が困難な世帯を対象とした特別収集のほか、
ペットボトル等を対象とした拠点回収、ごみ集積所の整備、ごみ収
集カレンダーやごみ分別辞書の作成により、市民がごみを分別し、
出しやすい環境づくりを進めます。

③ 構成市町等と連携し、広域最終処分場の適切な運営に努めるととも
に、現有の埋立てを終了した管理型最終処分場についても、埋立廃棄
物が安定化し、施設の廃止が認められるまで、浸出水処理施設等の維
持管理を継続する必要があります。
□ 廃棄物の最終処分については、搬入基準を満たす適切な中間処理
を行うとともに、組合*と連携しながら広域最終処分場の適切な管
理運営を図ります。
□ 現有の最終処分場について、施設を廃止するまでの間、浸出水処
理施設等の適正な維持管理に努めます。

④ ごみ焼却施設については、平成26年度から平成28年度までの３年で
基幹的設備改良を実施し、焼却施設の長寿命化を実現しましたが、今
後は、和歌山県広域化計画に基づく田辺広域ブロックの構成自治体
（みなべ町、上富田町、白浜町、すさみ町）と連携を図り、既存施設
の状況も見極めながら、将来的に広域化に向けた取組が必要となりま
す。
□ 一般廃棄物中間処理施設について、田辺周辺広域市町村圏組合の
構成市町による共同設置を目指すという共通認識の下、広域化に向
けた取組を進めます。

８ 第１部 田辺市の概要 第２章 田辺市の環境行政
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第２部 安心

第１章 市民生活

第１節 斎場・墓地

１ 田辺市斎場

新斎場施設概要

10 第２部 安心 第１章 市民生活

誰もが住み慣れた地域や家庭で、共に助け合いながら、健康で

安心して、希望を持って暮らすことのできる生活を確保します。

【第２次田辺市総合計画（後期基本計画） 基本構想 第２章 まちづくりの基本方向 ５「安心」】

新斎場の適正な管理運営に努めます。

老朽箇所や危険個所の計画的な整備を行うとともに、適正な

維持管理に努め、墓地内の良好な環境を保持します。また、使

用者・管理者の確認を行い、放置区画の状況把握に努めるとと

もに、墓地募集の手法を検討します。

【第２次田辺市総合計画（後期基本計画） 後期基本計画 第５章 政策「安心」施策５市民生活 単位施策⑵斎場・墓地】

田辺市斎場は、2020年（令和２年）７
月より新施設の供用を開始しています。
新斎場の火葬炉設備は、適切な燃焼管

理と再燃焼炉で完全燃焼をベースとした
排ガス対策、高度集じん機能をもつ設備
（バグフィルター）により無煙・無臭
化・無公害化を実現するとともに、煙突
等を周辺から見えないようにするなど、
周辺環境にも配慮した設備となっていま
す。

施設名称 田辺市斎場

所在地 田辺市上の山一丁目11-25

供用開始 令和2年

延床面積 1,600.46㎡

火葬炉数 ４炉

１階

管理・作業部門
炉室・事務室・残骨灰飛灰室
消火ポンプ室

葬送部門
エントランスホール
告別ホール
お別れホール（３室）

待合部門
待合ホール・待合室
トイレ・多目的トイレ
湯沸室、授乳室

２階 機械室

駐車場 普通車42台、マイクロバス３台

使用料

内訳 市内 市外

大人（12歳以上） 20,000円 60,000円

小人（12歳未満） 10,000円 30,000円

死胎・死肢等 5,000円 25,000円

その他設備 非常用発電設備、太陽光発電設備
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２ 市営墓地
市営墓地が８施設あり、墓地内の定期的な草刈りや立木の伐採、花がら回収

等の適正な維持管理に努めています。各墓地の概要は下記の通りです。

施設概要
芳養みどり墓地（西墓地） 芳養みどり墓地（東墓地）

天神霊苑

末広霊苑

はやざと霊苑

神子浜墓地

龍神村墓地

本宮町大居墓地

所 在 地 田辺市芳養町1374番地の１

供用開始 昭和54年

面 積 1,052㎡

全区画数 392区画

永 代
使 用 料

95,000円

所 在 地 田辺市芳養町1375番地

供用開始 昭和41年

面 積 5,233㎡

全区画数 699区画

永 代
使 用 料

内訳 金額

旧畑１段目 80,000円

旧畑２段目 75,000円

旧畑３段目 65,000円

旧畑４段目 55,000円

旧畑５段目 40,000円

旧畑６段目 30,000円

旧畑７段目 30,000円

旧山林１段目 70,000円

旧山林２段目 60,000円

旧山林３段目 50,000円

旧山林４段目 30,000円

旧山林東奥 70,000円

所 在 地 田辺市天神崎19番17号

供用開始 昭和57年

面 積 3,256㎡

全区画数
405区画
（内市管理区画：33区画）

永 代
使 用 料

150,000円

所 在 地 田辺市末広町６番５号

供用開始 昭和62年

面 積 1,041㎡

全区画数 304区画（市管理区画 無）

永 代
使 用 料

250,000円

所 在 地 田辺市文里二丁目32番44号

供用開始 平成２年

面 積 2,370㎡

全区画数 570区画

永 代
使 用 料

280,000円

所 在 地 田辺市芳養町1668番地

供用開始 昭和60年

面 積 99㎡

全区画数 141区画（市管理区画 無）

永 代
使 用 料

100,000円

所 在 地 田辺市龍神村東1671番地の２

供用開始 不詳

面 積 185㎡

全区画数 19区画（市管理区画 無）

永 代
使 用 料

15,000円

所 在 地 田辺市本宮町大居990番地の１

供用開始 平成２年

面 積 1,275㎡

全区画数 72区画

永 代
使 用 料

260,000円
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生活排水
「し尿排水」と

「日常生活に伴って
排出される台所、洗
濯、風呂等からの排
水（生活雑排水）」
をいう。
生活排水の発生負荷
量は、生活様式に
よって差はあるが、
おおむね１人１日あ
たりBOD負荷量は43g
であり、台所等から
排出される生活雑排
水が約70％にあたる
30gを占めている。
生活雑排水中のBOD
の発生源別割合は、
台所から発生する負
荷量が55％を占め、
風呂30％、洗濯13％
とこれらで98％を占
めている。

集合処理施設
複数の建物（汚水

排出源）から排出さ
れる排出水を管路で
集め、まとめて処理
するために設けられ
た排水処理施設。

個別処理施設
建物（汚水排出

源）と同一敷地内に
設けられた排水処理
施設

公共下水道
公共下水道は、主

に都市部の雨水およ
び汚水を、地下水路
などで集めたのち公
共用水域へ排出する
ための施設・設備の
集合体であり、多く
は浄化などの水処理
を行う。

特定環境保全公共下水道
公共下水道のうち

市街化区域以外の区
域において設置され
るものを特定環境保
全公共下水道という。

農業集落排水処理施設
農林水産省所管の

農村総合整備事業の
中で設置されるもの
で、農業用用排水の
水質保全に寄与する
ため、農業集落にお
けるし尿、生活雑排
水等の汚水を処理す
る施設のこと。

14 第３部 快適 第１章 都市・生活環境
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第１章 都市・生活環境

第１節 生活排水の処理

本市の河川や海の
汚れの原因の約８割は
生活排水*によるもので
す。生活排水は、「し
尿」と「生活雑排水
（炊事、洗濯、入浴な
どの）」に分けられ、
特に「生活雑排水」の
浄化が課題となってい
ます。
生活排水の処理につ
いては、集合処理施設
*と、個別処理施設*に
大別されます。

生活排水の処理主体

多様な価値観に応じて、市民が住んでよかった、来訪者も住

んでみたいと思える、良好で快適な生活空間づくりや、国内外

との交流を視野に入れた機能的な基盤づくりを進めるとともに、

自然と暮らしの調和を図りつつ、豊かな自然環境を保全し、未

来へ継承します。

【第２次田辺市総合計画（後期基本計画） 基本構想 第２章 まちづくりの基本方向 ６「快適」】

特定環境保全公共下水道、農業・林業・漁業集落排水処理施

設、地域排水処理施設の供用率向上に取り組むとともに、戸別

排水処理施設も含めて、適正な維持管理に努めます。

公共下水道事業や集合排水処理施設との整合を図りながら、

浄化槽設置整備事業を推進します。

【第２次田辺市総合計画（後期基本計画）後期基本計画 第６章 政策「快適」施策２環境 単位施策⑴都市・生活環境】

処理施設の種類
処理対象

処理主体
し尿

生活
雑排水

汚泥

集
合

公共下水道* ○ ○ 市町村等

特定環境保全公共下水道* ○ ○ 市町村等

農業集落排水処理施設* ○ ○ 市町村等

林業集落排水処理施設* ○ ○ 市町村等

漁業集落排水処理施設* ○ ○ 市町村等

地域排水処理施設* ○ ○ 市町村等

生活雑排水処理施設 ○ 市町村等

個
別

浄化槽* ○ ○ 個人等

みなし浄化槽*
（単独処理浄化槽）

○ 個人等

し尿処理施設* ○ ○ 市町村等



林業集落排水処理施設
林野庁所管の林業

地域総合整備事業の
一工種で整備される
もので、山村地域の
生活環境基盤の整備
を促進するため、山
村集落におけるし
尿・生活雑排水等の
汚水を処理する施設
のこと。

漁業集落排水処理施設
水産庁所管の漁港

漁村総合整備事業の
一工種で、漁業集落
の衛生環境の向上、
漁港および、周辺水
域の水質保全に寄与
するため、漁業集落
におけるし尿・生活
雑排水等の汚水を処
理する施設のこと。

地域排水処理施設
市及び田辺市土地

開発公社が、開発行
為による住宅団地に
設置した、し尿及び
生活雑排水を処理す
る施設のこと。

浄化槽
浄化槽は、水洗式

便所と連結して、し
尿（糞及び尿）や雑
排水を処理し、終末
処理下水道以外に放
流するための設備の
こと。2001年（平成
13年）に単独処理浄
化槽の製造が禁止さ
れたため、現在では
単に「浄化槽」と言
えば「合併処理浄化
槽」のことを指す。

みなし浄化槽
みなし浄化槽（単

独処理浄化槽）とは、
し尿のみを処理する
浄化槽のこと。

し尿処理施設
し尿処理施設とは、

し尿及び浄化槽汚泥
等を処理し、公共用
水域へ放流するため
の施設のことで、廃
棄物処理法に定める
一般廃棄物処理施設
のこと。市町村や組
合などが設置、管理
する。

汚水処理人口普及率
汚水処理人口普及

率＝水洗化・生活雑
排水処理人口/ 計画
処理区域内人口
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第２節 生活排水処理人口
令和４年度における本市の生活排水処理人口は、45,570人で汚水処理人口普
及率*は65.9％です。
また、水洗化人口は、64,181人で水洗化率は92.8％です。その内29％にあた

る18,611人がみなし浄化槽によるものです。

生活排水処理施設別人口の推移

R1 R2 R3 R4

１．計画処理区域内人口 72,561 71,550 70,414 69,156
２．水洗化・生活雑排水処理人口 44,791 45,431 45,528 45,570
公共下水道 109 101 100 93
市街地公共下水道 0 0 0 0
特定環境保全公共下水道 109 101 100 93

集落排水処理施設 9,317 9,276 9,068 8,977
農業集落排水処理施設 7,545 7,516 7,329 7,594
林業集落排水処理施設 90 90 90 80
漁業集落排水処理施設 1,682 1,670 1,649 1,303

浄化槽 35,365 36,054 36,360 36,500
地域排水処理施設 1,383 1,403 1,448 1,487
浄化槽設置整備事業 26,747 27,045 27,199 27,094
民間設置等 7,235 7,606 7,713 7,919

３．水洗化・生活雑排水未処理人口（みなし浄化槽） 19,956 19,480 18,847 18,611

４．非水洗化人口（自己処理含む） 7,814 6,639 6,039 4,975
５．計画処理区域外人口 0 0 0 0
汚水処理人口普及率（％） 61.7% 63.5% 64.7% 65.9%

浄化槽設置

整備事業
39.2%

民間設置等
11.5%

特定環境保全公共下水道
0.1%

農業集落排水事業
11.0%

林業集落排水事業
0.1%

漁業集落排水事業
1.9%

地域排水処理施設
2.2%

みなし浄化槽（単独処

理浄化槽）
26.9%

汲取便所
7.2%

生活排水処理人口グラフ（令和４年度）

水洗化人口
92.8%

非水洗化人口
7.2%

水洗化・生

活排水処理

人口
65.9%

生活雑排

水未処理

人口
34.1%

69,156人



農業振興地域
農業振興地域の整
備に関する法律で定
義する、自然的・経
済的・社会的諸条件
を考慮して一体とし
て農業の振興を図る
ことが相当であると
認められる地域で、
都道府県知事が指定
する地域。
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第３節 生活排水処理施設の整備状況
生活排水を適正に処理するためには、公共下水道等の集合排水処理施設や個

別浄化槽などの生活排水処理施設の整備が必要です。

１ 公共下水道
⑴ 田辺市街地公共下水道
本市の公共下水道基本計画は、2008年（平成20年）３月に策定しており、
現在、事業着手時期等について検討しています。

公共下水道の概要

⑵ 特定環境保全公共下水道
特定環境保全公共下水道事業は、本市の代表的な観光地である川湯温泉
と龍神温泉周辺地域の豊かな自然環境の保全のため、整備しています。

特定環境保全公共下水道の概要

２ 浄化槽（集合処理施設）
⑴ 農業集落排水処理施設
農業集落排水処理施設は、農業振興地域*でかつ集落形態が密である区域
について整備しています。

農業集落排水処理施設の概要

地区名 供用開始 計画人口 計画戸数 処理方式

田辺市街地 未定 13,320 6,231 未定

地区名 供用開始計画人口加入戸数加入人口 処理方式

川湯温泉処理区 H8.9 4,480 35 43 単槽式嫌気好気活性汚泥方式
龍神温泉処理区 H14.4 4,900 69 50 オキシデーション・ディッチ方式

合計 104 93

地区名
供用開
始

計画人口 供用戸数供用人口 処理方式

中芳養平野 H4.4 200人 41戸 116人 嫌気ろ床接触ばっ気方式

上秋津川西 H6.4 1,110人 269戸 708人 嫌気ろ床接触ばっ気方式

三栖左岸 H6.4 980人 161戸 678人 嫌気ろ床接触ばっ気方式

中芳養 H7.10 1,270人 265戸 974人 嫌気ろ床接触ばっ気方式

上秋津川東 H7.10 1,910人 368戸 1,234人 回分式活性汚泥方式

三栖右岸 H10.4 2,460人 494戸 1,333人 オキデーション・ディッチ方式

上芳養 H10.4 1,070人 219戸 771人 回分式活性汚泥方式

上野（鎌倉・中根） H12.4 179人 22戸 56人 接触ばっ気方式

長野 H14.4 830人 125戸 388人 連続流入間欠ばっ気方式

古屋谷 H15.4 270人 43戸 120人 沈殿分離及び接触ばっ気方式

芳養 H17.8 600人 94戸 251人 連続流入間欠ばっ気方式

合計 2,101戸 6,629人



田辺市浄化槽設置整
備事業費補助金交付
要綱
（参照：P92）
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⑵ 林業集落排水処理施設
林業集落排水処理施設は、龍神村大垣内地区と龍神村津越地区で整備し
ています。

林業集落排水処理施設の概要

⑶ 漁業集落排水処理施設
漁業集落排水処理施設は、芳養松原・井原地区で事業実施しています。

漁業集落排水処理施設の概要

⑷ 地域排水処理施設
地域排水処理施設は、土地開発地域において、その地域及び周辺地域の
環境保全を図るため、整備しています。

地域排水処理施設の概要

３ 浄化槽（個別処理施設）
⑴ 浄化槽設置整備事業
浄化槽設置整備事業は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止す
るため、浄化槽を設置する者に対し、市の定める補助要綱*に定める規定
に基づき、補助金を交付しています。1989年（平成元年）より実施してい
ます補助金交付実績（基数）を下表に示します。

浄化槽補助実績
個別浄化槽設置イメージ図

地区名 供用開始 計画人口 供用戸数 供用人口 処理方式
大垣内 H13.4 100人 21戸 37人 沈殿分離接触ばっ気方式
津越 H16.4 100人 15戸 32人 沈殿分離接触ばっ気方式

合計 36戸 69人

地区名 供用開始 計画人口 供用戸数 供用人口 処理方式

松原・井原 H19.4 2,530人 324戸 1,128人 オキデーション・ディッチ方式

地区名 供用開始 計画人口 供用戸数 供用人口 処理方式
神島台 S60.11 1,200人 222戸 610人 長時間ばっ気方式
中芳養貝田 H7.4 250人 33戸 95人 沈殿分離接触ばっ気方式
城山台 H13.4 1,350人 261戸 782人 消化液循環活性汚泥方式

合計 516戸 1,487人

年度 浄化槽
補助基数

年度 浄化槽
補助基数

H1 37 H19 340

H2 137 H20 320

H3 170 H21 288

H4 212 H22 268

H5 324 H23 237

H6 355 H24 269

H7 535 H25 271

H8 335 H26 220

H9 523 H27 234

H10 529 H28 244

H11 242 H29 216

H12 414 H30 221

H13 548 R1 224

H14 392 R2 220
H15 427 R3 214

H16 379 R4 198
H17 350

合計 10,218
H18 325



四万十川方式（自然
循環方式）
水田等における自
浄作用を手本とし、
本来自然が持ってい
る物質循環の自然浄
化を活かした排水処
理施設。木炭・枯れ
木・石などの自然の
素材に若干の加工を
施したものをろ材と
して使用し、微生物
の定着を促した排水
処理施設で有機汚濁
の削減と同時に窒素
やリンなどを削減す
る能力を有する。本
方式は、四万十川方
式水処理技術研究会
（前身である高知県
自然循環方式水処理
技術研究会）で生活
雑排水等を対象とし
た水路浄化施設とし
て優れた処理能力が
実証されている。

下水道法第21 条
（放流水の水質検査
等）
公共下水道管理者
は、政令で定めると
ころにより、公共下
水道からの放流水の
水質検査を行い、そ
の結果を記録してお
かなければならない。

18 第３部 快適 第１章 都市・生活環境

⑵ 戸別排水処理施設設置整備事業
戸別排水処理施設設置整備事業は、市が主体となって個人の方から分担

金、使用料をいただき、戸別排水処理施設（浄化槽）の設置から維持管理
までを行う事業です。
以前に集合排水処理施設の計画のあった秋津川地区をモデル地区として、

平成19年度から平成21年度の３ヵ年で事業を実施していました。

４ 生活雑排水処理施設
「皆地いきものふれあいの里（参照：P23）」のふけ田の水質保全を目的と

して、生活雑排水処理施設を整備しています。

生活雑排水処理施設の概要

５ 背戸川排水路の浄化
市街地の中心部、特に田辺駅前周辺から排出される排水は、背戸川排水路を

介して会津川の河口付近から田辺湾に流れています。
背戸川排水路河口は、低地帯であることや満潮になると海水が入ってくるこ

となどで汚水排水が滞留し、特に夏場などは悪臭が発生している状況にあるこ
とから、1991年（平成３年）10月から背戸川排水路の直接浄化に取り組んでい
ます。
浄化方法は、切戸橋の下流の背戸川排水路に堰を設け、汚水中に酸素を送り

込み、好気性微生物（バクテリア）が生息できる環境を整え、汚水を浄化する
能力を持つ「バクテリア」と「酵素」を定量供給することにより、バクテリア
を増殖させ、水質の浄化を図るというものです。

第４節 生活排水処理施設の適正管理と放流水質
生活排水処理施設を適正に管理するためには、所期の機能に応じた流入汚水

の確保や日常点検、適正な時期の施設修繕等が重要です。そのため、施設への
繋ぎ込みをおこなっていない方々に繋ぎ込みの促進を行うとともに、施設の処
理機能を保持できるよう努めています。

１ 特定環境保全公共下水道
特定環境保全公共下水道各施設の接続状況は、下表のとおりとなっています。
また、下水道法第21条*で放流水質の検査を義務付けられており、その検査結
果（参照：P19）を別に示します。

地区名 供用開始 計画人口 加入戸数 加入人口 処理方式

本宮町皆地 H16.4 60人 25戸 36人 四万十川方式*

地区名 供用開始 加入戸数 供用戸数 供用率(%)

川湯温泉処理区 H8.9 35戸 35戸 100%
龍神温泉処理区 H14.4 69戸 33戸 48%
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特定環境保全公共下水道水質結果表
（記載数値は平均値）

川湯クリーンセンター 龍神温泉浄化センター
排水基準

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4

pH 8.3 7.9 7.6 7.9 8.5 7.9 7.8 7.7 5.8～8.6

BOD mg/ℓ 1.9 0.3 2.1 0.6 0.8 0.3 1.7 1.0 160

COD mg/ℓ 2.4 2.1 3.1 4.1 1.6 1.8 2.9 8.6 160

SS mg/ℓ 6.6 7.2 9.0 7.7 2.5 1.9 3.5 12.3 200

n-ヘキサン抽出物質 mg/ℓ － － － － － － － － 5

大腸菌群数 個/mℓ － － － － － － － － 3,000

カドミウム及びその化合物 mg/ℓ － － － － － － － － 0.1

シアン化合物 mg/ℓ － － － － － － － － 1

有機リン化合物 mg/ℓ － － － － － － － － 1

鉛及びその化合物 mg/ℓ － － － － － － － － 0.1

六価クロム化合物 mg/ℓ － － － － － － － － 0.5

ヒ素及びその化合物 mg/ℓ － － － － － － － － 0.1

総水銀化合物 mg/ℓ － － － － － － － － 0.005

アルキル水銀化合物 mg/ℓ － － － － － － － － 検出されないこと

ポリ塩化ビフェニール mg/ℓ － － － － － － － － 0.003

トリクロロエチレン mg/ℓ － － － － － － － － 0.3

テトラクロロエチレン mg/ℓ － － － － － － － － 0.1

ジクロロメタン mg/ℓ － － － － － － － － 0.2

四塩化炭素 mg/ℓ － － － － － － － － 0.02

1.2-ジクロロエタン mg/ℓ － － － － － － － － 0.04

1.1-ジクロロエチレン mg/ℓ － － － － － － － － 1

シス1.2-ジクロロエチレン mg/ℓ － － － － － － － － 0.4

1.1.1-トリクロロエタン mg/ℓ － － － － － － － － 3

1.1.2-トリクロロエタン mg/ℓ － － － － － － － － 0.06

1.3-ジクロロプロペン mg/ℓ － － － － － － － － 0.02

チウラム mg/ℓ － － － － － － － － 0.06

シマジン mg/ℓ － － － － － － － － 0.03

チオベンガルブ mg/ℓ － － － － － － － － 0.2

ベンゼン mg/ℓ － － － － － － － － 0.1

セレン及びその化合物 mg/ℓ － － － － － － － － 0.1

フェノール類含有量 mg/ℓ － － － － － － － － 5

銅 mg/ℓ － － － － － － － － 3

亜鉛 mg/ℓ － － － － － － － － 2

溶解性鉄含有量 mg/ℓ － － － － － － － － 10

溶解性マンガン含有量 mg/ℓ － － － － － － － － 10

クロム含有量 mg/ℓ － － － － － － － － 2

フッ素含有量 mg/ℓ 2.00 3.35 3.20 3.20 0.55 1.30 1.09 1.25 8

ホウ素 mg/ℓ 1.15 0.65 0.75 1.30 0.55 0.75 1.00 1.00 10

全窒素 mg/ℓ 6.75 7.35 13.55 7.25 5.70 6.00 5.25 7.00 120

アンモニア性窒素 mg/ℓ 0.28 0.10 0.85 0.08 0.10 0.15 0.12 0.05 100

亜硝酸性窒素 mg/ℓ 0.03 － － － － － － － 100

硝酸性窒素 mg/ℓ 4.85 7.00 2.30 6.85 4.75 6.05 1.70 5.17 100

有機態窒素 mg/ℓ 1.30 0.25 10.50 0.28 0.85 0.15 3.44 0.16 100

全燐 mg/ℓ 1.15 1.55 1.80 1.20 1.05 1.35 0.93 0.90 16

※「－」検出されず



浄化槽法定検査
浄化槽法第11条では、
「浄化槽管理者は、
環境省令で定めると
ころにより、毎年１
回指定検査機関の行
う水質に関する検査
を受けなければなら
ない。」と定められ
ている。
判定については、
「イ」「ロ」「ハ」
の３段階で、下記の
とおりとなっている。
「イ」適正である。
「ロ」おおむね適正
であるが、一部改善
することが望ましい。
「ハ」不適正であり、
改善を要すると認め
られる。
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２ 浄化槽（集合処理施設）
浄化槽（集合処理施設）各施設の接続状況及び浄化槽法定検査*結果を下表

に示します。

地区名

令和４年度末 接続状況 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

供用
開始

加入
戸数

供用
戸数

供用
率
（％）

判定
結果

pH
BOD
(mg/l)

判定
結果

pH
BOD
(mg/l)

判定
結果

pH
BOD
(mg/l)

判定
結果

pH
BOD
(mg/l)

農
集

中芳養平野 H4.4 44戸 41戸 93.2% イ 7.2 15.0 イ 7.1 2.4 イ 7.1 2.1 イ 7.3 3.5 

上秋津川西 H6.4 316戸 269戸 85.1% イ 6.7 12.0 イ 6.9 2.8 イ 7.5 2.1 イ 6.7 2.6 

三 栖 左 岸 H6.4 179戸 161戸 89.9% イ 6.4 12.0 イ 7.2 7.5 イ 6.6 3.0 ロ 6.5 4.4 

中 芳 養 H7.10 276戸 265戸 96.0% イ 5.9 6.3 イ 6.9 3.0 ロ 6.7 1.1 イ 7.2 3.4 

上秋津川東 H7.10 416戸 368戸 88.5% イ 5.7 4.9 イ 6.6 2.0 イ 6.7 1.3 イ 6.7 1.9 

三 栖 右 岸 H10.4 599戸 494戸 82.5% イ 6.2 4.6 イ 6.2 1.7 イ 7.1 1.2 ロ 6.5 1.0 

上 芳 養 H10.4 260戸 219戸 84.2% イ 6.4 6.4 イ 6.8 1.9 イ 6.6 1.3 イ 6.5 1.0 

上 野 鎌 倉 H12.4 18戸 10戸 55.6% イ 7.1 8.4 イ 4.5 2.9 イ 6.8 1.4 イ 5.0 2.3 

上 野 中 根 H12.4 20戸 12戸 60.0% イ 6.8 8.6 イ 5.6 2.2 イ 6.7 4.2 イ 6.1 3.1 

長 野 H14.4 192戸 125戸 65.1% イ 6.2 8.6 ロ 6.6 3.3 イ 7.2 1.6 イ 6.6 2.8 

古 屋 谷 H15.4 74戸 43戸 58.1% イ 6.8 18.0 イ 7.3 3.1 イ 7.4 2.0 イ 6.2 2.1 

芳 養 H17.8 149戸 94戸 63.1% イ 6.3 5.4 イ 6.8 1.8 ロ 6.7 1.1 ロ 6.8 1.0 

林
集

大 垣 内 H13.4 24戸 21戸 87.5% イ 6.4 11.0 イ 6.3 4.2 イ 6.4 1.2 イ 4.3 3.4 

津 越 H16.4 19戸 15戸 78.9% イ 6.5 11.0 イ 6.9 7.1 イ 6.7 4.6 イ 6.9 4.0 

漁
集

松原・井原 H19.4 605戸 324戸 53.6% ロ 5.9 6.5 イ 6.6 3.8 ロ 7.1 1.2 ロ 7.0 3.2 

地
域

神 島 台 S60.11 259戸 222戸 85.7% イ 6.6 6.0 イ 6.6 2.6 イ 6.5 1.5 イ 6.6 1.0 

中芳養貝田 H7.4 39戸 33戸 84.6% イ 6.8 8.3 イ 7.1 5.9 イ 7.3 7.6 イ 7.1 6.3 

城 山 台 H13.4 365戸 261戸 71.5% ロ 7.1 6.3 ロ 5.2 1.4 ロ 7.6 1.0 ロ 7.1 1.1 



県自然環境保全地域
現存する貴重な自然
環境を保全するため、
自然的・社会的諸条件
からみて自然環境を保
全することが特に必要
な特定の地域。和歌山
県自然環境保全条例に
基づき県知事が指定す
る。

名水百選
1985年（昭和60年）３
月に環境庁（現在の環
境省）が選定した、全
国各地の「名水」とさ
れる100ヵ所の湧水・河
川等。

重要湿地
環境省が専門家の意
見に基づき選定し、2001
年（平成23年）12月に公
表した生物多様性の保
全上重要な国内の湿地。

自然公園
自然公園法で定義す
る国立公園、国定公園
及び都道府県立自然公
園のこと。優れた自然
の風景地を保護すると
ともに、その利用と増
進を図り、もって国民
の保健、休養及び教化
に資することを目的と
している。

ナショナルトラスト運動
貴重な自然環境など
が開発等により破壊さ
れるのを防ぐため、寄
付金による買い取りや
寄贈による取得等の方
法で保全し、公開しつ
つ次世代に引き継ぐこ
とを目指す市民運動。
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第２章 自然環境

第１節 自然環境

１ 自然環境
本市では、市域のおよそ９割を占める森林が水質の良好な河川を育み、日高

川、富田川、日置川、熊野川などでは、希少な動植物を含む多様な生物が生息
しています。山間部では県自然環境保全地域*に指定された亀谷原生林や、名
水百選*に選定された「野中の清水」をはじめとする名水などを保有し、田辺
湾から白浜にかけての海岸部には環境省において選定された重要湿地*を有す
るなど、豊かな自然に恵まれています。

２ 自然公園*

田辺市の自然公園指定状況

豊かな自然を未来へ引き継ぐため、自然公園等における環境
の保全と適正な利活用に努めます。また、本市の自然資源の持
つ価値を見直し、関係機関との連携の下、持続可能なまちづく
りに資する活用ができるよう取り組みます。
天神崎の自然を大切にする会と連携しながら、天神崎の豊か

な自然の保全に努めます。
吉野熊野国立公園内への利用拠点施設の誘致に取り組みます。

【第２次田辺市総合計画（後期基本計画） 後期基本計画 第６章 政策「快適」施策２ 環境 単位施策⑵自然環境】

公 園 名

田辺市域における面積（陸域）

特別地域
普通地域 合 計

特別保護地区 第1種 第2種 第3種

吉 野 熊 野 国 立 公 園 0 71 359 664 1,266 2,360

高 野 龍 神 国 定 公 園 101 175 424 4,726 51 5,477

城ヶ森鉾尖県立自然公園 0 49 187 971 0 1,207

果無山脈県立自然公園 0 82 181 341 0 604

日置川県立自然公園 0 2 237 1,307 3 1,549

大塔山県立自然公園 0 545 765 6,324 926 8,560

計 101 924 2,153 14,333 2,246 19,757

※令和２年５月７日、大塔日置川県立自然公園は日置川県立自然公園に名称変更され、大塔山県
立自然公園が新たに指定されています。

山々の緑と清らかな水、美しい海岸線が
おりなす豊かな自然を保全するため、市域
には吉野熊野国立公園、高野龍神国定公園、
城ヶ森鉾尖県立自然公園、果無山脈県立自
然公園、大塔山県立自然公園、日置川県立
自然公園の指定区域を有し、自然の保護が
図られております。
日本のナショナル・トラスト運動*のさき
がけの地である天神崎においては、「公益
財団法人天神崎の自然を大切にする会」が
自然保護を目的として土地の買取りを行っ
ているほか、本市においても、会と連携を図りながら、その保全に努めていま
す。
また、2015年（平成27年）９月に吉野熊野国立公園が大規模拡張され、田辺
南部白浜海岸県立自然公園と田辺湾が編入され、吉野熊野国立公園内への利用
拠点施設の整備に向けて、関係機関と連携を図りながら、取組を進めています。

天 神 崎



自然公園指定状況位置図

公園別特別地域内許可申請状況（令和元年度～令和４年度） （単位：件）
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申請種別

公園名

工
作
物
の
新
築
等

木
竹
の
伐
採

土
石
採
取
等

広
告
物
等
の
設
置

土
地
の
形
状
変
更

植
物
の
採
取
等※

２

動
物
の
捕
獲
等※

２

そ
の
他

合
計

吉 野 熊 野 国 立 公 園 ※ 1 - - - - - - - - -

高 野 龍 神 国 定 公 園 38 7 1 3 0 1 2 0 52

城 ヶ 森 鉾 尖 県 立 自 然 公 園 1 0 0 0 0 0 0 0 1

果 無 山 脈 県 立 自 然 公 園 1 0 0 0 0 0 0 0 1

大 塔 日 置 川 県 立 自 然 公 園
（令和元年度のみ）

2 0 0 0 1 0 0 0 3

日置川県立自然公園（令和２年度～） 10 0 0 0 0 0 0 0 10

大塔山県立自然公園（令和２年度～） 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※１ 吉野熊野国立公園での「特別地域内許可申請」については、環境省吉野
熊野国立公園管理事務所及び田辺管理官事務所が取り扱っています。

※２ 令和元年度版まで記載していた河川・干拓に関する申請が無かったため、
本版より植物・動物に関する申請数を記載しています。

有田川町

日高川町

印南町

みなべ町

上富田町

白浜町

古座川町

新宮市

奈良県

高野龍神国定公園

城ケ森鉾尖県立自然公園

果無山脈県立自然公園

大塔山県立自然公園

日置川県立自然公園

吉野熊野国立公園

吉野熊野国立公園



ビオトープ
本来その地域に住む
さまざまな野生の生物
が生息することができ
る空間。本市では「皆
地いきものふれあいの
里」の他、天神崎にビ
オトープが整備されて
います。
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３ 自然環境の活用
⑴ 自然観察施設
本市では、自然にふれあい、観察等を通じて自然の仕組みを知り、その大
切さを理解する場を提供するため、自然観察施設を設けています。

1) 和歌山県ふるさと自然公園国民休養地（稲成町ひき岩群）
国民休養地とは、自然とのふれあいが
少ない都市やその近郊の人々に、ハイキ
ングやピクニックなど単なる一時的なレ
クリエーション活動の場を提供するだけ
ではなく、そこに生きる動植物等との
「ふれあい体験」を通して、自然と人間
の調和のあり方や自然の保護育成につい
て考える機会の提供を目的とした施設で
す。
和歌山県ふるさと自然公園国民休養地
は、和歌山県が事業主体となり、環境庁
（現在の環境省）の補助事業を受けて整備
を行い、市が管理運営しています。
ひき岩群を中心として遊歩道や多目的広場、トイレなど、自然に親しむ
ための施設が設けられているほか、中心施設となるふるさと自然公園セン
ターでは、田辺市の自然について写真・パネル・標本などを展示していま
す。また専門知識の豊富な指導員が常駐し、生きものや自然観察について
の助言を行っています。

国民休養地利用者数

2) 皆地いきものふれあいの里（本宮町皆地)
皆地のふけ田（湧き水の湿地）は、かつ
て四村川の流れが変わったことにより、川
から分離された土地と言われています。湧
き水が豊富であったことから様々な水辺の
生物が多く生息し、自然観察のための絶好
のフィールドとなっています。
皆地いきものふれあいの里は、ふけ田の
動植物等とふれあう場とすることを目的と
し、ビオトープ*として整備した施設です。
陸生の草の除去など適正な維持管理に努め
るほか、上流部には生活雑排水処理施設
（参照：P18）を整備し、ふけ田の水質保全
を図っています。

3) 笠塔森林公園（中辺路町小松原）
笠塔山は果無山脈の西の雄峰として知られ、モミ・ツガの原生林を含む
森林には、鳥類・昆虫が種類・個体共に豊富であり、多様性に富む森林の
生態系を有しています。※2006年（平成18年）７月の災害により、現在の
ところ利用を停止しております。

ひき岩群の風景

和歌山県ふるさと自然公園国民休養地
来訪者数（人）

ふるさと自然公園センター
入館者数（人）

令和元年度 11,293 1,243

令和２年度 10,620 1,208

令和３年度 12,040 1,732

令和４年度 11,490 1,669



⑵ 自然観察教室
自然に触れ、その観察を通じて、自然の仕組みや大切さを学ぶことを趣旨
として、ふるさと自然公園センター指導員等が講師となり、季節に応じた自
然体験や観察を実施しています。

セトウチサンショウウオの観察 七草粥を作ろう

自然観察教室 開催実績（人数の記載が無い回は悪天候等により中止）
■令和元年度

■令和２年度

■令和３年度
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日 時 内 容
参加者

日 時 内 容
参加者

子ども大人 計 子ども 大人 計

4月14日新緑のひき岩を歩こう 26 21 47 8月18日採集した標本の同定会 5 4 9

5月19日春の生き物を観察しよう 5 3 8 9月7日夜鳴く虫をさがそう 13 11 24

6月2日初夏の海辺を楽しもう 7 6 13 10月20日秋のひき岩を歩こう 3 6 9

7月20日昆虫の採集と標本の作製 5 4 9 11月10日秋の動・植物を観察しよう 2 10 12

7月20日カビの観察（一回目） 2 2 4 12月21日冬の星座 7 7 14

7月21日植物の採集と標本の作製 4 4 8 1月7日七草粥を作ろう 12 38 50

7月21日粘菌の観察 3 3 6 1月26日野鳥の観察 2 8 10

7月27日カビの観察（二回目） 2 2 4 2月2日カスミサンショウウオの観察 13 9 22

7月28日プランクトンの観察 5 4 9 3月29日海辺の生き物 17 13 30

8月10日夏の星座 10 6 16 合計 143 161 304

日 時 内 容
参加者

日 時 内 容
参加者

子ども大人 計 子ども大人 計

4月12日新緑のひき岩を歩こう - - - 9月5日夜鳴く虫をさがそう 12 9 21

5月10日春の生き物を観察しよう - - - 10月25日秋の動・植物を観察しよう 4 19 23

6月7日初夏の海辺を楽しもう - - - 11月8日秋のひき岩群を歩こう 0 15 15

7月19日昆虫の採集と標本の作製 7 8 15 12月19日冬の星座 17 19 36

7月23日植物の採集と標本の作製 5 3 8 1月7日七草粥を作ろう 14 22 36

7月23日粘菌の観察 7 5 12 1月24日野鳥の観察 - - -

7月26日プランクトンの観察 9 8 17 2月7日セトウチサンショウウオの観察 15 18 33

8月8日夏の星座 29 28 57 3月28日海辺の生き物 10 11 21

8月23日採集した標本の同定 2 3 5 合計 131 168 299

日 時 内 容
参加者

日 時 内 容
参加者

子ども 大人 計 子ども大人 計

4月11日新緑のひき岩を歩こう 12 22 34 9月4日夜鳴く虫をさがそう - - -

5月9日春の生き物を観察しよう - - - 10月24日秋の動・植物を観察しよう 4 22 26

6月13日初夏の海辺を楽しもう - - - 11月7日秋のひき岩群を歩こう 6 9 15

7月18日昆虫の採集と標本の作製 20 15 35 12月11日冬の星座 9 9 18

7月25日植物の採集と標本の作製 7 9 16 1月8日七草粥を作ろう 11 35 46

7月25日粘菌の観察 5 5 10 1月23日野鳥の観察 - - -

8月8日プランクトンの観察 11 8 19 2月6日セトウチサンショウウオの観察 - - -

8月14日夏の星座 - - - 3月20日海辺の生き物 8 9 17

8月22日採集した標本の同定 - - - 合 計 93 143 236



第３部 快適 第２章 自然環境 25

■令和４年度

４ 生物多様性
⑴ 外来種対策
令和元年５月に南紀生物同好会、和歌山県自然環境研究会、内之浦町内会
館、鳥ノ巣半島の自然を考える会、田辺中学校・田辺高等学校生物部、田辺
市環境課、和歌山県自然環境室を会員とした鳥ノ巣半島生物多様性保全推進
協議会が発足し、外来種であるアフリカツメガエルの駆除をはじめとした生
物多様性保全活動を行っています。また、この協議会にはオブザーバーとし
て環境省吉野熊野国立公園管理事務所田辺管理官事務所と白浜町生活環境課
が参加しています。

⑵ 動物の愛護と管理
田辺市では、地域住民の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目
的として、平成26～平成29年度にかけて「飼い主のいない猫の不妊及び去勢
手術補助金交付事業」を実施し、個体数の減少に取り組んできました。
平成30年度以降については、本制度の実績や、和歌山県において地域猫対
策事業に取り組まれるなど、地域猫対策の理解が広まりつつある状況を踏ま
えて、「飼い主のいない猫の不妊及び去勢手術補助金交付事業」を廃止して
おります。

飼い主のいない猫の不妊及び去勢手術実績

日 時 内 容
参加者

日 時 内 容
参加者

子ども大人 計 子ども 大人 計

4月3日新緑のひき岩を歩こう 9 10 19 9月17日夜鳴く虫をさがそう - - -

5月15日春の生き物を観察しよう 4 2 6 10月16日秋のひき岩群を歩こう 2 5 7

6月12日初夏の海辺を楽しもう 25 25 50 11月6日秋の動・植物を観察しよう 1 1 2

7月17日昆虫の採集と標本の作製 10 9 19 12月18日冬の星座 5 5 10

7月24日植物の採集と標本の作製 8 5 13 1月7日七草粥を作ろう 13 29 42

7月24日粘菌の観察 1 1 2 1月22日野鳥の観察 6 7 13

8月7日プランクトンの観察 9 6 15 2月5日セトウチサンショウウオの観察 6 5 11

8月21日採集した標本の同定 1 1 2 3月26日海辺の生き物 15 15 30

9月3日夏の星座 9 7 16 合 計 124 133 257

種 別 平成28年度 平成29年度

第一次募集
雄 19 7

雌 51 29

第二次募集
雄 9 7

雌 21 25

種別計
雄 28 14

雌 72 54

合 計 100 68

対象町内会数 19町内会 17町内会



地球温暖化
人間の活動が大気中
の温室効果ガスの濃度
を増加させることによ
り、地球全体として地
表及び大気の温度が追
加的に上昇する現象。
地球温暖化問題は、
その予想される影響の
大きさや深刻さから見
て、人類の生存基盤に
関わる安全保障の問題
と認識されており、最
も重要な環境問題の一
つとされている。既に
世界的にも平均気温の
上昇、雪氷の融解、海
面水位の上昇が観測さ
れている。

温室効果ガス
地表から放出される
赤外線を吸収して、地
球の気温を上昇させる
気体のこと。

地球温暖化対策の推進
に関する法律
地球温暖化への対策
を国・自治体・事業
者・国民が一体となっ
て取り組めるようにす
るため制定された法律。
2021（令和３）年におけ
る温対法の改正では、
地球温暖化対策の国際
的枠組「パリ協定」の
目標や「2050年カーボン
ニュートラル宣言」を
踏まえ、2050（令和32）
年までの脱炭素社会の
実現、環境・経済・社
会の統合的向上、国民
を始めとした関係者の
密接な連携等が基本理
念として規定された。
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第２節 地域脱炭素の推進

１ 地球温暖化*を巡る国内の動向
2020（令和２）年10月、我が国は、2050（令和32）年までに、温室効果ガ

ス*の排出を全体としてゼロにする、すなわち、2050年カーボンニュートラル、
脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。これを受けて、「地球温暖
化対策の推進に関する法律」*（以下「温対法」という。）が改正され（2021
（令和３）年５月に成立）、基本理念に「我が国における2050年までの脱炭
素社会の実現」が明記されました。
さらに、2021（令和３）年６月、国・地方脱炭素実現会議において「地域

脱炭素ロードマップ」が決定され、脱炭素化の基盤となる重点施策（屋根置
きなど自家消費型の太陽光発電、公共施設など業務ビル等における徹底した
省エネと再エネ電気調達、更新や改修時のZEB化誘導、ゼロカーボン・ドライ
ブ等）を全国津々浦々で実施する、といったことが位置付けられています。
なお、2021（令和３）年10月には、エネルギー基本計画が改定されるとと

もに、地球温暖化対策計画が改定され、2030（令和12）年に温室効果ガス排
出量を2013（平成25）年度比で46％削減を目指すこと、さらに50％の高みに
向けて挑戦を続けることが削減目標に掲げられました。

２ 温室効果ガス排出抑制等田辺市実行計画
地球温暖化を巡る国内の動向を受けて、田辺市では「地球温暖化対策の推

進に関する法律」で定める地方公共団体実行計画として2006（平成18）年度
に2010（平成22）年度までを計画期間とした「温室効果ガス排出抑制等田辺
市実行計画」（以下「第１次実行計画」という。）を策定して以降、現在で
は「第３次温室効果ガス排出抑制等田辺市実行計画」（以下「第３次実行計
画」という。）を策定し、環境にやさしい行動計画として、冷暖房機など使
用される電気をはじめ、化石燃料や用紙類における使用量削減など具体的な
取組内容を定め、職員の意識高揚を図るとともに、本計画の取組を定着させ
てきました。

３ 温室効果ガス排出量
市では、2021（令和３）年７月から２施設（本庁舎・別館、紀南文化会

館）において、再生可能エネルギー100％由来の電気の調達を開始しています。
再生可能エネルギー由来の電力は二酸化炭素排出係数がゼロとなるため、調
整後排出係数で換算した場合、2022（令和４）年度における温室効果ガスの
排出量は10,518t-CO2となります。

2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、研究・検

討を進め、市民・企業・行政がそれぞれの役割に応じて、その推進に努

めます。

「温室効果ガス排出抑制等田辺市実行計画」やグリーン購入の推進等

により、地球環境問題に取り組むとともに、本市の特性や地域資源を生

かした、自然エネルギーの活用について、関係機関との連携により検討

を進め、その導入推進に努めます。
【第２次田辺市総合計画（後期基本計画） 後期基本計画 第６章 政策「快適」施策２環境 単位施策⑵自然環境】



国等による環境物品等
の調達の推進等に関す
る法律（グリーン購入法）
環境負荷の少ない持
続可能な社会を構築し、
また国等の公的部門に
おいて環境物品等の調
達を推進することと、
そのための情報提供を
進めていくことを目的
とする法律。

田辺市グリーン購入基本
方針 （参照：P97）
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温室効果ガス排出量

※端数処理のため合計が合わない場合があります。

４ グリーン購入
本市では、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリー

ン購入法）」*に基づき、製品の購入及び印刷物の発注並びにこれらの物品の
使用及び廃棄物に際して、本市が環境上配慮すべき事項を定め、市民及び事
業者に率先して、価格や品質だけでなく環境への負荷ができる限り少ない物
品の導入並びに適切な物品の使用及び廃棄を推進し、地球温暖化及び地域環
境への負荷の低減に資することを目的として、2005年（平成17年）５月に
「田辺市グリーン購入基本方針」を策定しグリーン購入の推進に取り組んで
います。

５ 再生可能エネルギーの導入促進
再生可能エネルギーは温室効果ガスを排出しない持続可能なエネルギー源

であり、積極的な活用を図っていくことが必要です。また、環境負荷の低減
だけでなく、エネルギーの分散確保、地域経済の活性化などを図る上で重要
となっています。
市では太陽光発電設備の導入を進めており、避難所では蓄電池設備の導入

も進めています。
現在建設中の新庁舎においても導入が決まっており、他施設へも導入を推

進していきます。

項 目

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度
基礎

排出係数
調整後
排出係数

基礎
排出係数

調整後
排出係数

基礎
排出係数

調整後
排出係数

基礎
排出係数

調整後
排出係数

（t-CO2） （t-CO2） （t-CO2） （t-CO2） （t-CO2） （t-CO2） （t-CO2） （t-CO2）

燃料の使用に伴う排出
液化石油ガス
（LPG）

655 655 547 547 507 507 508 508 

灯油 732 732 717 717 724 724 694 694 

ガソリン 416 416 365 365 379 379 415 415 
軽油 177 177 187 187 201 201 205 205 

Ａ重油 855 855 826 826 789 789 787 787 
電気の使用に伴う排出

関西電力㈱ 9,505 9,019 9,151 8,559 9,536 8,967 7,964 7,909 
合 計 12,339 11,853 11,792 11,200 12,135 11,566 10,573 10,518 

項 目 排出係数

燃料の使用に伴う排出

液化石油ガス（LPG） 3.00 kg-CO2/kg

灯油 2.49 kg-CO2/ℓ

ガソリン 2.32 kg-CO2/ℓ

軽油 2.58 kg-CO2/ℓ

Ａ重油 2.71 kg-CO2/ℓ

電気の使用に伴う排出

令和元年度
基礎排出係数 0.352 kg-CO2/kWh

調整後排出係数 0.334 kg-CO2/kWh

令和２年度
基礎排出係数 0.340 kg-CO2/kWh

調整後排出係数 0.318 kg-CO2/kWh

令和３年度
基礎排出係数 0.362 kg-CO2/kWh

調整後排出係数 0.351 kg-CO2/kWh

令和４年度
基礎排出係数 0.299 kg-CO2/kWh

調整後排出係数 0.311 kg-CO2/kWh



田辺市環境美化連絡
協議会規約（参照：
P99）

第３章 環境衛生

第１節 環境保全と美化活動

１ 田辺市環境美化連絡協議会
田辺市環境美化連絡協議会は、環境に関する団体が連携及び協力し、各種

の啓発事業及び実践活動を展開することにより、良好な環境の実現に寄与し、
環境保全の意識高揚を図ることを目的として2006年（平成18年）７月に設立
されました。
協議会は５つの支部（田辺・龍神・中辺路・大塔・本宮）によって構成さ

れ、各支部は各種団体から選任された委員により組織しています。各支部で
はクリーン作戦（一斉清掃）など市民と行政の協働による美化活動を実践す
るほか、街頭啓発活動や環境学習会などが実施されています。
この他、市民一人ひとりが環境問題について関心を持ち、環境に関する理

解や知識を深め、地域での環境美化活動へとつなげていくことを目的として、
生涯学習フェスティバル内において「環境を考える市民の集い」を開催し、
環境保全推進活動表彰や環境講演会を行うなど、連携を図りながら協働によ
る環境美化の推進に努めています。

環境を考える市民の集い

熊野古道清掃ウォーク
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市民・企業・行政の協働による美しいまちづくりに向け、田
辺市環境美化連絡協議会等と連携し、環境を考える市民の集い
やクリーン作戦を実施するとともに、更なる啓発活動に取り組
みます。

【第２次田辺市総合計画（後期基本計画） 後期基本計画 第６章 政策「快適」施策２ 環境 単位施策⑶環境衛生】
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田辺市環境美化連絡協議会 構成団体

NO 支部名 団体名 NO 支部名 団体名

1

田
辺
支
部

田辺町内会連合会 34

大
塔
支
部

鮎川地区区長会

2 田辺市女性会連絡協議会田辺支部 35 富里地区区長会

3 田辺市農業委員会 36 三川地区区長会

4 田辺生活研究グループ連絡協議会 37 鮎川地区老人クラブ

5 田辺商工会議所 38 鮎川小学校育友会

6 牟婁商工会 39 JA女性会（鮎川地区）

7 紀南農業協同組合 40 JA女性会（富里地区）

8 和歌山南漁業協同組合 41 JA女性会（三川地区）

9 新庄漁業協同組合 42 大塔商工会

10 （公財）天神崎の自然を大切にする会 43 田辺市女性会連絡協議会大塔支部

11 田辺市公民館連絡協議会 44

中
辺
路
支
部

中辺路町自治連絡協議会

12 田辺市老人クラブ連合会 45 田辺市女性会連絡協議会中辺路支部

13 田辺理容組合 46 中辺路町老人クラブ連合会

14 田辺市食生活改善推進協議会田辺支部 47 JA紀南女性会近野支部

15 県クリーニング業生活衛生同業組合 48 富田川愛護会

16 ㈱資源開発 49

本
宮
支
部

本宮町自治会連絡協議会

17 和歌山県再生資源事業協同組合 50 本宮町水道水源保護審議会

18 ㈱エコワークTANABE 51 本宮公民館

19 ㈱蒲田嵩商店 52 本宮町商工会

20 ㈲国辰商事 53 本宮中学校（本宮中エコクラブ）

21 田辺地区清掃業組合 54 熊野川漁業協同組合

22 ㈱オークワパビリオンシティ田辺店 55 熊野本宮語り部の会

23 ㈱ダイエー田辺ショッピングセンター 56 田辺市女性会連絡協議会本宮支部

24 田辺駅前周辺美化連絡協議会 57 四村川を考えるふれあいの会

25 田辺市子どもクラブ育成協議会 58 熊野本宮観光協会

26 田辺飲食業組合 59 本宮町老人クラブ連合会

27

龍
神
支
部

龍神村自治会連合会 60 本宮町森林組合

28 龍神村女性会 61 本宮小学校育友会

29 龍神村老人クラブ連合会 62 三里小学校育友会

30 龍神地区PTA連合会

31 龍神村生活研究グループ

32 龍神地区ボランティア連絡協議会

33 龍神村商工会



２ 環境啓発事業

環境学習会 開催実績

３ クリーン作戦
市民、企業、行政の協働による美しいまちづくりに向け、地域ごとにク

リーン作戦（一斉清掃）を実施し、不法投棄等により発生したごみの清掃を
行っています。
田辺・龍神・中辺路・大塔・本宮それぞれの地域において田辺市環境美化

連絡協議会各支部との協働により実施しています。

令和４年度 クリーン作戦実施状況
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開催地域 名称 開催日 参加者数（人） ごみ回収量（kg）

田辺湾沿岸
田辺湾クリーン作戦 6月19日 660 6,210

精霊送り後海浜部清掃 8月16日 46 3,210

龍 神 地 区 村内一斉美化清掃 7月31日 1,600 1,170

中辺路地区 町内一斉清掃 10月16日 611 760

大 塔 地 区 大塔クリーン作戦 6月5日 850 1,810

本 宮 地 区
夏のクリーン作戦 8月7日 1,310 1,070

冬のクリーン作戦 12月4日 1,230 780

計 6,307 15,010

市民と行政の協働により環境にやさし
いまちづくりを推進するため、2006年
（平成18年）10月から自治会等を対象と
して、田辺市環境美化連絡協議会との連
携により出前形式の環境学習会を開催し
ています。
「環境について考えてみませんか」の

スライドを上映し、ごみ減量とリサイク
ル推進、水質浄化や地球温暖化防止のた
めに家庭で取り組むことのできる身近な
例などを紹介しています。

環境学習会

年 度 会場数 対象団体 参加者数（人）

令和元年度 4 4 83

令和２年度 1 1 13

令和３年度 2 2 56

令和４年度 2 2 36

合 計 9 9 188



田辺市衛生害虫駆除用
薬剤購入費補助金交付
要綱（参照：Ｐ100）
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第２節 生活環境の保全と公衆衛生の向上

１ 防疫（そ族及び昆虫）
⑴ 小溝清掃
田辺地域では田辺町内会連合会が主体となって小溝清掃を実施しています。
田辺市では、田辺町内会連合会と連係を図りながら、各町内会の小溝清掃
後に年２回消毒活動を行っています。
さらに、2017年（平成29年）からは、町内会を対象として、衛生害虫の駆
除に必要な防疫用薬剤の購入費用に対して補助金を交付する「田辺市衛生害
虫駆除用薬剤購入費補助金交付事業」を実施し、地域住民の生活環境衛生の
保全と向上に努めています。

小溝清掃実施状況

⑵ 災害発生時の防疫活動
台風や大雨などの災害により浸水が起きた場合、し尿槽の汚水逆流や家屋
の浸水によって細菌やハエ等の病原媒介生物の大量発生が予想され、さら
に、このような不衛生な環境では感染症等の流行が懸念されます。
田辺市では、こうした事態に対応するため、田辺市防疫マニュアルを策定
し適切に防疫措置を講じるよう防疫資材の備蓄や防疫作業の訓練を実施し
ています。

防疫作業実施状況(大規模災害を除く）

令和元年度～令和４年度 実施なし

地域住民の生活環境を保全し、公衆衛生の向上を図るため、小
溝清掃を実施するとともに、飼い主のいない猫の個体数の減少等
に努めます。

【第２次田辺市総合計画（後期基本計画） 後期基本計画 第６章 政策「快適」施策２ 環境 単位施策⑶環境衛生】

年 度 実施団体数 ドラム缶配缶数（本）

令和元年度 61 4,409

令和２年度 61 4,469

令和３年度 61 4,311

令和４年度 60 4,322



環境基準
環境基本法第16条第
1項で規定されてお
り、人の健康を保護
し、生活環境を保全
するうえで、維持さ
れることが望ましい
環境上の条件につい
て、具体的に設定さ
れた基準のこと。行
政上の政策目標。こ
れは、人の健康や生
活環境を保全し、維
持するための最低限
度としてではなく、
より積極的に維持さ
れることが望ましい
目標として、その確
保を図っていこうと
するもの。また、汚
染が現在進行してい
ない地域については、
少なくとも現状より
悪化しないよう、環
境基準を設定し、こ
れを維持していくこ
とが望まれる。環境
基準は、以下につい
て定められている。
①大気の汚染
②騒音
③公共用水域の水質
汚濁
④地下水の水質汚濁
⑤土壌の汚染
⑥ダイオキシン類

第３節 水質の監視と公害防止

１ 公共用水域の水質監視
環境基本法では、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで、より積
極的に維持されることが望ましい基準として環境基準*が定められています
が、公共用水域においても利水目的別に水域類型・基準値が設定され、水質
の保全に努めることとしています。
本市の河川では、日置川がAA類型、熊野川・日高川・左会津川・富田川が
Ａ類型に、海域では文里港区・田辺漁港区がＢ類型、それ以外の水域がＡ類
型の指定を受け、さらに田辺湾がⅡ類型の指定を受けています。これらの環
境基準を指標として、年１回河川14地点、海域17地点（表層・底層）及び海
域７地点（底質）の「環境水質調査」、並びに年４回または年２回の「主要
河川水質調査」を行い、監視を行っています。

生活環境の保全に関する環境基準（河川）

※環境基本法の改正により、R04以降、検査項目が大腸菌群数（MPN/100mℓ）から大腸菌
数（CFU/100mℓ）に変更されている。

※ １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道２級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
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県や関係機関等と連携を図り、水質汚濁の監視調査の継続と
不法投棄を防止する取組を推進するとともに、騒音等の公害防
止に向け、事業者や市民に対する啓発に努めます。

【第２次田辺市総合計画（後期基本計画） 後期基本計画 第６章 政策「快適」施策２ 環境 単位施策⑶環境衛生】

項目

類型

利用目的の適応性
※

基 準 値

適用河川
水素イオ
ン濃度
(pH)

生物化学
的酸素要
求量(BOD)

浮遊
物質量
（SS）

溶存
酸素量
(DO)

大腸菌
群数※
(～R3)

大腸菌数
※

(R4～)

ＡＡ

水道１級
自然環境保全及
びＡ以下の欄に
掲げるもの

6.5以上
8.5以下

１㎎/ℓ
以下

25㎎/ℓ
以下

7.5㎎/ℓ
以上

50MPN/
100㎖以下

20CFU/
100mℓ以下

日置川

Ａ

水道２級
水産１級
水浴及びＢ以下
の欄に掲げるも
の

6.5以上
8.5以下

２㎎/ℓ
以下

25㎎/ℓ
以下

7.5㎎/ℓ
以上

1,000MPN/
100㎖以下

300CFU/
100mℓ以下

熊野川
日高川
左会津川
冨田川

Ｂ

水道３級
水産２級及びＣ
以下の欄に掲げ
るもの

6.5以上
8.5以下

３㎎/ℓ
以下

25㎎/ℓ
以下

５㎎/ℓ
以上

5,000MPN/
100㎖以下

1,000CFU/
100mℓ以下

Ｃ

水産３級
工業用水１級及
びＤ以下の欄に
掲げるもの

6.5以上
8.5以下

５㎎/ℓ
以下

50㎎/ℓ
以下

５㎎/ℓ
以上

－ －

Ｄ

工業用水２級
農業用水及びＥ
の欄に掲げるも
の

6.0以上
8.5以下

８㎎/ℓ
以下

100㎎/ℓ
以下

２㎎/ℓ
以上

－ －

Ｅ
工業用水３級
環境保全

6.0以上
8.5以下

10㎎/ℓ
以下

ごみ等の
浮遊が認
められな
いこと

２㎎/ℓ
以上

－ －
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３ 水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用ならびに水産２級およ
び水産３級の水産生物用

水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用および水産３級の
水産生物用

水産３級：コイ、フナ等β－中腐水性水域の水産生物用
４ 工業用水１級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの

５ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない
限度

生活環境の保全に関する環境基準（海域）

※ １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２ 水産１級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用
水産２級：ボラ、ノリ等の水産生物用

３ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない
限度

海域の窒素・リンに係る環境基準（平成10年４月10日付けで指定）

※ １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２ 水産１種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して

漁獲される
水産２種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される。
水産３種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

３ 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

項目

類型

利用目的の
適応性※

基準値

備 考水素イオン
濃度(pH)

化学的酸
素要求量
(COD）

溶存
酸素量
(DO)

大腸菌
群数※
（～R3）

大腸菌数
※

（R4～）

n-ヘキサン
抽出物質
(油分等)

Ａ

水産１級
水浴
自然環境保
全及びＢ以下
の欄に掲げ
るもの

7.8以上
8.3以下

２㎎/ℓ
以下

7.5㎎/ℓ
以上

1,000MPN/
100mℓ以下

300CFU/
100mℓ以下

検出され
ないこと。

文里港区・田
辺漁港区以外
の田辺湾

Ｂ

水産２級
工業用水及
びＣの欄に掲
げるもの

7.8以上
8.3以下

３㎎/ℓ
以下

５㎎/ℓ
以上

－ －
検出され
ないこと。

文里港区
田辺漁港区

Ｃ 環境保全
7.0以上
8.3以下

８㎎/ℓ
以下

２㎎/ℓ
以上

－ － －

項目

類型
利用目的の適応性

基準値
備考

全窒素 全リン

Ⅰ
自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの
（水産２種及び３種を除く。）

0.2㎎/ℓ以下 0.02㎎/ℓ以下

Ⅱ
水産１種
水浴及びIII以下の欄に掲げるもの（水産２
種及び３種を除く。）

0.3㎎/ℓ以下 0.03㎎/ℓ以下 田辺湾

Ⅲ
水産２種及びIVの欄に掲げるもの
（水産３種を除く。）

0.6㎎/ℓ以下 0.05㎎/ℓ以下

Ⅳ
水産３種
工業用水
生物生息環境保全

1.0㎎/ℓ以下 0.09㎎/ℓ以下



⑴ 環境水質調査（年１回）
1） 河川の水質調査（１４地点）

旧田辺市調査地点図

日高川調査地点図
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地点名
地点番
号

地点名
地点番
号

1 右会津川（堀田橋下） ❶ 8 大戸川（東山橋下） ❽

2 左会津川（龍神橋下） ❷ 9 松原川（Ｕ字溝水路上流点） ❾

3 左会津川河口域（旧会津橋下） ❸ 10 芳養川（松井橋下） ❿

4 新川（新川橋下） ❹ 11 日高川（明神橋上流） ⓫

5 出井川（三菱自動車販売前） ❺ 12 富田川（紀南農協鮎川支所前） ⓬

6 名喜里川（新庄連絡所前） ❻ 13 日置川（青少年旅行村前） ⓭

7 橋谷川（橋谷川合流点） ❼ 14 熊野川（高津橋下） ⓮
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富田川調査地点図

日置川調査地点図

熊野川調査地点図



COD（化学的酸素要
求量）
水中の有機物等を酸
化剤で酸化するとき
に消費される酸化剤
の量を酸素の量に換
算したものです。こ
の値が高ければ湖沼
等の富栄養化が進ん
でいるということに
なり、水質汚濁の指
標として用いられる。

SS（浮遊物質量）
浮遊固形物のことで、
水を汚濁させている
物質をいう。

BOD（生物化学的酸
素要求量）
河川水の中や海水の
中の汚染物質（有機
物）が微生物によっ
て無機化あるいはガ
ス化するときに必要
とされる酸素量のこ
とで、単位は㎎/ℓ
で表す。この数値が
大きくなれば、その
河川などの水中には
汚染物質（有機物）
が多く水質が汚濁し
ていることを意味す
る。

大腸菌群数・大腸菌数
グラム陰性、無芽胞
性桿菌で、乳糖を分
解してガスを発生す
るすべての好気性及
び通性嫌気性の細菌
の総称である。動物
のふん便を主として
自然界に広く分布す
る細菌のグループで
あって、人畜のし尿
による汚染を知る指
標のひとつ。

pH（水素イオン濃度）
水中の酸性やアルカ
リ性の程度を示す指
標で、溶液１ℓ中の
水素イオンのグラム
当量数で表す。pHは
０～14の間の数値で
示され、pH７が中性
を、７を越える値で
はアルカリ性、７未
満の値では酸性を示
す。

DO（溶存酸素量）
水中に溶けている酸
素量のことをいう。
水中に汚染源となる
有機分がふえると酸
化するときに酸素を
消費するので、溶存
酸素が減少する。溶
存酸素は、水の自浄
作用や水中の生物に
とって必要不可欠な
もの。

河川水質調査等の結果と推移
主に過去10年間の測定値を参考とし、令和４年度の各河川の水質調査結果に

ついて考察を行いました。

１ 右会津川について
全窒素の値が悪化しているものの、BOD、大腸菌数、全燐の値が改善さ

れており、10年平均値に比べ水質は良くなっています。

２ 左会津川について
BODの値が悪化しているものの、CODの値が改善されており、10年平均値
と同程度の水質を保っています。

３ 左会津川河口域について
悪化している項目は無く、BOD、COD、大腸菌数、全燐の値が改善されて
おり、10年平均値に比べ水質は良くなっています。

４ 新川について
悪化している項目は無く、BOD、COD、大腸菌数、全燐、富栄養度の値が
改善されており、10年平均値に比べ水質は良くなっています。

５ 出井川について
BODと全窒素の値が悪化しているものの、COD、SS、全燐、富栄養度の値
が改善されており、10年平均値に比べ水質は良くなっています。

６ 名喜里川について
DO、COD、全窒素、富栄養度の値が悪化しており、BODの値が改善されて
いるものの、10年平均値に比べ水質は悪化しています。

７ 橋谷川について
DOの値が悪化しているものの、BOD、大腸菌数、富栄養度の値が改善さ

れており、10年平均値に比べ水質は良くなっています。

８ 大戸川について
悪化している項目は無く、DO、BOD、SS、大腸菌数の値が改善されており、
10年平均値に比べ水質は良くなっています。
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９ 松原川について
悪化している項目は無く、BOD、COD、大腸菌数、全燐、富栄養度の値が
改善されており、10年平均値に比べ水質は良くなっています。

10 芳養川について
SS、全窒素、全燐の値が悪化しており、COD、大腸菌数の値が改善され
ているものの、10年平均値に比べ水質は悪化しています。

11 日高川 12 富田川 13 日置川 14 熊野川について
これら４河川は市街地の河川とは違い綺麗な水質を保っています。
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R1 河川

❶ ❷ ❸ ➍ ❺ ❻ ❼

右会津川
堀田橋下

左会津川
龍神橋下

会津川
旧会津橋下

新川
新川橋下

出井川
三菱自動車
販売前

名喜里川
新庄連絡所前

橋谷川
合流点

環境基準（河川）－類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型

採
取
条
件

採 取 年 月 日 （月/日） 9/30 9/30 9/30 9/30 9/30 9/30 9/30

採 取 時 刻 （時：分） 14:36 15:00 14:22 16:00 15:50 15:35 15:25

天 候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気 温 （℃） 26 25 26 27 25 25 25 

水 温 （℃） 26 25 26 26 25 26 26 

水 深 （m） 0 0 0 0 0 0 0 

河 川 幅 （m） 24.0 27.0 55.0 5.0 2.3 3.1 3.0 

流 量 (m3/sec） 0.142 2.035 0.092 0.235 0.002 0.003 0.013

一
般
項
目

pH 7.3 7.4 7.7 9.0 9.0 7.7 7.9 

DO （mg/L） 8.2 8.6 7.1 8.0 7.8 8.0 6.8 

BOD （mg/L） 3.6 1.5 4.2 1.5 1.9 5.3 4.0 

COD （mg/L） 3.8 3.2 4.8 5.2 5.2 7.0 4.2 

SS （mg/L） 13.2 1.4 7.0 1.6 32.2 6.0 3.4 

大腸菌群数 （MPN/100mL） 24,000 7,500 46,000 24,000 24,000 150,000 46,000

特
殊
項
目

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 （mg/L） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1 <0.5

ﾌｪﾉｰﾙ類 （mg/L） － <0.05 － － － － －

銅 （mg/L） － <0.01 － － － － －

亜鉛 （mg/L） <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

鉄 （mg/L） － <0.1 － － － － －

ﾏﾝｶﾞﾝ （mg/L） － <0.1 － － － － －

ｸﾛﾑ （mg/L） <0.05 － － － － －

フッ素 （mg/L） <0.1 － － － － －

健
康
項
目

ｱﾙｷﾙ水銀 （mg/L） － <0.0005 － － － － －

総水銀 （mg/L） － <0.0005 － － － － －

ｶﾄﾞﾐｳﾑ （mg/L） － <0.0003 － － － － －

鉛 （mg/L） － <0.005 － － － － －

有機燐 （mg/L） － <0.01 － － － － －

六価ｸﾛﾑ （mg/L） － <0.01 － － － － －

ひ素 （mg/L） － <0.005 － － － － －

ｼｱﾝ （mg/L） － <0.1 － － － － －

PCB （mg/L） － <0.0005 － － － － －

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.003 － － － － －

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.001 － － － － －

四塩化炭素 （mg/L） － <0.0002 － － － － －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ （mg/L） － <0.002 － － － － －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/L） － <0.0004 － － － － －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/L） － <0.01 － － － － －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/L） － <0.0006 － － － － －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.002 － － － － －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.004 － － － － －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ （mg/L） － <0.0002 － － － － －

ﾁｳﾗﾑ （mg/L） － <0.0006 － － － － －

ｼﾏｼﾞﾝ （mg/L） － <0.0003 － － － － －

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ （mg/L） － <0.002 － － － － －

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ （mg/L） － <0.001 － － － － －

1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ （mg/L） － <0.005 － － － － －

ｾﾚﾝ （mg/L） － <0.01 － － － － －

硝酸性・亜硝酸性窒素 （mg/L） － 1 － － － － －

ホウ素 （mg/L） － <0.1 － － － － －

そ
の
他

全窒素
（mg/L） 1.1 0.8 0.8 4.0 3.2 0.9 0.6 

(μg-atom/L) 78.6 57.1 57.1 286 229 64.3 42.9 

全燐
（mg/L） 0.1 0.1 0.1 0.6 0.7 0.1 0.1 

(μg-atom/L) 3.2 1.6 3.2 19.4 22.6 3.2 3.2 

富栄養度＊ 279 85.3 256 8,320 7,765 420 168 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ （mg/L） － <0.0002 － － － － －

LAS （mg/L） － <0.0006 － － － － －

河川の水質調査結果（令和元年度）
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❽ ➒ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮

大戸川
東山橋下

松原川
U字溝水路
上流点

芳養川
松井橋下

日高川
明神橋
上流

富田川
紀南農協
鮎川支所前

日置川
青少年
旅行村前

熊野川
高津橋下

類 型 Ａ類型 Ａ類型 ＡＡ類型 Ａ類型

採 取 年 月 日 9/30 9/30 9/30 9/30 9/30 9/30 9/30

採 取 時 刻 15:15 14:08 13:45 7:00 10:35 9:40 8:51

天 候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気 温 25 27 27 24 26 27 26 

水 温 27 26 26 23 23 23 24 

水 深 0.6 0.0 0.3 0.9 0.3 0.7 0.5 

河 川 幅 5.0 1.4 15.0 27.0 40.0 25.0 30.0 

流 量 0.0 0.0 0.9 34.0 3.2 2.1 9.1 

pH 7.4 7.9 7.6 7.2 7.1 7.1 7.1 

DO 7.0 6.8 8.6 8.6 8.8 8.4 8.0 

BOD 4.2 4.9 1.4 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

COD 5.0 5.2 4.8 0.8 1.2 1.6 1.6 

SS 6.0 4.6 4.4 2.8 <0.5 <0.5 0.7 

大腸菌群数 93,000 93,000 46,000 2,400 230 430 930

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

ﾌｪﾉｰﾙ類 － － － <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

銅 － － － <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

亜鉛 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

鉄 － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ﾏﾝｶﾞﾝ － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ｸﾛﾑ － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

フッ素 － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

人
の
健
康
の
保
護
に
関
す
る
健
康
基
準

0.8以下

ｱﾙｷﾙ水銀 － － － <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 検出されないこと

総水銀 － － － <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005以下

ｶﾄﾞﾐｳﾑ － － － <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003以下

鉛 － － － <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01以下

有機燐 － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 基準値無

六価ｸﾛﾑ － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02以下

ひ素 － － － <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01以下

ｼｱﾝ － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 検出されないこと

PCB － － － <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 検出されないこと

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.01以下

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

四塩化炭素 － － － <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002以下

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ － － － <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02以下

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ － － － <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.004以下

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 １以下

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ － － － <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006以下

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.1以下

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04以下

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ － － － <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002以下

ﾁｳﾗﾑ － － － <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006以下

ｼﾏｼﾞﾝ － － － <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0,003以下

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ － － － <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02以下

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ － － － <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ － － － <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05以下

ｾﾚﾝ － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01以下

硝酸性・亜硝酸性窒素 － － － 0.10 0.10 0.10 0.10 10以下

ホウ素 － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 １以下

全窒素
4.5 29.0 1.3 0.2 0.5 0.2 0.5 

321 2,071 92.9 14.3 34.3 12.9 34.3 

全燐
0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

22.6 3.2 3.2 3.6 1.6 1.6 3.6 

富栄養度＊ 10,500 10,053 416 5.3 19.2 9.6 25.6 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ － － － <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

LAS － － － <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

*富栄養度：
COD（mg/L）×
全窒素（mg/L）
×全燐（mg/L）
×1,000,000/
1,500
※「-」：検査未
実施
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R２ 河川

❶ ❷ ❸ ➍ ❺ ❻ ❼

右会津川
堀田橋下

左会津川
龍神橋下

会津川
旧会津橋下

新川
新川橋下

出井川
三菱自動車
販売前

名喜里川
新庄連絡所前

橋谷川
合流点

環境基準（河川）－類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型

採
取
条
件

採 取 年 月 日 （月/日） 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13

採 取 時 刻 （時：分） 15:39 16:02 14:11 12:51 13:16 13:26 13:43

天 候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気 温 （℃） 26 25 28 29 30 27 28 

水 温 （℃） 23 22 24 25 24 24 25 

水 深 （m） 0.33 0.29 0.22 0.60 0.10 0.10 0.17 

河 川 幅 （m） 24.0 13.0 105.0 5.0 2.3 3.1 3.0 

流 量 (m3/sec） 0.2 0.9 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 

一
般
項
目

pH 7.0 7.2 7.4 8.2 8.8 7.6 7.8 

DO （mg/L） 8.8 8.3 9.4 8.5 10.0 8.4 7.4 

BOD （mg/L） 1.3 1.3 1.0 1.7 1.0 1.0 1.2 

COD （mg/L） 1.6 1.8 4.2 3.2 6.2 5.2 3.2 

SS （mg/L） 7.0 0.7 8.7 1.8 4.8 7.3 4.3 

大腸菌群数 （MPN/100mL） 9,300 46,000 9,300 46,000 46,000 24,000 110,000

特
殊
項
目

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 （mg/L） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

ﾌｪﾉｰﾙ類 （mg/L） － <0.05 － － － － －

銅 （mg/L） － <0.01 － － － － －

亜鉛 （mg/L） <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

鉄 （mg/L） － <0.1 － － － － －

ﾏﾝｶﾞﾝ （mg/L） － <0.1 － － － － －

ｸﾛﾑ （mg/L） － <0.05 － － － － －

フッ素 （mg/L） － <0.1 － － － － －

健
康
項
目

ｱﾙｷﾙ水銀 （mg/L） － <0.0005 － － － － －

総水銀 （mg/L） － <0.0005 － － － － －

ｶﾄﾞﾐｳﾑ （mg/L） － <0.0003 － － － － －

鉛 （mg/L） － <0.005 － － － － －

有機燐 （mg/L） － <0.01 － － － － －

六価ｸﾛﾑ （mg/L） － <0.01 － － － － －

ひ素 （mg/L） － <0.005 － － － － －

ｼｱﾝ （mg/L） － <0.1 － － － － －

PCB （mg/L） － <0.0005 － － － － －

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.003 － － － － －

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.001 － － － － －

四塩化炭素 （mg/L） － <0.0002 － － － － －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ （mg/L） － <0.002 － － － － －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/L） － <0.0004 － － － － －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/L） － <0.01 － － － － －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/L） － <0.0006 － － － － －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.002 － － － － －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.004 － － － － －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ （mg/L） － <0.0002 － － － － －

ﾁｳﾗﾑ （mg/L） － <0.0006 － － － － －

ｼﾏｼﾞﾝ （mg/L） － <0.0003 － － － － －

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ （mg/L） － <0.002 － － － － －

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ （mg/L） － <0.001 － － － － －

1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ （mg/L） － <0.005 － － － － －

ｾﾚﾝ （mg/L） － <0.01 － － － － －

硝酸性・亜硝酸性窒素 （mg/L） － 1 － － － － －

ホウ素 （mg/L） － <0.1 － － － － －

そ
の
他

全窒素
（mg/L） 1 1 1 2 2 1 2 

(μg-atom/L) 85.7 64.3 85.7 164 136 61.4 171 

全燐
（mg/L） 0 0 0 0 0 0 0 

(μg-atom/L) 2 2 3 8 10 3 9 

富栄養度＊ 89.6 54.0 336 1,227 2,513 239 1,485

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ （mg/L） － <0.0002 － － － － －

LAS （mg/L） － <0.0006 － － － － －

河川の水質調査結果（令和２年度）
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❽ ➒ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮

大戸川
東山橋下

松原川
U字溝水路
上流点

芳養川
松井橋下

日高川
明神橋
上流

富田川
紀南農協
鮎川支所前

日置川
青少年
旅行村前

熊野川
高津橋下

類 型 Ａ類型 Ａ類型 ＡＡ類型 Ａ類型

採 取 年 月 日 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13

採 取 時 刻 13:53 14:55 14:40 10:35 9:53 6:38 8:46

天 候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気 温 29 27 28 25 25 13 21 

水 温 24 23 24 19 20 16 22 

水 深 2 0 1 1 0 1 1 

河 川 幅 5.0 1.4 15.0 25.0 45.0 25.0 30.0 

流 量 0.1 0.0 0.9 36.9 2.6 15.3 15.6 

pH 7.4 7.8 7.3 7.1 7.2 7.4 6.9 

DO 6.1 6.8 8.5 9.5 9.7 9.2 7.7 

BOD 5.3 6.0 1.2 0.7 0.6 0.6 0.6 

COD 5.6 5.2 2.0 0.8 1.6 1.2 2.8 

SS 0.8 5.8 1.3 0.5 <0.5 <0.5 0.5 

大腸菌群数 93,000 24,000 15,000 230 2,400 430 430

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

ﾌｪﾉｰﾙ類 － － － <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

銅 － － － <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

亜鉛 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

鉄 － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ﾏﾝｶﾞﾝ － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ｸﾛﾑ － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

フッ素 － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

人
の
健
康
の
保
護
に
関
す
る
健
康
基
準

0.8以下

ｱﾙｷﾙ水銀 － － － <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 検出されないこと

総水銀 － － － <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005以下

ｶﾄﾞﾐｳﾑ － － － <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003以下

鉛 － － － <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01以下

有機燐 － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 基準値無

六価ｸﾛﾑ － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02以下

ひ素 － － － <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01以下

ｼｱﾝ － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 検出されないこと

PCB － － － <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 検出されないこと

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.01以下

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

四塩化炭素 － － － <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002以下

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ － － － <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02以下

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ － － － <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.004以下

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 １以下

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ － － － <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006以下

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.1以下

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04以下

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ － － － <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002以下

ﾁｳﾗﾑ － － － <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006以下

ｼﾏｼﾞﾝ － － － <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0,003以下

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ － － － <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02以下

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ － － － <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ － － － <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05以下

ｾﾚﾝ － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01以下

硝酸性・亜硝酸性窒素 － － － 0.1 0.2 0.2 0.3 10以下

ホウ素 － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 １以下

全窒素
4.2 24.0 2.3 0.23 0.28 0.29 0.32 

300 1,714 164 16.4 20.0 20.7 22.9 

全燐
0.64 0.11 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 

20.6 3.5 1.9 3.6 1.6 1.6 3.6 

富栄養度＊ 10,035 9,152 184 6.1 14.9 11.6 29.9 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ － － － <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

LAS － － － <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

*富栄養度：
COD（mg/L）×
全窒素（mg/L）
×全燐（mg/L）
×1,000,000/
1,500
※「-」：検査未
実施
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R３ 河川

❶ ❷ ❸ ➍ ❺ ❻ ❼

右会津川
堀田橋下

左会津川
龍神橋下

会津川
旧会津橋下

新川
新川橋下

出井川
三菱自動車
販売前

名喜里川
新庄連絡所前

橋谷川
合流点

環境基準（河川）－類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型

採
取
条
件

採 取 年 月 日 （月/日） 11/9 11/9 11/9 11/9 11/9 11/9 11/9

採 取 時 刻 （時：分） 13:05 12:51 12:23 11:09 12:34 12:23 12:10

天 候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気 温 （℃） 19 19 20 18 21 20 19 

水 温 （℃） 19 20 19 20 20 20 20 

水 深 （m） 0.38 0.33 0.22 0.49 0.10 0.10 0.21 

河 川 幅 （m） 24.0 10.0 104.0 5.0 2.3 3.1 3.0 

流 量 (m3/sec） 0.1 0.8 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 

一
般
項
目

pH 7.1 7.2 8.0 7.8 8.6 7.4 8.2 

DO （mg/L） 8.5 7.3 7.8 8.3 11.0 6.7 6.5 

BOD （mg/L） 1.3 0.7 0.9 1.3 0.9 1.1 1.0 

COD （mg/L） 3.4 1.6 3.2 7.0 5.6 10.0 3.4 

SS （mg/L） 7 3 8 5 5 21 5

大腸菌群数 （MPN/100mL） 46,000 46,000 110,000 110,000 110,000 110,000 150,000

特
殊
項
目

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 （mg/L） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

ﾌｪﾉｰﾙ類 （mg/L） － <0.05 － － － － －

銅 （mg/L） － <0.01 － － － － －

亜鉛 （mg/L） <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

鉄 （mg/L） － <.0.1 － － － － －

ﾏﾝｶﾞﾝ （mg/L） － <0.1 － － － － －

ｸﾛﾑ （mg/L） － <0.05 － － － － －

フッ素 （mg/L） － <0.1 － － － － －

健
康
項
目

ｱﾙｷﾙ水銀 （mg/L） － <0.0005 － － － － －

総水銀 （mg/L） － <0.0005 － － － － －

ｶﾄﾞﾐｳﾑ （mg/L） － <0.0003 － － － － －

鉛 （mg/L） － <0.005 － － － － －

有機燐 （mg/L） － <0.01 － － － － －

六価ｸﾛﾑ （mg/L） － <0.01 － － － － －

ひ素 （mg/L） － <0.005 － － － － －

ｼｱﾝ （mg/L） － <0.1 － － － － －

PCB （mg/L） － <0.0005 － － － － －

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.003 － － － － －

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.001 － － － － －

四塩化炭素 （mg/L） － <0.0002 － － － － －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ （mg/L） － <0.002 － － － － －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/L） － <0.0004 － － － － －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/L） － <0.01 － － － － －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/L） － <0.0006 － － － － －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.002 － － － － －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.004 － － － － －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ （mg/L） － <0.0002 － － － － －

ﾁｳﾗﾑ （mg/L） － <0.0006 － － － － －

ｼﾏｼﾞﾝ （mg/L） － <0.0003 － － － － －

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ （mg/L） － <0.002 － － － － －

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ （mg/L） － <0.001 － － － － －

1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ （mg/L） － <0.005 － － － － －

ｾﾚﾝ （mg/L） － <0.01 － － － － －

硝酸性・亜硝酸性窒素 （mg/L） － 0.59 － － － － －

ホウ素 （mg/L） － <0.1 － － － － －

そ
の
他

全窒素
（mg/L） 1.4 0.73 0.83 2.6 2.9 1.1 0.78 

(μg-atom/L) 100 52.1 59.3 186 207 78.6 55.7 

全燐
（mg/L） 0 0 0 0 0 0 0 

(μg-atom/L) 4.2 1.6 3.2 8.4 13.9 2.6 2.9

富栄養度＊ 413 38.9 177 3,155 4,655 587 159 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ （mg/L） － <0.0002 － － － － －

LAS （mg/L） － <0.0006 － － － － －

河川の水質調査結果（令和３年度）



第３部 快適 第３章 環境衛生 43

❽ ➒ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮

大戸川
東山橋下

松原川
U字溝水路
上流点

芳養川
松井橋下

日高川
明神橋
上流

富田川
紀南農協
鮎川支所前

日置川
青少年
旅行村前

熊野川
高津橋下

類 型 Ａ類型 Ａ類型 ＡＡ類型 Ａ類型

採 取 年 月 日 11/9 11/9 11/9 11/9 11/9 11/9 11/9

採 取 時 刻 12:00 13:39 13:57 7:12 10:40 10:08 8:44

天 候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気 温 18 20 19 16 19 20 21 

水 温 20 19 19 17 18 18 21 

水 深 0.8 0 0.3 0.9 0.3 0.7 0.5 

河 川 幅 5.0 1.4 15.0 16.0 7.0 25.0 30.0 

流 量 0.036 0.000 0.940 10.370 1.705 8.260 9.460

pH 7.5 7.8 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 

DO 6.0 8.5 8.4 7.3 8.7 8.2 6.6 

BOD 1.4 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 0.6 <0.5

COD 2.8 3.4 3.0 1.0 2.0 1.6 1.4 

SS 3.7 3.8 13.0 <0.5 1.0 1.5 4.0

大腸菌群数 1,100,000 24,000 460,000 4,600 750 2,400 2,400

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

ﾌｪﾉｰﾙ類 － － － <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

銅 － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

亜鉛 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

鉄 － － － <0.1 <0.1 <0.1 0.20 

ﾏﾝｶﾞﾝ － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ｸﾛﾑ － － － <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

フッ素 － － － <0.1 <0.1 <0.1 0.12 

人
の
健
康
の
保
護
に
関
す
る
健
康
基
準

0.8以下

ｱﾙｷﾙ水銀 － － － <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 検出されないこと

総水銀 － － － <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005以下

ｶﾄﾞﾐｳﾑ － － － <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003以下

鉛 － － － <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01以下

有機燐 － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 基準値無

六価ｸﾛﾑ － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02以下

ひ素 － － － <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01以下

ｼｱﾝ － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 検出されないこと

PCB － － － <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 検出されないこと

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.01以下

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

四塩化炭素 － － － <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002以下

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ － － － <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02以下

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ － － － <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.004以下

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 １以下

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ － － － <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006以下

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.1以下

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04以下

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ － － － <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002以下

ﾁｳﾗﾑ － － － <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006以下

ｼﾏｼﾞﾝ － － － <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0,003以下

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ － － － <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02以下

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ － － － <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ － － － <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05以下

ｾﾚﾝ － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01以下

硝酸性・亜硝酸性窒素 － － － 0.15 0.12 0.20 0.23 10以下

ホウ素 － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 １以下

全窒素
4.2 24.0 1.3 0.22 0.19 0.27 0.33 

300 1,714 92.9 15.7 13.6 19.3 23.6 

全燐
0.47 0.05 0.07 0.05 0.05 0.05 0.05 

15.2 1.6 2.3 3.6 1.6 1.6 3.6 

富栄養度＊ 3,685 2,720 182 7.3 12.7 14.4 15.4 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ － － － <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

LAS － － － <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

*富栄養度：
COD（mg/L）×
全窒素（mg/L）
×全燐（mg/L）
×1,000,000/
1,500
※「-」：検査未
実施



44 第３部 快適 第３章 環境衛生

R４ 河川

❶ ❷ ❸ ➍ ❺ ❻ ❼

右会津川
堀田橋下

左会津川
龍神橋下

会津川
旧会津橋下

新川
新川橋下

出井川
三菱自動車
販売前

名喜里川
新庄連絡所前

橋谷川
合流点

環境基準（河川）－類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型

採
取
条
件

採 取 年 月 日 （月/日） 11/14 11/14 11/14 11/14 11/14 11/14 11/14

採 取 時 刻 （時：分） 11:06 11:25 11:40 9:57 10:08 10:19 10:40

天 候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気 温 （℃） 18 19 19 21 21 20 19 

水 温 （℃） 18 17 17 17 18 16 17 

水 深 （m） 0.26 0.33 0.22 0.49 0.10 0.10 0.21 

河 川 幅 （m） 15.0 10.0 104.0 5.0 2.3 3.1 3.0 

流 量 (m3/sec） 2.135 0.860 0.171 0.270 0.003 0.003 0.010 

一
般
項
目

pH 7.0 7.2 7.7 7.9 8.2 7.4 8.1 

DO （mg/L） 9.7 9.7 9.0 9.4 9.7 9.8 9.3 

BOD （mg/L） 1.3 2.3 0.7 2.6 2.6 2.3 0.9 

COD （mg/L） 3.6 2.5 3.1 5.0 4.0 6.9 5.2

SS （mg/L） 1.7 0.8 5.2 5.0 2.0 8.7 3.5

大腸菌数* （CFU/100mL） 230 700 960 1,000 4,800 3,600 1,000

特
殊
項
目

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 （mg/L） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

ﾌｪﾉｰﾙ類 （mg/L） － <0.05 － － － － －

銅 （mg/L） － <0.01 － － － － －

亜鉛 （mg/L） <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

鉄 （mg/L） － <0.1 － － － － －

ﾏﾝｶﾞﾝ （mg/L） － <0.1 － － － － －

ｸﾛﾑ （mg/L） － <0.05 － － － － －

フッ素 （mg/L） － <0.1 － － － － －

健
康
項
目

ｱﾙｷﾙ水銀 （mg/L） － <0.0005 － － － － －

総水銀 （mg/L） － <0.0005 － － － － －

ｶﾄﾞﾐｳﾑ （mg/L） － <0.0003 － － － － －

鉛 （mg/L） － <0.005 － － － － －

有機燐 （mg/L） － <0.01 － － － － －

六価ｸﾛﾑ （mg/L） － <0.01 － － － － －

ひ素 （mg/L） － <0.005 － － － － －

ｼｱﾝ （mg/L） － <0.1 － － － － －

PCB （mg/L） － <0.0005 － － － － －

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.003 － － － － －

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.001 － － － － －

四塩化炭素 （mg/L） － <0.0002 － － － － －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ （mg/L） － <0.002 － － － － －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/L） － <0.0004 － － － － －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/L） － <0.01 － － － － －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/L） － <0.0006 － － － － －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.002 － － － － －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/L） － <0.004 － － － － －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ （mg/L） － <0.0002 － － － － －

ﾁｳﾗﾑ （mg/L） － <0.0006 － － － － －

ｼﾏｼﾞﾝ （mg/L） － <0.0003 － － － － －

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ （mg/L） － <0.002 － － － － －

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ （mg/L） － <0.001 － － － － －

1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ （mg/L） － <0.005 － － － － －

ｾﾚﾝ （mg/L） － <0.01 － － － － －

硝酸性・亜硝酸性窒素 （mg/L） － 0.59 － － － － －

ホウ素 （mg/L） － <0.1 － － － － －

そ
の
他

全窒素
（mg/L） 2.0 1.2 1.4 2.6 2.9 1.8 2.1 

(μg-atom/L) 143 86 100 186 207 129 150 

全燐
（mg/L） 0.10 0.05 0.08 0.26 0.30 0.08 0.22

(μg-atom/L) 0.46 1.6 2.6 8.4 9.7 2.6 7.1 

富栄養度＊ 480 100 231 2,253 2,320 662 1,602

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ （mg/L） － <0.0002 － － － － －

LAS （mg/L） － <0.0006 － － － － －

河川の水質調査結果（令和４年度）
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❽ ➒ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮

大戸川
東山橋下

松原川
U字溝水路
上流点

芳養川
松井橋下

日高川
明神橋
上流

富田川
紀南農協
鮎川支所前

日置川
青少年
旅行村前

熊野川
高津橋下

類 型 Ａ類型 Ａ類型 ＡＡ類型 Ａ類型

採 取 年 月 日 11/14 11/14 11/14 10/31 10/31 10/31 10/31

採 取 時 刻 10:34 11:56 12:18 10:13 14:47 0:00 11:28

天 候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ

気 温 20 20 20 13 18 17 21 

水 温 18 18 19 14 18 18 21 

水 深 0.8 0 0.3 0.9 0.2 0.6 0.4 

河 川 幅 5.0 1.4 15.0 16.0 23.0 25.0 30.0 

流 量 0.1 0.0 1.5 1.2 3.5 3.7 5.9 

pH 7.4 8.0 7.3 7.5 7.6 7.1 7.4 

DO 7.5 9.0 8.9 9.7 9.5 9.2 8.1 

BOD 3.7 0.7 3.7 1.1 0.8 1.1 1.0 

COD 5.6 4.1 4.6 0.5 0.5 0.5 0.5

SS 3.7 1.5 1.5 <0.5 0.50 0.50 0.50

大腸菌数* 16,000 1 1,300 8 50 18 4

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

ﾌｪﾉｰﾙ類 － － － <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

銅 － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

亜鉛 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

鉄 － － － <0.1 <0.1 <0.1 0 

ﾏﾝｶﾞﾝ － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ｸﾛﾑ － － － <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

フッ素 － － － <0.1 <0.1 <0.1 0 

人
の
健
康
の
保
護
に
関
す
る
健
康
基
準

0.8以下

ｱﾙｷﾙ水銀 － － － <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 検出されないこと

総水銀 － － － <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005以下

ｶﾄﾞﾐｳﾑ － － － <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003以下

鉛 － － － <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01以下

有機燐 － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 基準値無

六価ｸﾛﾑ － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02以下

ひ素 － － － <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01以下

ｼｱﾝ － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 検出されないこと

PCB － － － <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 検出されないこと

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.01以下

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

四塩化炭素 － － － <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002以下

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ － － － <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02以下

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ － － － <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.004以下

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 １以下

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ － － － <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006以下

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.1以下

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ － － － <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04以下

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ － － － <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002以下

ﾁｳﾗﾑ － － － <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006以下

ｼﾏｼﾞﾝ － － － <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0,003以下

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ － － － <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02以下

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ － － － <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ － － － <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05以下

ｾﾚﾝ － － － <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01以下

硝酸性・亜硝酸性窒素 － － － 0.09 0.14 0.12 0.14 10以下

ホウ素 － － － <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 １以下

全窒素
6.0 33.0 2.7 0.25 0.20 0.24 0.23 

429 2,357 193 17.9 14.3 17.1 16.4 

全燐
0.66 0.05 0.11 0.05 0.05 0.05 0.05

21.3 1.6 3.5 3.6 1.6 1.6 3.6 

富栄養度＊ 14,784 4,510 911 4.2 3.3 4.0 3.8 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ － － － <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

LAS － － － <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

*富栄養度：
COD（mg/L）×
全窒素（mg/L）
×全燐（mg/L）
×1,000,000/
1,500
※「-」：検査未
実施

*大腸菌数：環境基
本法の改正により、
R04以降、検査項
目が大腸菌群数
（MPN/100mℓ）か
ら大腸菌数
（CFU/100mℓ）に
変更されている。
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2) 海域水質調査（17地点【表層、底層】）
主に過去10年間の測定値を参考とし、令和４年度の各海域の水質調査を行

いました。

A 神島沖について
表層、底層とも10年平均値に比べ水質は悪化しています。

B 鳥ノ巣について
表層、底層とも10年平均値に比べ水質は悪化しています。

C 内の浦について
表層、底層ともに10年平均値と同程度の水質を保っています。

D 滝内について
表層、底層とも10年平均値に比べ水質は悪化しています。

E 跡の浦湾内について
表層は10年平均値に比べ水質は悪化しているものの、底層は10年平均値
と同程度の水質を保っています。

F 跡の浦湾外について
表層、底層とも10年平均値に比べ水質は悪化しています。

地点名 地点番号 地点名 地点番号

1 神島沖 Ａ 10 左会津川沖 J

2 鳥の巣 Ｂ 11 田辺港内 K

3 内の浦 Ｃ 12 丸山沖 Ｌ

4 滝内沖 D 13 天神崎元島沖 Ｍ

5 跡の浦湾内 Ｅ 14 目良団地沖 N

6 跡の浦湾外100m沖 Ｆ 15 松原川沖 Ｏ

7 文里港内 Ｇ 16 芳養川沖 P

8 文里港外100m沖 H 17 大屋沖 Ｑ

9 磯間港入口 Ｉ
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G 文里港内について
表層、底層とも10年平均値に比べ水質は悪化しています。

H 文里港外について
表層は10年平均値と同程度の水質を保っているものの、底層は10年平均
値に比べ水質は悪化しています。

I 磯間港入口について
表層、底層とも10年平均値に比べ水質は悪化しています。

J 左会津川沖について
表層、底層とも10年平均値に比べ水質は悪化しています。

K 田辺港内について
表層、底層とも10年平均値に比べ水質は悪化しています。

L 丸山沖
表層、底層とも10年平均値に比べ水質は悪化しています。

M 天神崎元島沖
表層、底層とも10年平均値に比べ水質は悪化しています。

N 目良団地沖
表層、底層とも10年平均値に比べ水質は悪化しています。

O 松原川沖
表層、底層とも10年平均値に比べ水質は悪化しています。

P 芳養川沖
表層、底層とも10年平均値に比べ水質は悪化しています。

Q 大屋沖
表層は10年平均値に比べ水質は悪化しているものの、底層は10年平均値
と同程度の水質を保っています。
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海域の水質調査結果（令和元年度）

R1 海域

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

神島沖 鳥の巣 内の浦 滝内沖
跡の浦
湾内

跡の浦
湾外

100m沖

文里港
内

文里港
外

100m沖

環境基準（海域）－類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ｂ類型 Ｂ類型 Ｂ類型 Ｂ類型

採
取
条
件

採 取 月 日 10/9 10/9 10/9 10/9 10/9 10/9 10/9 10/9

採 取 時 刻 10:15 10:10 9:15 9:40 13:23 13:30 12:35 12:58

天 候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気 温 (℃） 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

水 温 (℃） 23.0 24.7 22.5 24.0 25.5 22.9 22.8 25.0 

水 深 (m) 15.0 9.0 7.0 7.0 6.0 8.0 5.0 5.0

透 明 度 (m) 7.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 3.0 3.0

色 相 緑 緑 緑 緑 黄緑 緑 黄緑 黄緑

表
層
部
の
水
質

一
般
項
目

pH 8.0 8.0 8.0 7.8 8.0 8.0 7.9 8.0

DO (mg/L) 6.8 6.8 7.0 7.2 6.8 6.5 7 6.8

COD (mg/L) 0.8 1.4 1.6 1.4 1.8 1.8 1.6 1.4 

SS (mg/L) 2.0 2.2 1.7 2.8 4.5 2.8 3 2.30

大腸菌群数 (MPN/100mL) 4.0 9.0 4.0 43 43.0 75 23 14.0

特
殊
項
目

n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

塩素イオン (‰) 18.1 18.1 18.4 18.3 18.3 19.1 18.8 18.4

亜鉛 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

そ
の
他
の
項
目

全窒素 (mg/L) 0.18 0.14 0.22 0.15 0.15 0.14 0.19 0.14

全燐 (mg/L) 0.02 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

富栄養度＊ 1.26 6.8 7.3 4.3 4.5 4.2 6.3 3.8

ノニルフェノール (μg/L) <0.2 － － <0.2 － － － <0.2

LAS (μg/L) <0.6 － － <0.6 － － － <0.6

底
層
部
の
水
質

一
般
項
目

pH 8.0 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

DO (mg/L) 6.7 6.4 6.8 7.2 6 6.8 6.7 6.7 

COD (mg/L) 0.8 1.6 1.8 1.6 1.6 1.2 1.6 1.6

特
殊

項
目 塩素イオン (‰) 18.3 18.3 18.1 18.3 18.3 18.8 18.1 18.8



第３部 快適 第３章 環境衛生 49

Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ

磯浦港
入口

会津川
沖

田辺港
内

丸山沖
天神崎
元島沖

目良団
地沖

松原川
沖

芳養川
沖

大屋沖

類 型 Ａ類型 Ａ類型 Ｂ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型

採 取 月 日 10/9 10/9 10/9 10/9 10/9 10/9 10/9 10/9 10/9

採 取 時 刻 12:25 12:15 13:00 11:40 11:30 11:25 11:10 11:00 10:35

天 候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気 温 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

水 温 24.9 25.0 24.5 24.4 24.7 25.0 23.2 25.0 23.9 

水 深 8.0 6.0 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 6.0 8.0 

透 明 度 4.0 4.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 

色 相 緑 緑 緑 緑 緑 緑 緑 緑 緑

pH 7.9 8.0 7.9 8.0 8.0 7.6 8.0 7.8 8.0

DO 6.7 6.5 6.5 6.6 6.2 6.3 6.8 6.9 6.8

COD 1.4 2.0 1.6 1.2 1.2 1.4 1.6 1.4 1.2 

SS 2.5 3.5 2.2 1.5 1.5 2.7 2.0 2.2 2.5

大腸菌群数 4.0 ＜3 4 4 ＜3 9 4.0 4 43

n-ヘキサン抽出物質 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

塩素イオン 18.3 18.0 18.0 18.4 18.1 18.6 18.3 18.8 19.0

亜鉛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

全窒素 0.10 0.11 0.19 0.13 0.11 0.15 0.12 0.11 0.13

全燐 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02

富栄養度 1.77 2.20 18.80 0.82 1.85 0.85 3.20 0.77 1.56

ノニルフェノール － <0.2 <0.2 － － <0.2 － <0.2 －

LAS － <0.6 <0.6 － － <0.6 － <0.6 －

pH 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 

DO 6.7 6.3 6.7 6.6 6.7 6.2 6.5 6.7 6.4

COD 1.2 2.2 1.8 1.2 1.2 1.4 1.6 1.4 1.2

塩素イオン 18.3 18.3 18.0 18.1 17.9 19.1 18.4 19.8 19.0 

*富栄養度：COD（mg/L）×全窒素（mg/L）×全燐（mg/L）×1,000,000/1,500
※「-」：検査未実施
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海域の水質調査結果（令和２年度）

R２ 海域

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

神島沖 鳥の巣 内の浦 滝内沖
跡の浦
湾内

跡の浦
湾外

100m沖

文里港
内

文里港
外

100m沖

環境基準（海域）－類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ｂ類型 Ｂ類型 Ｂ類型 Ｂ類型

採
取
条
件

採 取 月 日 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6

採 取 時 刻 9:35 9:22 12:55 9:12 12:10 12:00 12:46 12:25

天 候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気 温 (℃） 24.0 24.0 25.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

水 温 (℃） 24.9 24.3 25.5 26.0 25.5 25.5 25.6 25.2 

水 深 (m) 12.0 6.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 8.0

透 明 度 (m) 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

色 相 深緑 緑茶 緑茶 緑茶 緑茶 緑茶 緑茶 緑茶

表
層
部
の
水
質

一
般
項
目

pH 8.0 7.9 8.0 7.9 8.0 8.0 8.1 8.1

DO (mg/L) 7.3 7.2 7.0 6.8 7.2 7.2 8.8 7.3

COD (mg/L) 0.8 3.2 3.2 3.6 2.8 2.4 1.6 1.6 

SS (mg/L) 1.2 1.8 3.2 2.8 4 4 2.8 5.60

大腸菌群数 (MPN/100mL) 4.0 4.0 9.0 4 4 9 4 93

特
殊
項
目

n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

塩素イオン (‰) 19.0 17.0 14.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18

亜鉛 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

そ
の
他
の
項
目

全窒素 (mg/L) 0.26 0.15 0.18 0.17 0.19 0.23 0.15 0.21

全燐 (mg/L) 0.08 0.04 0.08 0.1 0.2 0.07 0.06 0.06

富栄養度＊ 6.85 14.08 31.10 30.19 55.68 24.66 8.96 13.89

ノニルフェノール (μg/L) <0.2 － － <0.2 － － － <0.2

LAS (μg/L) <0.6 － － <0.6 － － － <0.6

底
層
部
の
水
質

一
般
項
目

pH 8.1 8.2 8.1 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1

DO (mg/L) 6.8 7.0. 7.0 6.5 7.2 7 7.2 7.0

COD (mg/L) 1.0 2.8 3.4 3.8 3.2 2.2 1.4 1.8 

特
殊

項
目 塩素イオン (‰) 18.0 18.0 18.0 19.0 0.5 18.0 18.0 18.0 
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Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ

磯浦港
入口

会津川
沖

田辺港
内

丸山沖
天神崎
元島沖

目良団
地沖

松原川
沖

芳養川
沖

大屋沖

類 型 Ａ類型 Ａ類型 Ｂ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型

採 取 月 日 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6

採 取 時 刻 11:52 11:40 11:20 10:57 10:47 10:37 10:29 10:08 10:03

天 候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気 温 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 

水 温 25.2 26.5 26.0 27.0 26.9 30.0 28.6 25.7 25.7 

水 深 7.0 8.0 8.0 9.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 

透 明 度 4.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 

色 相 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 青緑 青緑

pH 8.1 7.8 8.0 8.1 8.0 8.1 8.0 8.1 8.1

DO 8.3 7.0 7.7 6.9 7.4 6 7.0 7.7 7

COD 1.2 1.2 1.2 1.2 0.8 0.6 0.8 1.6 0.6 

SS 2.8 1.4 1.4 1.6 1.2 1.2 1.6 1.8 2

大腸菌群数 4.0 2,400 75 4 4 ＜3 43.0 9 ＜3

n-ヘキサン抽出物質 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

塩素イオン 18.0 12.0 16.0 18.0 18.0 18.0 16.0 17.0 18.0

亜鉛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

全窒素 0.15 0.44 0.24 0.12 0.12 0.13 0.29 0.16 0.11

全燐 0.08 0.07 0.08 0.11 0.06 0.18 0.05 0.06 0.08

富栄養度 9.72 24.29 18.80 4.32 4.10 7.93 7.11 2.93 3.43

ノニルフェノール － <0.2 <0.2 － － <0.2 － <0.2 －

LAS － <0.6 <0.6 － － <0.6 － <0.6 －

pH 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.2 

DO 7.6 7.2 7.6 6.9 6.9 6.0 6.8 7.2 7.4

COD 1.2 1.2 1.2 1.2 0.8 0.8 1.6 1.6 0.8

塩素イオン 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 

*富栄養度：COD（mg/L）×全窒素（mg/L）×全燐（mg/L）×1,000,000/1,500
※「-」：検査未実施
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海域の水質調査結果（令和３年度）

R３ 海域

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

神島沖 鳥の巣 内の浦 滝内沖
跡の浦
湾内

跡の浦
湾外

100m沖

文里港
内

文里港
外

100m沖

環境基準（海域）－類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ｂ類型 Ｂ類型 Ｂ類型 Ｂ類型

採
取
条
件

採 取 月 日 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1

採 取 時 刻 9:45 9:35 9:27 9:17 11:40 11:45 11:20 11:27

天 候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ

気 温 (℃） 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 

水 温 (℃） 22.2 22.0 21.0 21.1 22.3 22.3 22.0 22.5 

水 深 (m) 8.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0

透 明 度 (m) 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 3.0 4.0

色 相 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 緑 緑 緑

表
層
部
の
水
質

一
般
項
目

pH 8.5 8.4 8.5 8.4 8.4 8.5 8.4 8.5

DO (mg/L) 7.1 6.9 7.0 7.0 7.1 7.4 6.9 7.3

COD (mg/L) 1.0 0.6 0.6 1.2 1.4 1.8 1.4 1.6 

SS (mg/L) 1.3 2.1 1.7 2.7 2 2.2 1.9 3.00

大腸菌群数 (MPN/100mL) 20.0 4.0 9.0 4 9 23 39 23

特
殊
項
目

n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

塩素イオン (‰) 18.0 17.0 14 19.0 19.0 18.0 19.0 18

亜鉛 (mg/L) <0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 <0.01 <0.01 <0.01

そ
の
他
の
項
目

全窒素 (mg/L) 0.12 0.10 0.10 0.13 0.12 0.14 0.19 0.16

全燐 (mg/L) 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.03 0.04 0.07

富栄養度＊ 0.76 0.56 0.84 2.60 3.14 5.71 7.45 11.43

ノニルフェノール (μg/L) <0.2 － － <0.2 － － － <0.2

LAS (μg/L) <0.6 － － <0.6 － － － <0.6

底
層
部
の
水
質

一
般
項
目

pH 8.6 8.4 8.5 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5

DO (mg/L) 7.1 6.9 7.0 7 7.1 7.4 6.9 7.3

COD (mg/L) 1.0 1.6 1.2 1.4 1.6 1.4 1.6 1.6 

特
殊

項
目 塩素イオン (‰) 18.0 18.0 19.0 19.0 18 18.0 18.0 19.0 
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Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ

磯浦港
入口

会津川
沖

田辺港
内

丸山沖
天神崎
元島沖

目良団
地沖

松原川
沖

芳養川
沖

大屋沖

類 型 Ａ類型 Ａ類型 Ｂ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型

採 取 月 日 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1

採 取 時 刻 11:10 11:00 10:50 10:43 10:34 10:26 10:19 11:04 10:03

天 候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ

気 温 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 

水 温 23.2 23.5 22.5 24.5 23.1 23.9 23.9 23.7 23.4 

水 深 7.0 6.0 7.0 7.0 8.0 7.0 6.0 6.0 8.0 

透 明 度 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

色 相 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑

pH 8.6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

DO 7.5 7.0 6.5 6.6 7.5 7.4 6.9 6.9 6.6

COD 1.8 1.4 1.6 1.0 1.4 1.0 1.4 1.4 1.2 

SS 1.3 1.2 1.6 0.9 0.8 1.5 2.7 1.5 1.6

大腸菌群数 93.0 9 9 1100 93 93 23.0 4 ＜3

n-ヘキサン抽出物質 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

塩素イオン 18.0 14.0 16.0 18.0 19.0 18.0 16.0 17.0 18.0

亜鉛 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

全窒素 0.09 0.09 0.11 0.11 0.06 0.10 0.09 0.07 0.08

全燐 0.04 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

富栄養度 4.21 1.01 18.80 0.51 0.39 0.37 0.92 0.16 0.77

ノニルフェノール － <0.2 <0.2 － － <0.2 － <0.2 －

LAS － <0.6 <0.6 － － <0.6 － <0.6 －

pH 8.5 8.6 8.5 8.5 8.6 8.6 8.6 8.5 8.6 

DO 7.5 7.0 6.5 6.6 7.5 7.4 6.9 6.9 6.6

COD 1.2 1.0 1.4 1.0 1.4 1 1.4 1.2 1.2

塩素イオン 19.0 19.0 18.0 18.0 19.0 18.0 18.0 18.0 18.0 

*富栄養度：COD（mg/L）×全窒素（mg/L）×全燐（mg/L）×1,000,000/1,500
※「-」：検査未実施
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海域の水質調査結果（令和４年度）

R４ 海域

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

神島沖 鳥の巣 内の浦 滝内沖
跡の浦
湾内

跡の浦
湾外

100m沖

文里港
内

文里港
外

100m沖

環境基準（海域）－類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ｂ類型 Ｂ類型 Ｂ類型 Ｂ類型

採
取
条
件

採 取 月 日 9/27 9/27 9/27 9/27 9/27 9/27 9/27 9/27

採 取 時 刻 9:46 9:40 9:14 9:26 12:01 11:54 11:49 12:12

天 候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ

気 温 (℃） 28.0 28.0 27.0 28.0 27.0 27.0 27.0 27.0 

水 温 (℃） 27.0 27.4 28.0 27.0 27.5 27.4 27.4 27.5 

水 深 (m) 8.0 6.0 5.0 7.0 5.0 7.0 6.0 8.0

透 明 度 (m) 6.0 4.5 3.5 4.0 1.5 6.0 1.5 3.0

色 相 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑

表
層
部
の
水
質

一
般
項
目

pH 8.7 8.6 8.5 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5

DO (mg/L) 6.5 6.1 6.5 6.3 6.7 6.7 7.4 7.3

COD (mg/L) 1.4 1.6 2.0 1.8 2.6 1.2 2.0 1.6 

SS (mg/L) < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 1.3 < 0.5

大腸菌数* (CFU/100mL) 18 4 10 8 8 8 42 23

特
殊
項
目

n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

塩素イオン (‰) 17.0 19.0 19 19.0 18.0 19.0 17.0 18

亜鉛 (mg/L) <0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 <0.01 <0.01 <0.01

そ
の
他
の
項
目

全窒素 (mg/L) 0.12 0.10 0.23 0.16 0.13 0.12 0.25 0.16

全燐 (mg/L) 0.03 0.04 0.0 0.1 0.1 0.04 0.09 0.07

富栄養度＊ 1.28 4.16 9.20 14.21 11.49 4.22 29.33 11.43

ノニルフェノール (μg/L) <0.2 － － <0.2 － － － <0.2

LAS (μg/L) <0.6 － － <0.6 － － － <0.6

底
層
部
の
水
質

一
般
項
目

pH 8.6 8.6 8.4 8.6 8.3 8.6 8.5 8.5

DO (mg/L) 6.1 6.0 6.5 6.1 6.7 6.5 7.0 7.3

COD (mg/L) 1.8 1.8 1.4 2.6 2.2 1.4 1.6 1.6 

特
殊

項
目 塩素イオン (‰) 19.0 18.0 19.0 20.0 18 19.0 19.0 19.0 
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Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ

磯浦港
入口

会津川
沖

田辺港
内

丸山沖
天神崎
元島沖

目良団
地沖

松原川
沖

芳養川
沖

大屋沖

類 型 Ａ類型 Ａ類型 Ｂ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型 Ａ類型

採 取 月 日 9/27 9/27 9/27 9/27 9/27 9/27 9/27 9/27 9/27

採 取 時 刻 11:10 11:23 11:11 11:03 10:51 10:39 10:33 10:19 10:15

天 候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ

気 温 23.0 27.0 27.0 28.0 28.0 27.0 27.0 28.0 28.0 

水 温 23.2 27.6 27.9 27.6 27.5 27.2 26.9 27.4 27.6 

水 深 7.0 6.0 7.0 7.0 12.0 7.0 7.0 7.0 9.0 

透 明 度 5.0 3.5 2.3 3.0 6.0 6.0 5.0 7.0 5.0 

色 相 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑

pH 8.6 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7 8.4 8.7 8.7

DO 6.5 7.2 7.0 6.8 6 6.3 6.4 6.5 6.8

COD 1.8 1.6 2.0 1.8 1.8 1.4 1.4 2.2 2.0 

SS 0.6 0.7 0.6 < 0.5 0.6 < 0.5 1.1 0.7 0.5

大腸菌数* 14 24 14 22 16 10 10 8 8

n-ヘキサン抽出物質 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5

塩素イオン 18.0 17.0 18.0 18.0 19.0 18.0 12.0 18.0 18.0

亜鉛 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

全窒素 0.12 0.24 0.10 0.15 0.12 0.14 0.80 0.19 0.11

全燐 0.06 0.02 0.05 0.06 0.01 0.03 0.04 0.03 0.01

富栄養度 9.07 5.38 18.80 2.90 1.01 1.54 27.63 1.77 1.61

ノニルフェノール － <0.2 <0.2 － － <0.2 － <0.2 －

LAS － <0.6 <0.6 － － <0.6 － <0.6 －

pH 8.5 8.6 8.5 8.6 8.6 8.7 8.5 8.6 8.0 

DO 6.0 7.0 6.5 5.9 6.0 6.0 6.3 6.2 6.0

COD 1.2 2.0 1.6 2.2 2.2 1.8 2.0 1.4 2

塩素イオン 19.0 18.0 19.0 20.0 19.0 19.0 19.0 18.0 18.0 

*富栄養度：COD（mg/L）×全窒素（mg/L）×全燐（mg/L）×1,000,000/1,500
※「-」：検査未実施

*大腸菌数：環境基
本法の改正により、
R04以降、検査項
目が大腸菌群数
（MPN/100mℓ）か
ら大腸菌数
（CFU/100mℓ）に
変更されている。



土壌組成
汚染されていない土壌
中の重金属元素を初めと
する科学元素の含有量。

Bowen
土壌の平均元素数として
は、Bowenの取りまとめ
た値が一般的に用いられ
ている。

田中等の重金属類調
査結果
田中等が1977年（昭和
52年）から1983年（昭和
58年）までの７年間実施
した和歌山県沿岸海域底
泥中の重金属類の濃度の
調査結果。

アルキル水銀（R-Hg）
有機水銀化合物の一種
で、この中に含まれるメ
チル水銀、エチル水銀は
人間の神経をおかす。
「水俣病」の原因物質と
されている。

カドミウム（Cd）
主として装飾用めっき
に使用されている。大量
かつ長期間にわたって体
内に入ると慢性中毒とな
り、機能障害を伴う肺障
害（気腫）、胃腸障害、
肝臓障害等を起こす。

鉛（Pb）
肺、消化器、皮膚など
を通して吸収され、体内
に蓄積して慢性中毒を起
こす。

六価クロム（Cr6+）
六価クロムの化合物で
あるクロム酸は、皮膚、
粘膜の腐食性が強い。ま
た、クロムイオンを含む
水の摂取が続けば、肝臓
のほか腎臓及びひ臓に蓄
積することが確かめられ
ている。

ヒ素
半導体の原料となるほ
か、触媒、木材の防腐な
どの用途がある。急性毒
性として嘔吐、下痢、腹
痛、慢性毒性として爪や
毛髪の萎縮、肝硬変等を
起こす。

銅（Cu）
電線、合金、貨幣、彫
刻、めっき、農薬など多
くの分野に用いられる。
生体の必須元素でもある。
過剰摂取による害は比較
的少ないが,水生生物に対
する毒性が強いという特
徴がある。

亜鉛（Zn）
自動車や建材構造物用
亜鉛めっき鋼板など多く
の用途に使用される。生
体の必須微量元素でもあ
る。
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３）海域底質調査（７地点）

海域底質調査地点

海域底質調査の結果と推移
令和４年度の検査結果と土壌組成*との比較により底質について考察しまし

た。
比較する土壌組成については、Bowen*による土壌組成と、田中等が調査した

和歌山県海域の重金属類調査結果（田辺海域）、及び過去の調査結果を参考に
しています。

アルキル水銀*
全調査地点で検出されませんでした。過去の結果も同様です。
※「検出されない」とは、その結果が定量限界を下回ることを指します。

カドミウム*
令和４年度は、検出下限を例年より低くしたため、全調査地点で検出されま

したが、土壌組成（0.01～0.7mg/kg）の範囲内です。

鉛*
全調査地点で検出されましたが、土壌組成(2.0～200mg/kg)の範囲内です。
６地点で前年度より増加しています。

六価クロム*
全調査地点で検出されませんでした。過去の結果も同様です。

ヒ素*
全調査地点で検出されましたが、土壌組成(0.1～40mg/kg)の範囲内です。
全調査地点で前年度より増加しています。

銅*
全調査地点で検出されましたが、土壌組成（2.0～100mg/kg）の範囲内です。
全調査地点で前年度より増加しています。

亜鉛*
全調査地点で検出されましたが、土壌組成(10～300mg/kg)の範囲内です。
全調査地点で前年度より増加しています。

鉄*
全調査地点で検出されましたが、土壌組成(7,000～55,000 mg/kg)の範囲内

です。全調査地点で前年度より増加しています。

マンガン*
全調査地点で検出されましたが、土壌組成(100～4,000mg/kg) の範囲内です。
全調査地点で前年度より増加しています。

地点名
地点
番号

１ 神島沖 A

２ 滝内沖 D

３
文里港外
100m沖

H

４ 左会津川沖 J

５ 田辺港内 K

６ 目良団地沖 N

７ 芳養川沖 P



鉄（Fe）
地球上で存在量の多い
金属元素で, 生体の必須
元素であり経口毒性は低
い。

マンガン（Mn）
地殻中に広く分布。合
金の原料や鉄鋼製品を製
造するときの添加剤など
として使われる。生体の
必須元素でもあり炭水化
物の代謝などに関与する。
過剰摂取すると中毒症状
を起こす。

ニッケル（Ni）
硬貨、食器、その他に
合金、めっき材として広
く使用される金属。

クロム（Cr）
めっき、化学工業など
で使われる。自然界に広
く分布。生体の必須元素
の一つとされている。化
合物には通常原子価が3
価と6価のものがあり、6
価は酸化力が強く、有害
性が高い。

水銀（Hg）
温度計その他の計器類、
電極、水銀灯などに使用
される。急性中毒は下痢、
腎障害等、慢性中毒では
貧血、白血球減少を起こ
し、さらに手足の知覚喪
失、精神異常となる。水
俣病は、工場排水中のメ
チル水銀を摂取した魚介
類が原因。

ポリ塩化ビフェニール
PCB。熱安定性、電気絶
縁性に優れ、トランス、
コンデンサー等に用いら
れた。現在、製造・輸入
は原則的に禁止されてい
る。

シアン（CN）
めっき、鉄鋼製造や多
くの化学合成工業で使用
される。自然界にはほと
んど存在しない。シアン
化合物には強い毒性があ
り、人の体内に入ると死
亡する場合もある。

錫（Sn）
錫（すず）はブリキ板、
缶詰、はんだその他合金
として広く使用される。
有機すず化合物が用途の
拡大とともにその有毒性
が問題となっている。
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ニッケル*
全調査地点で検出されましたが、 土壌組成（10～1,000mg/kg）の範囲より

低い値です。全調査地点で前年度より増加しています。

クロム*
全調査地点で検出されましたが、土壌組成(5～3,000mg/kg)の範囲内です。
前年度より高い地点が多いです。

水銀*
全調査地点で検出されませんでした。

ポリ塩化ビフェニール*
全調査地点で検出されませんでした。

シアン*
全調査地点で検出されませんでした。

錫*
全調査地点で検出されませんでした。

海域の底質調査結果（令和元年度～令和４年度）

項目

Ａ Ｄ Ｈ Ｊ Ｋ Ｎ Ｐ

神島沖 滝内沖 文里港沖 会津川沖 田辺港内
目良
団地沖

芳養川沖

R1

採取年月日 （月/日） 10/9 10/9 10/9 10/9 10/9 10/9 10/9

採取日時 （時：分） 10:15 9:40 12:58 12:15 13:00 11:25 11:50

天候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気温 （℃） 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

泥温 （℃） 25.0 15.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.5 

臭気 無 無 無 無 無 無 無

色相 オリーブ灰 オリーブ灰 オリーブ灰 オリーブ黒 オリーブ灰 オリーブ黒 オリーブ黒

アルキル水銀 （mg/kg） ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02

カドミウム （mg/kg） ＜0.1 0.13 ＜0.1 0.25 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

鉛 （mg/kg） 19.9 17.5 10.9 27.7 12 12.1 9

六価クロム （mg/kg） <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

ヒ素 （mg/kg） 8.1 8.1 6.0 14.4 4.8 17.7 10.5

銅 （mg/kg） 29.6 31.2 15.2 43.2 25.9 7.2 15.8

亜鉛 （mg/kg） 93.0 128 53.0 97.3 70.2 46.0 45.0

鉄 （mg/kg） 21,100 15,800 10,900 16,600 17,400 13,100 18,400

マンガン （mg/kg） 337 158 159 310 340 275 414

ニッケル （mg/kg） 166 12.4 8.9 9.0 15.9 6.2 12.0

クロム （mg/kg） 24.8 21.8 9.2 11.2 12.6 6.2 9.4

水銀 （mg/kg） 0.23 0.17 0.05 0.10 0.12 0.32 0.10

PCB （mg/kg） ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01

シアン （mg/kg） <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

錫 （mg/kg） 1.6 1.7 10.9 13.0 1.1 0.3 0.4
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項目
Ａ Ｄ Ｈ Ｊ Ｋ Ｎ Ｐ

神島沖 滝内沖 文里港沖 会津川沖 田辺港内
目良
団地沖

芳養川沖

R2

採取年月日 （月/日） 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6
採取日時 （時：分） 9:35 9:12 12:25 11:40 11:26 10:37 10:08
天候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 （℃） 24.0 24.0 25.0 24.0 24.0 24.0 24.0 
泥温 （℃） 25.0 26.0 27.5 26.0 27.0 25.5 26.0 
臭気 無 無 無 無 無 無 無
色相 暗オリーブ 暗オリーブ オリーブ灰 オリーブ灰 暗オリーブ オリーブ灰 オリーブ灰
アルキル水銀 （mg/kg） ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
カドミウム （mg/kg） ＜0.02 0.034 ＜0.02 0.036 0.034 ＜0.02 ＜0.02
鉛 （mg/kg） 43.0 11.0 9.4 9.3 12.0 9.0 9.0
六価クロム （mg/kg） <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
ヒ素 （mg/kg） 0.20 3.7 4.8 1.6 6.0 11.0 12.0
銅 （mg/kg） 0.89 13.0 11.0 20.0 25.9 6.1 7.4
亜鉛 （mg/kg） 3.4 45.5 46.0 55.0 60.0 420 28.0

鉄 （mg/kg） 590 8,940 9,070 12,400 9,890 11,400 12,100

マンガン （mg/kg） 8.2 103 130 220 190 240 330
ニッケル （mg/kg） 0.45 5.4 5.9 8.8 6.5 5.4 5.7
クロム （mg/kg） 0.36 5.7 4.8 5.5 5.8 5.2 4.0
水銀 （mg/kg） 0.23 0.07 0.07 0.06 0.01 0.13 0.06
PCB （mg/kg） ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01
シアン （mg/kg） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
錫 （mg/kg） <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

R3

採取年月日 （月/日） 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1
採取日時 （時：分） 9:45 9:17 11:27 11:00 10:50 10:26 10:04
天候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 （℃） 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 
泥温 （℃） 25.0 26.0 27.5 26.0 27.0 25.5 26.0 
臭気 無 無 無 無 無 無 無
色相 灰 灰 灰 灰黒 灰 灰 茶
アルキル水銀 （mg/kg） ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
カドミウム （mg/kg） ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1
鉛 （mg/kg） 2.0 1.7 2.2 3.4 2.1 1.6 2.2 
六価クロム （mg/kg） <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
ヒ素 （mg/kg） 1.5 0.77 1.6 1.4 1.9 3.0 6.4
銅 （mg/kg） 2.5 2.7 2.6 7.3 3.1 1.1 0.68
亜鉛 （mg/kg） 9.9 10.0 11.0 21.0 11.0 8.9 5.5
鉄 （mg/kg） 2,670 1,860 2,880 4,950 2,150 3,240 3,000
マンガン （mg/kg） 36.0 15.0 39.0 71.0 45.0 61.0 102
ニッケル （mg/kg） ＜0.7 ＜0.7 ＜0.7 2.8 ＜0.7 ＜0.7 ＜0.7
クロム （mg/kg） 1.2 1.7 1.3 2.8 0.90 1.1 ＜0.1
水銀 （mg/kg） 0.39 0.41 0.11 0.45 0.53 0.27 0.15
PCB （mg/kg） ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
シアン （mg/kg） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
錫 （mg/kg） <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

R4

採取年月日 （月/日） 9/27 9/27 9/27 9/27 9/27 9/27 9/27
採取日時 （時：分） 9:49 9:33 12:15 11:23 11:16 10:41 10:21
天候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 （℃） 28.0 28.0 27.0 27.0 23.0 27.0 23.0 
泥温 （℃） 25.0 26.0 27.5 26.5 27.0 25.5 26.0 
臭気 無 無 無 無 無 無 無
色相 灰 灰 灰 灰黒 灰 灰 茶
アルキル水銀 （mg/kg） ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01
カドミウム （mg/kg） 0.018 0.045 0.023 0.037 0.026 0.018 0.028
鉛 （mg/kg） 12.0 8.9 13.0 7.2 13.0 6.2 20.0 
六価クロム （mg/kg） <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
ヒ素 （mg/kg） 3.4 3.2 7.4 2.6 4.7 9.6 31.0
銅 （mg/kg） 14.0 12.0 14.0 13.0 33.0 5.2 31.0
亜鉛 （mg/kg） 43.0 48.0 60.0 39.0 53.0 32.0 75.0
鉄 （mg/kg） 8,600 7,000 14,000 9,400 8,500 8,700 30,600
マンガン （mg/kg） 120 68.0 200 140 120 180 560
ニッケル （mg/kg） 7.3 5.5 9.8 8.5 6.3 5.2 22.0
クロム （mg/kg） 8.1 8.5 7.6 6.3 7.4 5.2 16.0
水銀 （mg/kg） < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
PCB （mg/kg） < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
シアン （mg/kg） < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
錫 （mg/kg） < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
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⑵ 主要河川水質調査（旧田辺市区域年４回、行政局区域年２回）
1) 旧田辺市の地域６地点（年４回）

地点 地点名

(1) 岩内橋下（右会津川）

左会津川
水系

(2) 熊野橋下（左会津川）

(3) 龍神橋下（左会津川）

(4) 丸長前（稲成川）

(5) 名喜里川 新庄連絡所前

(6) 芳養川 出合橋下

年 度 R１ R２ R３ R４

(

1)

岩
内
橋
下
（右
会
津
川
）

採取日 （月/日） 5/14 8/26 11/6 2/5 5/27 8/5 11/10 2/17 5/26 8/24 11/15 2/2 5/25 8/16 11/8 2/1
時間 （時：分） 12:45 10:50 11:40 10:50 12:10 12:20 11:05 15:25 11:30 11:45 11:25 10:10 9:30 13:30 9:45 9:20

天候
曇／
晴

曇→雨
／晴

晴/晴 晴/晴 晴/曇 晴/晴 晴/晴
曇/小
雨

曇/晴 晴/曇 晴/晴 晴/晴 晴/晴 曇り 晴 曇

水温 （℃） 20.5 25.7 19.5 12.9 27.0 29.4 16.0 7.6 20.8 27.5 19.2 10.6 26.8 31.7 20.8 10.0
pH 6.80 6.44 7.01 7.19 7.07 7.03 7.02 6.91 7.33 7.40 7.49 6.30 7.88 7.41 8.14 7.32
DO （mg/ℓ） 6.59 4.42 6.09 3.70 4.01 4.48 4.81 4.83 3.73 2.83 3.06 3.40 2.75 2.55 1.76 1.37

BOD （mg/ℓ） 3.4 3.8 3.8 不検出 0.8 1.1 1.7 1.6 0.9 0.8 2.4 2.0 4.5 4.0 5.9 3.3

COD （mg/ℓ） 4.8 3.2 5.6 2.0 3.4 3.2 2.4 8.0 1.8 9.6 2.0 2.2 9.5 4.8 7.2 8.8
SS （mg/ℓ） 1.0 3.2 1.0 0.8 2.6 1.6 1.2 3.6 4.4 7.2 3.2 2.0 5.3 3.7 2.6 3.8
大腸菌群数 （MPN/100ｍℓ） 188 3,320 149 1 190 580 62 13 89 7,200 17 3 1,560 390 131 1,180

年 度 R１ R２ R３ R４

(

2)

熊
野
橋
下

（左
会
津
川
）

採取日 （月/日） 5/14 8/26 11/6 2/5 5/27 8/5 11/10 2/17 5/26 8/24 11/15 2/2 5/25 8/16 11/8 2/1
時間 （時：分） 13:00 10:45 11:50 11:05 11:20 11:40 11:20 15:15 12:20 12:05 11:35 10:20 9:10 14:00 9:55 9:50

天候
曇／
晴

曇→雨
／晴

晴/晴 晴/晴 晴/曇 晴/晴 晴/晴
曇/小
雨

曇/晴 晴/曇 晴/晴 晴/晴 晴/晴 曇り 晴 曇

水温 （℃） 20.5 26.9 18.2 9.8 22.4 29.4 15.7 7.1 19.7 25.5 24.6 10.3 27.7 32.3 19.4 8.8
pH 6.74 6.53 6.91 7.50 7.39 7.05 6.79 6.59 7.49 7.53 8.07 6.25 7.92 7.85 8.25 7.63
DO （mg/ℓ） 6.85 5.68 5.39 6.34 5.15 4.54 4.84 5.03 3.90 3.82 3.58 3.62 3.03 3.07 2.37 1.47

BOD （mg/ℓ） 5.7 1.2 4.5 1.3 0.7 不検出 2.8 不検出 1.5 1.0 不検出 1.1 0.9 1.3 1.2 0.9

COD （mg/ℓ） 3.6 3.2 6.4 16.0 3.2 4.8 2.4 2.6 1.6 2.2 1.2 1.2 3.2 2.6 2.2 2.6
SS （mg/ℓ） 1.8 0.5 6.5 4.0 0.8 0.6 0.6 0.8 1.8 2.0 0.8 1.0 1.7 4.0 4.4 30.0
大腸菌群数 （MPN/100ｍℓ） 112 23 330 12 17 82 29 3 103 158 34 7 14 42 16 61

年 度 R１ R２ R３ R４

(

3)

龍
神
橋
下
（左
会
津
川
）

採取日 （月/日） 5/14 8/26 11/6 2/5 5/27 8/5 11/10 2/17 5/26 8/24 11/15 2/2 5/25 8/16 11/8 2/1
時間 （時：分） 12:20 13:50 14:05 14:19 12:55 12:30 10:50 11:15 11:25 11:38 11:15 10:00 10:35 15:35 10:20 10:10

天候
曇／
晴

曇→雨
／晴

晴/晴 晴/晴 晴/曇 晴/晴 晴/晴
曇/小
雨

曇/晴 晴/曇 晴/晴 晴/晴 晴/晴 曇り 晴 曇

水温 （℃） 21.8 24.9 19.7 12.7 26.4 29.6 16..1 8.2 18.9 27.7 18.9 9.7 24.0 30.9 17.8 7.6
pH 6.72 6.59 6.94 7.44 7.27 7.11 7.01 6.55 7.16 7.41 7.92 6.13 8.08 7.84 8.22 7.75
DO （mg/ℓ） 6.43 4.90 5.96 5.00 4.63 4.25 5.31 4.85 3.78 3.39 4.28 3.44 3.74 3.95 2.69 1.46

BOD （mg/ℓ） 4.2 2.3 1.3 不検出 0.8 不検出 1.6 2.7 1.6 0.8 2.5 2.0 0.5 1.7 0.61 0.8

COD （mg/ℓ） 5.6 2.8 3.6 8.2 3.0 3.6 2.4 3.0 1.6 2.2 1.8 2.8 2.2 1.6 1.4 1.6

SS （mg/ℓ） 6.8 3.0 2.6 3.4 11.0 2.2 0.8 1.0 1.6 2.4 2.7 1.7 7.7 9.0 不検出 不検出

大腸菌群数 （MPN/100ｍℓ） 420 220 93 163 27 123 21 5 104 164 75 20 8 111 17 3
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地点 地点名

(7) 大熊 出合橋下（日高川）

(8) 龍神 梅津呂橋下（日高川）

(9) 湯本橋下（小又川）

(10) 湯ノ又谷（日高川）

(11) 宮代 柿原橋下（日高川）

(12) 西 龍神行政局前（日高川）

(13) 東 鳥居の瀬橋下（丹生ノ川）

(14) 柳瀬 桃ノ川橋下（日高川）

(15) 福井 小学校前（日高川）

(16) 小家 金比羅橋下（日高川）

2) 日高川水系 10地点（年２回）

年 度 R１ R２ R３ R４

(

4)

丸
長
前
（稲
成
川
）

採取日 （月/日） 5/14 8/26 11/6 2/5 5/27 8/5 11/10 2/17 5/26 8/24 11/15 2/2 5/25 8/16 11/8 2/1
時間 （時：分） 11:30 11:00 11:15 10:15 13:05 12:45 10:40 11:25 10:50 11:08 10:35 9:35 10:05 14:10 10:15 10:00

天候
曇／
晴

曇→雨
／晴

晴/晴 晴/晴 晴/曇 晴/晴 晴/晴
曇/小
雨

曇/晴 晴/曇 晴/晴 晴/晴 晴/晴 曇り 晴 曇

水温 （℃） 25.0 25.8 18.8 9.7 25.6 30.1 16.8 8.5 19.3 25.8 16.8 7.5 25.2 32.2 17.6 7.1
pH 6.35 6.59 6.82 7.73 7.24 7.02 6.79 6.89 7.20 7.74 8.15 6.86 7.91 7.68 7.73 7.66
DO （mg/ℓ） 1.50 4.58 6.27 6.84 3.86 3.88 5.09 4.75 3.92 3.93 3.97 3.59 3.07 4.82 2.19 1.46
BOD （mg/ℓ） 8.6 3.5 0.9 1.3 1.3 4.7 1.5 1.2 0.9 3.1 3.6 7.6 1.2 1.9 1.4 1.0
COD （mg/ℓ） 10.2 5.2 2.8 10.8 5.8 7.2 3.6 4.6 2.8 1.6 2.8 8.2 7.8 4.9 4.0 2.8
SS （mg/ℓ） 8.7 105.0 1.4 4.0 5.6 2.6 1.4 2.2 2.0 2.2 1.2 3.0 11.0 12.0 3.4 0.8
大腸菌群数 （MPN/100ｍℓ） 44,000 470 53 35 610 134 440 16 217 1,140 129 22 218 223 167 7

年 度 R１ R２ R３ R４

(

5)

新
庄
連
絡
所
前
（名
喜
里
川
）

採取日 （月/日） 5/14 8/26 11/6 2/5 5/27 8/5 11/10 2/17 5/26 8/24 11/15 2/2 5/25 8/16 11/8 2/1
時間 （時：分） 13:10 10:00 12:45 12:30 9:55 10:35 12:45 16:25 12:30 13:00 12:30 13:00 11:15 15:14 11:00 11:03

天候
曇／
晴

曇→雨
／晴

晴/晴 晴/晴 晴/曇 晴/晴 晴/晴
曇/小
雨

曇/晴 晴/曇 晴/晴 晴/晴 晴/晴 曇り 晴 曇

水温 （℃） 21.0 25.4 18.2 10.6 22.7 28.6 16.6 6.1 21.1 30.8 18.5 9.4 26.3 30.0 18.4 7.6
pH 6.58 6.31 7.24 7.66 7.36 7.49 6.67 7.10 7.08 7.79 8.14 6.00 7.82 6.83 6.61 6.69
DO （mg/ℓ） 6.22 5.16 6.40 6.34 6.38 4.03 4.66 4.77 3.77 3.13 3.39 3.91 3.59 3.61 2.20 1.44

BOD （mg/ℓ） 3.9 2.6 3.3 5.5 0.6 0.9 2.3 不検出 1.5 4.8 3.9 1.3 0.8 2.7 0.75 0.8

COD （mg/ℓ） 7.4 5.2 5.4 14.0 6.4 5.2 5.2 2.6 5.0 5.6 10.0 1.2 6.5 8.2 15.0 3.4
SS （mg/ℓ） 5.3 6.0 5.8 4.4 12.0 5.0 8.4 4.4 7.2 11.0 4.8 2.0 5.7 28.0 13.0 3.6
大腸菌群数 （MPN/100ｍℓ） 403 126 51 5 49 111 67 13 840 360 65 6 67 440 43 16

年 度 R１ R２ R３ R４

(

6)

出
合
橋
下
（芳
養
川
）

採取日 （月/日） 5/14 8/26 11/6 2/5 5/27 8/5 11/10 2/17 5/26 8/24 11/15 2/2 5/25 8/16 11/8 2/1
時間 （時：分） 11:25 13:00 11:00 10:00 13:45 14:10 10:20 10:55 10:40 11:03 10:25 9:20 9:10 14:00 9:55 9:50

天候
曇／
晴

曇→雨
／晴

晴/晴 晴/晴 晴/曇 晴/晴 晴/晴
曇/小
雨

曇/晴 晴/曇 晴/晴 晴/晴 晴/晴 曇り 晴 曇

水温 （℃） 21.3 26.1 18.7 10.8 25.5 30.7 16.2 8.6 20.4 26.7 17.2 7.6 27.7 32.3 19.4 8.8
pH 6.75 6.55 6.95 7.51 7.22 7.48 6.81 6.97 7.21 7.88 6.57 6.23 7.92 7.85 8.25 7.63
DO （mg/ℓ） 6.01 4.76 6.41 6.31 5.09 4.12 5.00 4.13 3.86 3.63 4.03 3.69 3.03 3.07 2.37 1.47

BOD （mg/ℓ） 3.7 2.5 2.4 不検出 1.3 1.4 1.5 1.1 3.8 4.7 4.9 1.8 0.9 1.3 1.2 0.9

COD （mg/ℓ） 5.8 3.2 5.2 6.0 4.4 2.8 3.2 3.8 2.6 2.2 2.0 3.2 3.2 2.6 2.2 2.6
SS （mg/ℓ） 35.5 5.7 2.4 8.6 3.0 2.4 1.0 1.4 22.0 3.6 4.0 2.0 1.7 4.0 4.4 30.0
大腸菌群数 （MPN/100ｍℓ） 124 1,840 19 2 9 53 59 14 450 131 10 3 14 42 16 61
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年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

7)

大
熊

出
合
橋
下
（日
高
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/178/252/167/27 2/1 8/312/20 (

8)

龍
神

梅
津
呂
橋
下
（日
高
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/178/252/167/27 2/1 8/312/20

時間 （時：分） 12:25 13:10 13:44 13:01 13:33 13:02 8:51 13:12 時間 （時：分） 12:42 13:25 14:00 13:19 13:49 13:17 9:10 13:26

天候 雨 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 天候 雨 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴

水温 （℃） 17.2 12.9 23.8 9.4 25.2 5.2 21.8 7.5 水温 （℃） 17.3 8.2 24.4 8.2 23.5 4.7 20.4 7.7

pH 7.4 7.6 7.3 7.3 7.4 7.2 7.3 7.3 pH 7.4 7.6 7.4 7.3 7.4 7.1 7.5 7.0

DO （mg/ℓ） 6.9 8.1 8.6 12.0 6.9 12.0 7.2 11.7 DO （mg/ℓ） 6.8 9.4 8.2 11.0 7.1 11.0 7.3 10.6

BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 1.3 0.6 <0.5 <0.5 1.1 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 1.2 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 <0.5

COD （mg/ℓ） 1.3 1.0 1.6 1.0 <0.5 <0.5 <0.5 1.2 COD （mg/ℓ） 1.3 1.0 1.8 1.0 <0.5 <0.5 <0.5 1.2

SS （mg/ℓ） <0.5 2.0 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 SS （mg/ℓ） 1.2 15.2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 230 93 2,400 15 430 460 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 430 23 2,400 460 930 43 - -

大腸菌数* （CFU/100mℓ） - - - - - - 12 4 大腸菌数* （CFU/100mℓ） - - - - - - 14 6

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

9)

湯
本
橋
下
（小
又
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/178/252/167/27 2/1 8/312/20

(

10)

湯
ノ
又
谷
（日
高
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/178/252/167/27 2/1 8/312/20

時間 （時：分） 13:30 13:50 14:34 13:48 14:22 13:48 9:45 13:56 時間 （時：分） 13:00 13:42 14:22 13:33 14:06 13:34 9:27 13:44

天候 雨 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 天候 雨 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴

水温 （℃） 17.4 5.9 23.3 7.4 22.8 5.4 22.0 7.2 水温 （℃） 16.5 7.7 20.8 7.4 21.7 3.8 19.2 7.4

pH 7.4 7.2 7.5 7.1 7.3 7.1 7.4 7.0 pH 7.4 7.6 7.5 7.3 7.2 7.1 7.4 7.1

DO （mg/ℓ） 6.5 11.3 9.0 11.0 7.0 10.0 6.8 10.4 DO （mg/ℓ） 6.5 9.4 9.4 12.0 7.5 12.0 7.0 10.5

BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 1.0 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5

COD （mg/ℓ） 1.5 1.4 2.0 1.2 0.6 <0.5 <0.5 0.8 COD （mg/ℓ） 1.5 1.0 1.2 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 1.0

SS （mg/ℓ） 1.4 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5 SS （mg/ℓ） 0.6 4.8 <0.5 4.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 230 4 930 93 4,600 93 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 1,500 150 2,400 93 230 43 - -

大腸菌数* （CFU/100mℓ） - - - - - - 14 2 大腸菌数* （CFU/100mℓ） - - - - - - 120 8

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

11)

宮
代

柿
原
橋
下
（日
高
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/178/252/167/27 2/1 8/312/20 (

12)

西

龍
神
行
政
局
前
（日
高
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/178/252/167/27 2/1 8/312/20

時間 （時：分） 13:50 14:09 14:47 14:03 14:37 14:02 9:58 14:13 時間 （時：分） 14:10 14:21 15:02 14:17 14:48 14:12 10:13 14:29

天候 雨 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 天候 雨 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴

水温 （℃） 18.5 8.2 25.8 8.9 23.2 3.9 22.5 8.2 水温 （℃） 17.8 8.4 27.8 9.7 25.3 5.2 23.1 8.6

pH 7.4 7.6 8.4 7.4 7.3 7.1 7.4 6.9 pH 7.4 7.6 7.6 7.2 7.3 7.2 7.6 7.0

DO （mg/ℓ） 6.8 9.4 9.5 10.0 7.2 11.0 7.0 10.1 DO （mg/ℓ） 7.0 9.5 8.7 11.0 6.9 11.0 7.0 10.0

BOD （mg/ℓ） <0.5 1.2 1.0 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 1.3 0.7 0.6 <0.5 <0.5 0.6 <0.5

COD （mg/ℓ） 1.7 1.4 1.6 1.8 0.6 0.8 <0.5 1.2 COD （mg/ℓ） 1.3 1.8 1.8 1.4 0.8 <0.5 <0.5 1.2

SS （mg/ℓ） 1.2 44.0 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 SS （mg/ℓ） <0.5 50.3 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 750 460 11,000 120 2,400 23 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 750 150 930 1,100 930 240 - -

大腸菌数* （CFU/100mℓ） - - - - - - 12 4 大腸菌数* （CFU/100mℓ） - - - - - - 14 <1

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

13)

東

鳥
居
の
瀬
橋
下
（丹
生
ノ
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/178/252/167/27 2/1 8/312/20 (

14)

柳
瀬

桃
ノ
川
橋
下
（日
高
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/178/252/167/27 2/1 8/312/20

時間 （時：分） 14:35 14:29 15:09 14:23 14:58 14:25 10:20 14:33 時間 （時：分） 15:05 14:43 15:23 14:40 15:11 14:40 10:35 14:45

天候 雨 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 天候 雨 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴

水温 （℃） 17.5 8.4 26.7 9.0 24.4 6.5 23.4 9.2 水温 （℃） 17.8 8.8 27.9 9.0 25.6 6.1 24.4 8.6

pH 7.4 7.7 7.4 7.4 7.3 7.2 7.8 7.1 pH 7.4 7.7 7.4 7.4 7.1 7.0 7.6 7.0

DO （mg/ℓ） 7.1 9.5 9.1 11.0 7.4 10.0 7.2 10.4 DO （mg/ℓ） 7.1 9.4 8.9 11.0 6.9 11.0 6.9 10.6

BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 1.2 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5

COD （mg/ℓ） 1.5 1.2 2.0 1.8 0.8 <0.5 <0.5 0.8 COD （mg/ℓ） 1.3 1.4 2.0 1.8 0.8 <0.5 <0.5 1.2

SS （mg/ℓ） <0.5 9.4 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 SS （mg/ℓ） 0.8 76.4 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6

大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 430 1,100 4,600 150 2,400 93 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 1,500 460 2,400 460 2,400 23 - -

大腸菌数* （CFU/100mℓ） - - - - - - 54 2 大腸菌数* （CFU/100mℓ） - - - - - - 16 <1

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

15)

福
井

小
学
校
前
（日
高
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/178/252/167/27 2/1 8/312/20 (

16)

小
家

金
比
羅
橋
下
（日
高
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/178/252/167/27 2/1 8/312/20

時間 （時：分） 15:30 14:53 15:38 14:51 15:24 14:48 10:47 14:56 時間 （時：分） 15:58 15:19 16:13 15:18 15:53 15:15 11:17 15:27

天候 雨 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 天候 雨 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴

水温 （℃） 17.9 8.2 28.3 8.7 25.9 5.8 26.3 8.2 水温 （℃） 17.0 8.1 28.4 9.3 27.4 4.4 25.8 8.8

pH 7.4 7.7 7.6 7.2 7.3 7.0 7.5 7.0 pH 7.4 7.7 7.6 7.4 7.4 7.1 7.8 7.0

DO （mg/ℓ） 7.0 9.6 9.3 11.0 7.2 11.0 7.0 10.5 DO （mg/ℓ） 6.6 9.7 8.7 10.0 7.2 10.0 6.9 10.1

BOD （mg/ℓ） <0.5 1.2 0.7 0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 1.0 <0.5

COD （mg/ℓ） 1.7 1.4 2.2 1.4 1.2 <0.5 <0.5 1.2 COD （mg/ℓ） 1.7 1.6 1.2 1.8 1.4 <0.5 <0.5 1.0

SS （mg/ℓ） 1.8 32.4 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.0 SS （mg/ℓ） 1.6 51.6 0.8 1.8 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 230 150 11,000 460 430 43 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 230 210 2,400 43 2,400 23 - -

大腸菌数* （CFU/100mℓ） - - - - - - 26 <1 大腸菌数* （CFU/100mℓ） - - - - - - 8 2

*大腸菌数：環境基本法の改正により、R04以降、検査項目が大腸菌群数（MPN/100mℓ）から大腸菌数（CFU/100mℓ）に変更されてい
る。
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3) 富田川水系 12地点（年２回）

地点 地点名

(17) 大川集会所上（富田川）

(18) 川合中川橋上（中川）

(19) 川合冨源神社前（富田川）

(20) 栗栖川中芝（富田川）

(21) 栗栖川小学校前（富田川）

(22) 小皆小皆橋下（鍛冶屋川）

(23) 栗栖川古道館前（石船川）

(24) 北郡西谷口橋上（西谷川）

(25) 真砂真砂大橋上（富田川）

(26) ふるさとセンター前（富田川）

(27) 内ノ井川（内ノ井）

(28) 紀南農協鮎川支所前（富田川）

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

17)

大
川

集
会
所
上
（富
田
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/23 2/2 7/13 2/7 7/112/13 (

18)

川
合

小
学
校
前
（中
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/23 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13
時間 （時：分） 14:06 13:54 9:40 14:05 14:06 13:59 14:07 13:57 時間 （時：分） 14:15 14:05 9:45 14:18 14:17 14:10 14:18 14:02

天候 曇 晴 曇 晴 晴 晴 晴 曇 天候 曇 晴 曇 晴 晴 晴 晴 曇
水温 （℃） 20.9 12.5 21.3 9.6 23.6 6.9 22.0 9.2 水温 （℃） 21.4 11.0 21.6 11.1 23.6 7.4 23.8 10.9
pH 7.4 7.8 7.1 7.2 7.0 7.3 7.0 7.2 pH 7.3 7.8 7.3 7.6 7.1 7.2 7.1 7.1
DO （mg/ℓ） 7.7 8.3 8.6 10.0 7.1 10.0 7.7 9.7 DO （mg/ℓ） 7.2 8.8 8.0 9.7 7.1 10.0 7.2 9.3
BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 1.3 <0.5 <0.5 1.1 1.4 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5 0.9 0.9 <0.5
COD （mg/ℓ） 0.8 0.8 1.4 1.2 1.6 <0.5 <0.5 1.0 COD （mg/ℓ） 0.8 1.0 2.0 1.6 1.4 <0.5 <0.5 1.4
SS （mg/ℓ） 0.6 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 SS （mg/ℓ） 0.8 <0.5 <0.5 1.2 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 2,400 150 930 1,100 930 9 - - 大腸菌群数（MPN/100mℓ） 1,200 23 2,400 460 4,600 93 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 24 36 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 18 30

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

19)

川
合

冨
源
神
社
前
（富
田
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/23 2/2 7/13 2/7 7/112/13 (

20)

栗
栖
川

中
芝
（富
田
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/23 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13
時間 （時：分） 14:20 14:15 9:53 14:25 14:25 14:15 14:25 14:14 時間 （時：分） 14:28 14:22 10:00 14:35 14:33 14:25 14:32 14:20

天候 曇 晴 曇 雨 晴 晴 晴 曇 天候 曇 晴 曇 晴 晴 晴 晴 曇
水温 （℃） 21.7 12.1 21.0 11.0 24.4 8.3 22.1 9.3 水温 （℃） 22.0 11.4 21.0 11.5 24.9 7.9 23.7 9.1
pH 7.5 7.8 7.1 7.2 7.0 7.4 7.0 7.4 pH 7.2 7.8 7.2 7.5 7.1 7.2 7.1 7.2
DO （mg/ℓ） 7.4 8.6 8.8 9.6 7.1 10.0 7.7 10.5 DO （mg/ℓ） 6.9 8.6 8.7 9.6 6.9 10.0 7.5 10.8
BOD （mg/ℓ） 〈0.5 <0.5 <0.5 〈0.5 〈0.5 1.0 1.3 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 1.2 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5
COD （mg/ℓ） 1.2 0.8 1.2 1.4 1.4 <0.5 <0.5 0.8 COD （mg/ℓ） 1.0 1.0 1.6 1.4 1.2 <0.5 <0.5 1.0
SS （mg/ℓ） 2.6 <0.5 1.2 4.0 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 SS （mg/ℓ） 1.0 0.6 <0.5 4.4 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 430 43 930 240 2,400 15 - - 大腸菌群数（MPN/100mℓ） 930 43 1,500 93 930 43 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 26 10 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 12 6

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

21)

栗
栖
川

小
学
校
前
（富
田
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/23 2/2 7/13 2/7 7/112/13

(

22)

小
皆

小
皆
橋
下
（鍛
冶
屋
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/23 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13
時間 （時：分） 14:35 14:30 10:08 14:42 14:42 14:31 14:38 14:26 時間 （時：分） 14:41 14:38 10:15 14:49 14:48 14:42 14:45 14:32

天候 曇 晴 曇 晴 晴 晴 晴 曇 天候 曇 晴 曇 晴 晴 晴 晴 曇
水温 （℃） 22.1 11.3 21.0 10.1 25.0 8.2 24.8 9.9 水温 （℃） 20.9 12.4 22.0 10.2 24.1 8.1 22.3 8.7
pH 7.4 7.6 7.0 7.6 7.0 7.7 7.2 7.7 pH 7.2 7.8 7.2 7.5 7.1 7.1 7.1 7.3
DO （mg/ℓ） 7.3 8.5 8.6 10.0 6.8 10.0 7.3 10.9 DO （mg/ℓ） 7.7 8.0 8.1 11.0 6.9 10.0 7.9 11.2
BOD （mg/ℓ） <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 0.7 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 0.8 0.5 <0.5 0.9 0.8 <0.5
COD （mg/ℓ） 0.8 0.8 1.6 1.6 0.8 0.5 <0.5 0.8 COD （mg/ℓ） 1.0 1.4 1.8 1.8 1.4 0.6 <0.5 0.8
SS （mg/ℓ） 1.6 0.8 <0.5 5.4 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 SS （mg/ℓ） 0.8 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 2,400 93 230 240 930 150 - - 大腸菌群数（MPN/100mℓ） 750 23 1,500 240 2,400 93 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 68 8 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 52 10
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年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

23)

栗
栖
川

古
道
館
前
（石
船
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/23 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13

(

24)

北
郡

西
谷
口
橋
上
（西
谷
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/23 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13
時間 （時：分） 14:50 14:53 10:24 14:59 14:58 14:48 14:53 14:44 時間 （時：分） 15:08 15:17 10:43 15:05 15:28 15:01 15:13 14:56

天候 曇 晴 曇 晴 晴 晴 晴 曇 天候 曇 晴 曇 晴 晴 晴 晴 曇
水温 （℃） 20.7 11.2 20.0 9.4 24.4 8.2 23.1 10.1 水温 （℃） 20.4 10.2 23.0 8.8 21.8 7.5 23.7 10.8
pH 7.2 7.7 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.1 pH 7.3 7.8 7.3 7.7 7.1 7.2 7.0 7.2
DO （mg/ℓ） 7.6 8.5 9.2 12.0 6.5 10.0 7.2 10.0 DO （mg/ℓ） 7.8 9.3 8.1 13.0 8.2 10.0 7.1 9.8
BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 1.0 <0.5 <0.5 1.5 1.3 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 1.1 <0.5 <0.5 1.1 1.8 <0.5
COD （mg/ℓ） 1.2 1.2 1.6 1.6 1.2 0.5 0.6 2.2 COD （mg/ℓ） 1.6 1.2 1.4 1.4 1.2 0.5 <0.5 1.4
SS （mg/ℓ） 0.8 0.6 0.6 <0.5 <0.5 4.3 <0.5 1.2 SS （mg/ℓ） 1.2 <0.5 0.8 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 750 460 4,600 240 2,400 43 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 2,400 240 4,600 75 2,400 93 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 54 18 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 30 44

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

25)
真
砂

真
砂
大
橋
上
（富
田
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/23 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13 (

26)

ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
前
（
富
田
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/29 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13
時間 （時：分） 14:59 15:10 10:35 15:16 15:38 14:58 15:05 14:52 時間 （時：分） 12:45 11:58 12:32 12:10 11:32 10:43 12:50 12:15

天候 曇 晴 曇 晴 晴 晴 晴 曇 天候 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇
水温 （℃） 21.8 10.5 22.0 9.7 24.5 7.4 24.4 10.8 水温 （℃） 23.4 10.0 19.9 12.0 24.8 8.4 23.6 11.4
pH 7.5 7.7 7.2 7.3 7.0 7.8 7.1 7.5 pH 7.3 7.9 7.3 7.2 7.2 7.4 7.0 7.4
DO （mg/ℓ） 7.3 9.2 8.4 9.5 6.9 10.0 6.8 9.9 DO （mg/ℓ） 6.6 8.8 8.5 11.0 6.90 8.4 7.4 10.0
BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5 0.8 0.5 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.3 0.7 <0.5
COD （mg/ℓ） 1.0 0.8 1.2 1.8 1.2 <0.5 <0.5 0.8 COD （mg/ℓ） 1.6 0.8 1.2 1.2 1.2 <0.5 <0.5 <0.5
SS （mg/ℓ） 0.8 <0.5 0.8 9.0 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 SS （mg/ℓ） 0.8 <0.5 <0.5 3.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 750 93 930 460 430 7 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 1,500 93 930 93 2,400 15 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 10 2 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 16 8

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

27)

内
ノ
井
川
（内
ノ
井
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/29 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13 (

28)

紀
南
農
協
鮎
川
支
所
前
（富
田
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/29 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13
時間 （時：分） 11:50 11:42 12:10 11:55 11:13 11:27 11:42 11:20 時間 （時：分） 8:04 8:10 8;05 8:10 8:10 8:00 7:57 11:27

天候 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇 天候 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇
水温 （℃） 20.9 10.2 20.2 11.2 23.8 7.5 21.1 10.1 水温 （℃） 20.8 12.8 21.2 10.6 25.4 6.5 21.8 9.5
pH 7.1 7.7 7.2 7.2 7.2 7.7 7.0 7.2 pH 7.2 7.8 7.1 7.1 7.1 7.1 6.8 7.2
DO （mg/ℓ） 7.8 9.2 8.2 11.0 7.0 11.0 7.9 9.7 DO （mg/ℓ） 6.4 8.2 6.2 10.0 6.1 9.5 7.8 10.7
BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 1.1 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.3 0.8 <0.5
COD （mg/ℓ） 1.2 0.8 1.4 1.0 0.8 0.5 <0.5 0.6 COD （mg/ℓ） 1.6 1.2 1.4 1.4 1.4 <0.5 <0.5 <0.5
SS （mg/ℓ） 0.6 <0.5 1.6 1.2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 SS （mg/ℓ） 1.4 <0.5 35.0 7.2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 430 43 930 240 4,600 240 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 430 1,100 11,000 1,100 430 23 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 36 <1 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 12 28
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4） 日置川水系 11地点（年２回）

地点 地点名

(29) 近露小原橋下（日置川）

(30) 近露近野診療所下（風呂谷）

(31) 近露柿平（日置川）

(32) 野中阪本橋下（野中川）

(33) 平瀬旧小学校前（日置川）

(34) 青少年旅行村前（日置川）

(35) 和田集会所下（和田川）

(36) 下川上集会所上（安川）

(37) 向山春日橋上（日置川）

(38) 木守木守橋上（前ノ川）

(39) 面川集会所下（熊野川）

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

29)

近
露

小
原
橋
下
（日
置
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/23 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13 (

30)

近
露

近
野
診
療
所
下
（風
呂
谷
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/23 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13
時間 （時：分） 13:45 13:38 9:20 13:50 13:41 13:41 13:48 13:40 時間 （時：分） 13:36 13:30 9:10 13:40 13:27 13:30 13:39 13:32

天候 曇 晴 曇 晴 晴 晴 晴 曇 天候 曇 晴 曇 晴 晴 晴 晴 曇
水温 （℃） 19.6 11.1 19.4 11.5 24.2 8.2 23.3 10.9 水温 （℃） 22.6 11.1 19.8 12.0 25.4 10.7 23.4 10.1
pH 7.1 7.7 7.0 7.3 7.0 7.2 7.0 7.0 pH 7.1 7.8 7.1 7.5 6.9 7.1 6.6 6.8
DO （mg/ℓ） 8.6 8.7 8.9 11.0 6.8 9.2 7.3 9.4 DO （mg/ℓ） 6.9 8.3 8.8 10.0 6.4 7.8 6.8 10.0
BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5 0.7 2.4 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 0.8 0.5 <0.5 1.1 2.2 <0.5
COD （mg/ℓ） 1.4 1.0 1.6 1.4 1.2 <0.5 <0.5 1.0 COD （mg/ℓ） 1.2 1.4 2 1.4 1.2 1.4 2.5 3.8
SS （mg/ℓ） <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 SS （mg/ℓ） 3.0 4.6 4.4 1.6 5.0 0.7 5.0 1.0
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 230 150 430 1,100 930 150 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 46,000 2,400 110,000 1,500 24,000 11,000 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 12 78 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 6,200 140

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(
31)

近
露

柿
平
（日
置
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/23 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13 (

32)

野
中

坂
本
橋
下
（野
中
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/23 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13
時間 （時：分） 13:17 13:20 9:58 11:35 13:12 13:16 13:20 13:17 時間 （時：分） 13:29 13:15 9:05 13:25 13:20 13:23 13:31 13:27

天候 曇 晴 曇 晴 晴 晴 晴 曇 天候 曇 晴 曇 晴 晴 晴 晴 曇
水温 （℃） 20.8 12.5 21.2 9.9 24.3 6.0 22.5 9.3 水温 （℃） 19.7 12.4 19.2 12.0 22.2 10.5 21.1 9.2
pH 7.2 7.7 7.1 7.1 7.0 7.3 6.8 7.1 pH 7.0 7.6 7.1 7.3 6.9 7.0 6.9 7.0
DO （mg/ℓ） 7.5 7.7 7.8 10.0 7.0 10.0 7.5 11.5 DO （mg/ℓ） 8.1 8.5 8.8 12.0 6.4 8.9 7.6 10.2
BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 0.8 1.0 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 1.0 0.5 <0.5 0.9 1.8 <0.5
COD （mg/ℓ） 1.0 1.0 1.6 1.2 1.2 <0.5 <0.5 1.0 COD （mg/ℓ） 0.8 1.0 1.2 1.6 1.0 0.6 0.6 2.2
SS （mg/ℓ） <0.5 1.2 <0.5 1.0 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 SS （mg/ℓ） 0.6 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 0.6
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 930 460 930 460 2,400 43 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 2,100 75 4,600 240 430 93 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 8 24 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 120 240

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

33)

平
瀬

旧
小
学
校
（日
置
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/29 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13 (

34)

青
少
年
旅
行
村
前
（日
置
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/29 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13
時間 （時：分） 11:01 10:54 11:12 11:05 10:24 10:30 10:46 10:40 時間 （時：分） 10:49 10:43 10:59 10:52 10:09 10:21 10:32 10:26

天候 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇 天候 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇
水温 （℃） 21.7 7.7 18.9 10.0 22.7 4.2 20.9 8.1 水温 （℃） 20.5 9.7 19.0 9.9 23.5 4.7 21.6 10.0
pH 7.1 7.5 7.1 7.0 7.0 6.8 6.9 7.0 pH 7.0 7.6 7.2 7.0 6.9 7.0 6.8 6.9
DO （mg/ℓ） 6.9 9.7 8.9 11.0 6.6 10.0 7.8 10.8 DO （mg/ℓ） 7.2 9.0 8.6 11.0 6.5 11.0 7.5 9.8
BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.1 1.1 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 2.0 <0.5
COD （mg/ℓ） 1.0 1.0 1.0 1.4 0.6 0.6 <0.5 1.0 COD （mg/ℓ） 1.0 0.8 1.2 1.4 1.8 <0.5 <0.5 0.6
SS （mg/ℓ） 0.8 <0.5 <0.5 2.0 <0.5 1.3 <0.5 <0.5 SS （mg/ℓ） 0.6 4.4 <0.5 1.0 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 430 23 430 1,100 4,600 460 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 750 240 430 460 930 93 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 16 50 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 22 36
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年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

35)

和
田

集
会
所
下
（安
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/29 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13 (

36)

下
川
上

集
会
所
上
（安
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/29 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13
時間 （時：分） 11:19 11:08 11:29 11:22 10:40 10:52 11:04 10:53 時間 （時：分） 11:29 11:18 11:40 11:33 10:50 11:03 11:16 11:01

天候 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇 天候 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇
水温 （℃） 19.8 10.0 20.0 10.3 22.1 5.3 21.3 8.6 水温 （℃） 21.0 8.8 19.6 0.5 25.8 5.2 22.1 8.0
pH 7.1 7.6 7.1 7.1 6.9 7.0 6.9 6.7 pH 6.9 7.4 7.0 6.9 7.0 6.9 6.6 6.8
DO （mg/ℓ） 7.8 8.9 8.2 11.0 6.9 11.0 7.7 10.6 DO （mg/ℓ） 7.0 9.5 8.5 10.0 6.2 11.0 7.3 10.4
BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 1.4 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 0.8 <0.5
COD （mg/ℓ） 1.0 0.6 1.2 1.0 1.2 0.6 <0.5 1.0 COD （mg/ℓ） 1.2 0.8 1.0 1.0 1.0 <0.5 0.5 <0.5
SS （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 SS （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 24.0 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
大腸菌群数（MPN/100mℓ） 1,500 43 2,400 210 930 14 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 430 43 230 460 930 460 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 190 50 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 54 70

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４
(

37)

向
山

春
日
橋
上
（日
置
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/29 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13 (

38)

木
守

木
守
橋
上
（前
ノ
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/29 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13
時間 （時：分） 10:36 10:30 10:44 10:40 9:58 10:09 10:17 10:15 時間 （時：分） 9:27 9:30 9:42 9:32 9:20 9:21 9:37 9:36

天候 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇 天候 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇
水温 （℃） 20.6 10.5 21.9 9.8 22.7 6.7 21.0 11.5 水温 （℃） 22.6 12.1 17.6 11.2 21.9 7.0 19.3 11.5
pH 7.1 7.6 7.2 7.1 7.1 7.1 6.8 7.1 pH 6.9 7.3 6.8 6.8 6.9 6.9 6.6 6.6
DO （mg/ℓ） 7.3 8.5 7.9 12.0 6.5 9.8 7.6 9.4 DO （mg/ℓ） 6.5 8.3 8.7 10.0 6.7 9.4 7.5 9.1
BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.1 1.2 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.0 0.9 <0.5
COD （mg/ℓ） 1.2 1.2 0.8 1.4 1.2 <0.5 <0.5 0.6 COD （mg/ℓ） 1.2 1.0 1.0 1.0 1.4 <0.5 <0.5 <0.5
SS （mg/ℓ） 1.0 <0.5 <0.5 1.0 <0.5 0.7 <0.5 <0.5 SS （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 14.0 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
大腸菌群数（MPN/100mℓ） 930 75 430 460 2,400 43 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 750 7 230 93 230 93 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 18 50 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 28 38

年 度 R１ R２ R３ R４

(

39)

面
川

集
会
所
下
（熊
野
川
）

採取日 （月/日） 7/23 2/3 9/29 2/2 7/13 2/7 7/11 2/13
時間 （時：分） 10:10 10:05 10:24 10:20 8:57 8:54 9:06 9:07

天候 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇
水温 （℃） 21.3 12.3 17.7 11.1 21.0 6.0 25.5 10.8
pH 7.0 7.5 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9
DO （mg/ℓ） 6.8 9.7 9.9 11.0 7.1 11.0 8.3 10.5
BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 0.50 <0.5 1.0 2.8 <0.5
COD （mg/ℓ） 1.2 1.4 0.8 1.2 1.0 0.6 <0.5 0.8
SS （mg/ℓ） 0.8 <0.5 1.2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
大腸菌群数（MPN/100mℓ） 750 23 2,400 150 2,400 240 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 46 <1
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5) 熊野川水系 15地点（年２回）

地点 地点名

(40) 伏拝三里大橋下（熊野川）

(41) 伏拝三里橋上（三越川）

(42) 本宮旧社地前（熊野川）

(43) 本宮奥地（音無川）

(44) 本宮行政局横（音無川）

(45) 湯峯湯筒付近（湯の谷）

(46) 下湯川合流地点（湯の谷）

(47) 皆地皆地橋下（四村川）

(48) 檜葉集会所前（四村川）

(49) 下湯川旧小学校前（四村川）

(50) 上大野大塔橋下（大塔川）

(51) 川湯みどりや前（大塔川）

(52) 川湯冨士屋前（大塔川）

(53) 請川橋本屋前（大塔川）

(54) 高津橋下（熊野川）

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４(

40)

伏
拝

三
里
大
橋
下
（熊
野
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/17 8/25 2/16 7/27 2/1 7/19 2/20 (

41)

伏
拝

三
里
橋
上
（三
越
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/17 8/25 2/16 7/27 2/1 7/19 2/20
時間 （時：分） 9:28 9:51 10:09 9:58 10:06 9:55 9:14 9:58 時間 （時：分） 9:38 9:58 10:16 10:05 10:12 10:03 9:23 10:05

天候 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 天候 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
水温 （℃） 19.5 8.7 26.6 9.5 24.0 6.8 24.0 7.9 水温 （℃） 20.7 9.5 25.4 10.3 22.4 9.4 21.9 10.1
pH 7.3 7.6 7.2 7.2 6.9 7.1 6.7 7.3 pH 7.3 7.6 7.2 7.2 7.1 7.0 6.8 7.1
DO （mg/ℓ） 6.7 9.7 9.1 11.0 7.1 10.0 7.0 10.5 DO （mg/ℓ） 6.5 9.2 9.2 10.0 7.4 10.0 7.5 9.9
BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.4 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5 <0.5 1.2 <0.5
COD （mg/ℓ） 1.7 1.0 1.4 1.6 1.2 0.6 0.8 1.0 COD （mg/ℓ） 2.1 1.2 2 1.4 1.6 <0.5 1.0 0.6
SS （mg/ℓ） 16.2 2.8 9.1 2.2 3.4 1.0 <0.5 2.8 SS （mg/ℓ） 3.2 1.4 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 4.7 2.6
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 750 43 2,400 150 750 93 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 230 93 11,000 460 430 93 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 110 22 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 98 <1

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

42)

本
宮

旧
社
地
前
（熊
野
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/17 8/25 2/16 7/27 2/1 7/19 2/20

(

43)

本
宮

奥
地
（音
無
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/17 8/25 2/16 7/27 2/1 7/19 2/20
時間 （時：分） 9:50 10:12 10:31 10:21 10:27 10:17 9:36 10:21 時間 （時：分） 9:15 9:37 9:52 9:50 9:50 9:38 10:44 9:50

天候 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 天候 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
水温 （℃） 18.8 11.3 26.8 12.3 24.4 8.5 21.7 9.8 水温 （℃） 20.3 10.5 27.4 9.2 24.9 4.5 22.9 7.7
pH 7.0 7.6 7.4 7.4 6.9 7.0 6.8 7.1 pH 7.3 7.5 7.4 7.1 7.3 7.2 6.8 7.0
DO （mg/ℓ） 6.5 8.7 9.3 10.0 6.9 11.0 7.7 10.5 DO （mg/ℓ） 7.7 8.9 9.5 11.0 7.4 12.0 7.4 11.6
BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 1.9 0.6 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 2.1 <0.5 <0.5 0.7 0.5 <0.5
COD （mg/ℓ） 1.7 1.2 1.6 1.8 1.2 <0.5 0.6 1.2 COD （mg/ℓ） 1.7 1.2 2.2 1.4 1.2 <0.5 2.7 1.2
SS （mg/ℓ） 1.0 <0.5 ＜0.5 1.0 <0.5 1.3 <0.5 1.4 SS （mg/ℓ） 0.6 1.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 4.3 <0.5
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 430 150 230 460 150 43 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 1,500 460 11,000 150 2,400 460 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 24 16 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 140 8

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

44)

本
宮
行
政
局
（音
無
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/17 8/25 2/16 7/27 2/1 7/19 2/20 (

45)

湯
峯

湯
筒
付
近
（湯
の
谷
）

採取日 （月/日） 7/9 2/17 8/25 2/16 7/27 2/1 7/19 2/20
時間 （時：分） 9:40 9:31 9:45 9:43 9:43 9:33 10:36 9:41 時間 （時：分） 8:45 9:14 9:20 9:21 9:22 9:12 11:14 9:20

天候 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 天候 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
水温 （℃） 23.2 11.3 28.8 9.3 26.0 5.9 21.7 12.1 水温 （℃） 26.6 11.2 30.9 15.0 33.0 17.7 23.1 19.9
pH 7.3 7.5 7.6 7.2 7.4 7.1 6.8 6.9 pH 8.1 8.2 8.7 8.0 8.1 8.2 7.0 8.1
DO （mg/ℓ） 7.8 8.5 8.7 13.0 8.2 12.0 7.3 10.1 DO （mg/ℓ） 6.0 8.7 7.8 8.0 5.3 7.8 7.8 6.8
BOD （mg/ℓ） 0.5 <0.5 3.0 0.5 <0.5 0.9 0.8 <0.5 BOD （mg/ℓ） 1.3 2.2 3.8 3.0 2.0 1.5 1.0 0.6
COD （mg/ℓ） 2.1 1.0 3.2 2.4 1.6 <0.5 2.6 2.6 COD （mg/ℓ） 2.7 2.2 4.2 2.4 4.8 1.2 1.8 1.8
SS （mg/ℓ） <0.5 2.8 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.0 14.0 SS （mg/ℓ） 2.8 1.2 8.4 <0.5 <0.5 1.7 0.7 0.6
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 1,500 460 11,000 43 2,400 240 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 9,300 2,400 46,000 2,400 110,000 11,000 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 160 48 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 74 120
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年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

46)

下
湯
川

合
流
地
点
（湯
の
谷
）

採取日 （月/日） 7/9 2/17 8/25 2/16 7/27 2/1 7/19 2/20 (

47)

皆
地

皆
地
橋
下
（四
村
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/17 8/25 2/16 7/27 2/1 7/19 2/20
時間 （時：分） 8:31 9:02 9:11 9:15 9:10 9:04 11:05 9:10 時間 （時：分） 8:06 8:39 8:43 8:47 8:46 8:40 11:38 8:45

天候 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 天候 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
水温 （℃） 25.8 11.2 27.3 7.9 24.5 3.9 22.6 7.9 水温 （℃） 25.2 12.7 23.5 10.3 24.6 4.2 20.5 9.2
pH 7.3 8.2 7.8 7.6 7.6 6.8 6.7 7.3 pH 7.0 7.3 7.2 7.0 7.1 6.7 6.6 6.9
DO （mg/ℓ） 7.0 8.9 9.4 12.0 7.2 11.0 7.5 10.5 DO （mg/ℓ） 6.8 9.2 9.2 11.0 6.7 11.0 7.2 11.3
BOD （mg/ℓ） 2.5 <0.5 3.2 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 1.4 <0.5
COD （mg/ℓ） 5.7 1.4 3.2 3.8 1.6 <0.5 1.6 1.0 COD （mg/ℓ） 2.1 2.0 1.6 2.0 1.2 <0.5 2.4 1.4
SS （mg/ℓ） 1.4 1.8 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 1.0 <0.5 SS （mg/ℓ） 0.8 1.4 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.3 <0.5
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 1,500 1,100 2,400 240 930 460 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 930 93 2,400 460 2,400 93 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 76 18 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 110 62

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

48)

檜
葉

集
会
所
前
（四
村
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/17 8/25 2/16 7/27 2/1 7/19 2/20

(

49)

下
湯
川

小
学
校
前
（四
村
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/17 8/25 2/16 7/27 2/1 7/19 2/20
時間 （時：分） 8:22 8:51 8:53 8:56 8:56 8:47 11:29 8:52 時間 （時：分） 8:45 8:56 9:02 9:06 9:05 8:57 10:59 9:03

天候 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 天候 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
水温 （℃） 25.0 11.2 23.7 8.6 22.6 2.8 22.6 7.7 水温 （℃） 25.6 10.0 26.6 8.6 23.1 4.2 22.2 7.5
pH 6.9 7.3 7.2 7.0 7.1 6.8 6.6 6.9 pH 7.2 7.5 7.2 7.1 7.1 6.7 6.7 6.9
DO （mg/ℓ） 6.8 8.3 9.2 11.0 7.3 13.0 7.6 10.4 DO （mg/ℓ） 6.5 9.1 9.2 11.0 7.3 11.0 7.7 10.5
BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 1.0 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 1.0 <0.5
COD （mg/ℓ） 2.1 1.8 1.6 1.4 1.4 <0.5 2.2 1.2 COD （mg/ℓ） 1.9 1.0 2.0 1.4 1.6 <0.5 1.6 1.0
SS （mg/ℓ） <0.5 1.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.3 <0.5 SS （mg/ℓ） 2.2 2.8 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 430 460 11,000 240 1,500 93 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 750 460 2,400 93 430 43 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 70 28 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 86 16

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４(

50)

上
大
野

大
塔
橋
下
（大
塔
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/17 8/25 2/16 7/27 2/1 7/19 2/20 (

51)

川
湯

山
水
館
前
（大
塔
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/17 8/25 2/16 7/27 2/1 7/19 2/20
時間 （時：分） 10:40 10:58 11:22 11:09 11:20 11:04 10:22 11:11 時間 （時：分） 10:31 10:51 11:13 10:58 11:12 10:56 10:14 11:02

天候 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 天候 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
水温 （℃） 19.4 9.9 28.8 10.0 27.6 5.5 21.5 8.1 水温 （℃） 19.9 10.4 28.5 10.8 27.6 10.3 23.7 11.4
pH 6.9 7.2 7.3 6.8 7.2 6.6 6.4 6.8 pH 7.0 7.5 7.9 7.4 7.2 7.3 6.7 7.5
DO （mg/ℓ） 6.7 9.2 9.2 11.0 6.8 11.0 7.3 11.4 DO （mg/ℓ） 6.7 9.1 9.1 11.0 6.8 9.6 7.3 9.7
BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 3.4 <0.5 <0.5 <0.5 1.3 <0.5 BOD （mg/ℓ） <0.5 0.8 3.2 <0.5 <0.5 1.4 1.1 <0.5
COD （mg/ℓ） 1.7 1.4 1.8 2.0 1.0 <0.5 2.7 0.8 COD （mg/ℓ） 1.7 1.0 2.4 3.0 1.0 <0.5 2.5 0.8
SS （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.0 0.6 SS （mg/ℓ） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.0 <0.5
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 1,500 93 11,000 240 2,400 23 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 230 460 750 460 930 1,100 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 110 2 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 130 8

年 度 R１ R２ R３ R４ 年 度 R１ R２ R３ R４

(

52)

川
湯

冨
士
屋
前
（大
塔
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/17 8/25 2/16 7/27 2/1 7/19 2/20 (

53)

請
川
橋
本
屋
前
（大
塔
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/17 8/25 2/16 7/27 2/1 7/19 2/20
時間 （時：分） 10:26 10:47 11:07 10:52 11:06 10:49 10:06 10:55 時間 （時：分） 10:05 10:39 10:57 10:30 10:42 10:43 9:59 10:46

天候 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 天候 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
水温 （℃） 20.3 10.3 32.9 12.1 26.6 10.5 22.3 10.1 水温 （℃） 21.6 10.1 28.1 11.1 25.6 8.0 22.6 9.8
pH 6.8 7.4 7.1 7.0 7.0 6.8 6.5 6.9 pH 7.1 7.5 7.3 7.4 7.1 6.9 6.4 7.1
DO （mg/ℓ） 6.5 8.9 11.0 10.0 6.9 8.7 7.7 9.7 DO （mg/ℓ） 7.8 9.2 8.3 12.0 7.0 10.0 7.6 10.2
BOD （mg/ℓ） 1.0 0.9 0.9 <0.5 1.5 1.4 1.4 <0.5 BOD （mg/ℓ） 1.1 <0.5 1.3 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5
COD （mg/ℓ） 2.7 2.2 2.8 3.0 3.2 <0.5 2.6 0.8 COD （mg/ℓ） 1.7 1.8 3.0 1.4 1.2 <0.5 2.2 0.6
SS （mg/ℓ） 4.4 <0.5 0.6 <0.5 1.6 0.7 0.7 <0.5 SS （mg/ℓ） 0.6 11.8 <0.5 1.6 <0.5 <0.5 1.7 2.2
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 230 1,100 2,400 460 930 240 - - 大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 230 460 2,400 1,100 2,400 43 - -

大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 170 2 大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 130 4

年 度 R１ R２ R３ R４

(

54)

高
津
橋
下
（熊
野
川
）

採取日 （月/日） 7/9 2/17 8/25 2/16 7/27 2/1 7/19 2/20
時間 （時：分） 10:14 10:27 10:46 10:42 10:54 10:34 9:50 10:37

天候 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
水温 （℃） 20.9 10.2 28.8 12.3 26.6 9.4 22.4 8.9
pH 7.3 7.6 8.6 7.4 7.1 7.0 6.8 7.2
DO （mg/ℓ） 6.6 9.1 9.7 9.5 7.1 9.5 7.7 10.3
BOD （mg/ℓ） <0.5 <0.5 1.1 <0.5 <0.5 <0.5 1.3 <0.5
COD （mg/ℓ） 2.1 1.4 1.6 1.6 1.6 <0.5 1.6 0.8
SS （mg/ℓ） 3.2 6.6 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 1.7 <0.5
大腸菌群数 （MPN/100mℓ） 230 460 1,500 240 430 93 - -
大腸菌数 （CFU/100mℓ） - - - - - - 94 4



硫黄酸化物
石油や石炭などの

化石燃料を燃焼する
とき、あるいは黄鉄
鉱や黄銅鉱のような
硫化物鉱物を培焼す
るときに排出される。
硫黄酸化物は水と反
応すると強い酸性を
示すため、酸性雨の
原因になる。

ばいじん（煤塵）
すすや燃えかすの

固体粒子状物質

石綿
アスベスト。天然

に存在する繊維状の
鉱物。耐熱・対磨耗
性にすぐれ、ボイ
ラー暖房パイプの被
覆、自動車のブレー
キ、建築材など広く
利用されていたが、
繊維が肺に突き刺
さったりすると肺が
んや中皮腫の原因に
なることが明らかと
なり、使用制限また
は禁止されるように
なった。

大気汚染防止法
大気汚染防止のた

めの基本法としての
性格を有し、工場及
び事業場における事
業活動や建築物の解
体に伴う「ばい煙」
や「粉じん」の規制
などを定めた法律。

ダイオキシン類対策特
別措置法
ダイオキシン類に

よる環境の汚染の防
止及びその除去等を
図るため、環境基準、
大気及び水への排出
規制、汚染土壌に係
る措置等を定めた法
律。
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２ 公害の防止
公害とは環境基本法において、「環境の保全上の支障のうち、事業活動その

他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌
の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係
る被害が生ずること」とされています。同法では行政的に取り組む公害を上記
の７種類としており、これらは「典型７公害」と呼ばれています。
公害の発生を防止するため、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法

や振動規制法など、公害の種類ごとに工場・事業場等の排出が規制されていま
す。
また、和歌山県では和歌山県公害防止条例を定め、法律では対象とならない

施設に対して規制を設けるなど、地域の環境保全を図っています。

⑴ 大気汚染防止について
硫黄酸化物*、ばいじん*又はカドミウム等政令で定める物質を発生する

ばい煙発生施設、石綿*等政令で定める粉じんを排出する特定粉じん発生施
設、特定粉じん以外の粉じんを発生する研磨施設などの一般粉じん発生施
設は、大気汚染防止法*により規制されています。また、これらに該当しな
い施設であっても、ばい煙・粉じんを発生する施設は和歌山県公害防止条
例により特定施設として規制されています。さらに、廃棄物焼却炉は大気
汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法*及び田辺市火災予防条例によ
り規制されています。
これらの施設を設置しようとする場合又は施設の構造等を変更しようと

する場合は、田辺保健所等へ事前に届け出が必要です。

⑵ 水質汚濁防止について
公共用水域*へ水を排出する工場・事業場は、水質汚濁防止法* 、ダイオ

キシン類対策特別措置法及び和歌山県公害防止条例により規制されていま
す。排水中に有害物質を含む施設、生活環境項目に関し、被害が生ずる恐
れがある程度の汚水又は廃液を排出する施設は、特定施設として定められ
ています。
特定施設を設置しようとする場合、又は、構造等の変更、氏名等の変更

などをしようとする場合は、田辺保健所へ事前に届け出が必要です。



和歌山県の事務処理
の特例に関する条例
地方自治法に基づ

き、和歌山県知事の
権限に属する事務の
一部を市町村が処理
することについて定
めた条例。

公共用水域
河川、湖沼、港湾、

沿岸、海域等、一般
の利用に供されてい
る水域及びそれに接
続した水路等。

水質汚濁防止法
水質汚濁防止を図

るため、工場及び事
業場からの公共用水
域への排出および地
下水への浸透を規制
し、生活排水対策の
実施を推進する法律。
国民の健康を保護し、
生活環境を保全する
ことを目的としてい
る。

騒音規制法
工場騒音と建設騒

音を規制し、自動車
騒音の許容限度を定
め、生活環境保全と
国民の健康保護を目
的とする法律。
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⑶ 騒音・振動の防止について
1) 騒音

騒音とは、日常生活の中で私達が耳にするさまざまな音のうち、聞く
人にとって「好ましくない音」「ない方が良い音」の総称であり、この
うち、事業活動・その他人の活動に伴って発生する騒音によって、人の
健康や生活環境に被害が生じるものが騒音公害であるといわれています。
著しい騒音を発生し、生活環境に被害が生じるおそれのある施設を、

騒音規制法*・和歌山県公害防止条例では特定施設として定め、特定施設
を設置する工場・事業場を対象に排出基準（参照：P101）を設けて規
制・指導等を行っています。
本市では、騒音規制法及び和歌山県の事務処理の特例に関する条例に
より、騒音にかかる特定施設の設置及び変更等にかかる届の受理、立入
調査、排出基準に適合しない場合の改善勧告・改善命令等の事務を行っ
ています。

騒音規制法に基づく「特定施設」設置届出状況 （単位：件）

和歌山県公害防止条例に基づく「騒音に係る特定施設」設置届出状況
（単位：件）

2) 振動
振動は、騒音と同様に心理的・感覚的なものが多く、工場・事業所の

活動、建設作業などさまざまな原因で発生し、中には物的被害が生じる
場合があります。
騒音同様、振動についても振動規制法*・和歌山県公害防止条例によ

り、特定施設と排出基準（参照：P102）が定められ、規制・指導等を
行っています。
本市では、振動規制法及び和歌山県の事務処理の特例に関する条例に

より、振動にかかる特定施設の設置及び変更等にかかる届の受理、立入
調査、排出基準に適合しない場合の改善勧告・改善命令等の事務を行っ
ています。

振動規制法に基づく「特定施設」設置届出状況 （単位：件）

和歌山県公害防止条例に基づく「振動に係る特定施設」設置届出状況
（単位：件）

項 施設の種類 R1 R2 R3 R4

1 金属加工機械 0 0 0 0

2 空気圧縮機及び送風機 4 1 0 2

3 土石・鉱物用破砕機等 1 0 0 0

5 建設用資材製造機械 0 0 0 1

7 木材加工機械 2 0 0 0

合 計 7 1 0 3

項 施設の種類 R1 R2 R3 R4

2 圧縮機 2 0 0 0

3 土石・鉱物用破砕機等 1 0 0 0

合 計 3 0 0 0

項 施設の種類 R1 R2 R3 R4

2 圧縮機 3 0 0 0

項 施設の種類 R1 R2 R3 R4

18 天井走行クレーン及び門型走行クレーン 1 0 2 0



振動規制法
工場・事業場振動、

建設作業振動及び道
路交通振動に対する
規制を主な内容とす
る法律。

騒音規制法第18条
常時監視
第１項 都道府県知
事（市の区域に係る自
動車騒音の状況につい
ては、市長。次項にお
いて同じ。）は、自動
車騒音の状況を常時監
視しなければならない。

環境基準
環境上の条件につい
て、人の健康を保護し、
生活環境を保全する上
で維持されることが望
ましい基準
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3) 特定建設作業
建設作業のうち騒音・振動が著しい特定の機械を使用する作業については、

特定施設と同様に騒音規制法、振動規制法により、特定建設作業として事前に
届出が必要です（法及び条例の改正により、令和２年度以降、条例に基づく届
出がなくなり、法に基づく届出のみとなっています）。本市では騒音規制法、
振動規制法により、特定建設作業の実施届の受理、立入調査、排出基準（参
照：P102）に適合しない場合の改善勧告・改善命令等の事務を行っています。

騒音に係る特定建設作業届出状況 （単位：件）

振動に係る特定建設作業届出状況 （単位：件）

4) 自動車騒音
当市では、騒音規制法第18条*に基づき、市内各路線において自動車騒音の

常時監視を実施しています。この自動車騒音常時監視とは、対象路線について
５ヶ年を１ローテーションとする実施計画を策定し、対象路線のうち評価区間
内にある個別の住居に対して騒音レベルの推計を行い、評価区間ごとに環境基
準*達成率を算出するものです。
現時点の評価結果として、市内全域の環境基準*達成率は99.8％となってお

り、良好な環境であると評価されています。これらの測定結果詳細は、環境省
ホームページ内の全国自動車交通騒音マップにおいて公表しています。

作業の種類
R1 R2 R3 R4

法 条 法 法 法

くい打ち機等を使用する作業 0 1 2 5 4

びょう打機を使用する作業 0 0 0 0 0

さく岩機を使用する作業 32 17 50 45 30

空気圧縮機を使用する作業 7 1 5 13 7

コンクリートプラント等を設けて行う作業 0 0 0 0 1

バックホウを使用する作業 4 5 8 25 9

トラクターショベルを使用する作業 1 0 0 0 0

ブルドーザーを使用する作業 0 6 0 0 1

合 計 44 30 65 88 52

作業の種類
R1 R2 R3 R4

法 条 法 法 法

くい打ち機等を使用する作業 2 1 2 3 4

鋼球を使用して破壊する作業 0 0 0 0 0

舗装版破砕機を使用する作業 0 0 0 1 0

ブレーカーを使用する作業 24 14 50 32 29

合 計 26 15 52 36 33

No 路線名 総延長
面的評価の年度別計画

R1 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R10
実施済 実施済 実施済 実施済 計画 計画 計画 計画 計画 計画

1 阪和自動車道 3.9 2.0 2.0 

2 紀勢自動車道 7.0 7.1 7.1 

3 一般国道42号 12.1 6.0 0.6 5.5 6.0 0.6 5.5 

4 一般国道424号 1.7 1.7 1.7 

5 田辺龍神線 4.4 2.1 2.1 

6 田辺白浜線 3.2 3.3 3.3 

7 紀伊田辺停車場線 0.2 0.2 0.2 

8 南紀白浜空港線 3.4 3.4 3.4 

9 文里湊線 2.7 2.7 2.7 

10 上万呂北新町線 3.3 2.2 2.2 

11 田辺港線 1.9 1.9 1.9 

12 文里港線 4.0 1.3 1.3 

13 温川田辺線 0.5 0.5 0.5 

14 市道外環状線 0.7 0.7 0.7 

15 秋津川田辺線 3.7 3.0 3.0 

16 上富田南部線 5.4 5.4 5.4 

計 58.1 7.8 9.4 9.7 12.9 12.1 7.8 9.4 9.7 12.9 12.1 



基準値
昼間70dB以下
（6:00～12:00）

夜間65dB以下
（22:00～6:00）
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面的評価結果

No

実
施
年
度

路線名
評価
区間
始点

評価
区間
終点

評価区間
延長

評価対象
住居等戸数

昼間・夜間とも
基準値以下

昼間のみ
基準値以下

夜間のみ
基準値以下

昼間・夜間とも
基準値超過

（ｋｍ）
（戸） （戸） （戸） （戸） （戸）

a=b+c+d+e b c d e

１ R1 一般国道42号 新庄町 新庄町 2.8 77 77 0 0 0
２ R1 一般国道42号 新庄町 中万呂 0.7 52 52 0 2 0
３ R1 一般国道42号 中万呂 下万呂 1.2 113 113 0 0 0
４ R1 一般国道42号 下万呂 稲成町 1.3 50 50 0 0 0
５ R1 一般国道42号 稲成町 稲成町 0.6 5 5 0 0 0
６ R1 文里港線 文里1 新庄町 1.3 47 47 0 0 0
７ R1 湯川田辺線 新庄町 新庄町 0.5 81 81 0 0 0
８ R2 阪和自動車道 芳養町 元町 2.0 34 34 0 0 0
９ R2 阪和自動車道 稲成町 新庄町 7.1 150 146 0 0 0
10 R2 一般国道42号 新庄町 新庄町 2.8 77 77 0 0 0
11 R2 一般国道42号 新庄町 中万呂 0.7 52 52 0 0 0
12 R2 一般国道42号 中万呂 下万呂 1.2 113 113 0 3 0
13 R2 一般国道42号 下万呂 稲成町 1.3 50 50 0 0 0
14 R2 一般国道42号 稲成町 稲成町 0.5 41 41 0 0 0
15 R2 一般国道42号 稲成町 明洋1 1.6 118 118 0 0 0
16 R2 一般国道42号 明洋1 芳養町 2 265 265 0 0 0
17 R2 一般国道42号 芳養町 芳養町 1.4 63 63 0 0 0
18 R2 一般国道42号 稲成町 稲成町 0.6 5 5 0 0 0
19 R2 一般国道42号 あけぼの4宝来町2 0.6 61 61 0 0 0
20 R2 一般国道42号 高雄2 稲成町 1.1 174 172 0 0 0
21 R2 田辺龍神線 湊 高雄1 0.9 270 270 0 0 0
22 R2 田辺龍神線 高雄1 高雄2 0.5 129 129 0 0 0
23 R2 田辺龍神線 高雄2 秋津町 0.7 85 85 0 0 0
24 R2 田辺龍神線 秋津町 上秋津 2.3 95 95 0 0 0
25 R2 田辺白浜線 湊 新庄町 3.3 368 367 0 0 0
26 R2 紀伊田辺停車場線湊 湊 0.2 54 54 0 0 0
27 R2 南紀白浜空港線 新庄町 新庄町 3.4 205 199 0 3 0
28 R2 上富田南部線 下三栖 下三栖 1.8 53 53 0 0 0
29 R2 上富田南部線 下三栖 上万呂 1 86 86 0 2 0
30 R2 上富田南部線 上万呂 下万呂 1.5 108 108 0 0 0
31 R2 上富田南部線 下万呂 秋津町 1.1 145 145 0 0 0
32 R2 文里湊線 文里1 文里2 0.5 56 56 0 1 0
33 R2 文里湊線 文里2 新屋敷町 1.5 345 345 0 6 0
34 R2 文里湊線 新屋敷町湊 0.7 190 190 0 0 0
35 R2 上万呂北新町線 上万呂 下万呂 1.4 229 229 0 0 0
36 R2 上万呂北新町線 下万呂 下万呂 0.8 163 163 0 0 0
37 R2 秋津川田辺線 稲成町 稲成町 2.5 147 143 0 0 0
38 R2 秋津川田辺線 稲成町 高雄1 0.5 73 71 0 0 0
39 R2 田辺港線 上屋敷2上屋敷1 0.5 108 108 0 0 0
40 R2 田辺港線 上屋敷1上の山2 1.4 382 382 0 0 0
41 R2 文里港線 文里1 新庄町 1.3 47 47 0 0 0
42 R2 温川田辺線 新庄町 新庄町 0.5 81 81 0 0 0
43 R2 市道外環状線 上屋敷3扇ヶ浜1 0.7 52 52 0 0 0
44 R3 阪和自動車道 芳養町 元町 2 34 34 0 0 0
45 R3 阪和自動車道 稲成町 新庄町 7.1 150 146 0 0 0
46 R3 田辺港線 上屋敷2上屋敷1 0.5 108 108 0 0 0
47 R3 田辺港線 上屋敷1上の山2 1.4 382 382 0 0 0
48 R3 市道外環状線 上屋敷3扇ヶ浜1 0.7 52 52 0 0 0
49 R4 一般国道42号 稲成町 稲成町 0.5 41 41 0 0 0
50 R4 一般国道42号 稲成町 明洋1 1.6 118 118 0 0 0
51 R4 一般国道42号 明洋1 芳養町 2 265 265 0 0 0
52 R4 一般国道42号 芳養町 芳養町 1.4 63 63 0 0 0
53 R4 紀伊田辺停車場線湊 湊 0.2 54 54 0 0 0
54 R4 上万呂北新町線 上万呂 下万呂 1.4 229 229 0 0 0
55 R4 上万呂北新町線 下万呂 下万呂 0.8 163 163 0 0 0
56 R4 秋津川田辺線 稲成町 稲成町 2.5 147 147 0 0 0
57 R4 秋津川田辺線 稲成町 高雄1 0.5 73 73 0 0 0
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5) カラオケ等の騒音
身近な生活騒音の中でも、特に飲食店営業等によるカラオケ等の騒音が付近
の人々に迷惑をかけている場合があります。和歌山県では「和歌山県公害防止
条例」により深夜営業騒音の規制を行っています。

○ 騒音の規制（和歌山県公害防止条例第39条第１項）
午後10時から翌日の午前６時までの間においては、飲食店営業等を営むこ
とにより規制基準（参照：P103左表）を超える騒音を発生させないようにし
なければなりません。

○ 音響機器の使用制限（和歌山県公害防止条例第39条第２項）
深夜における騒音の防止を図る必要がある区域（参照：P103右表）におい
ては、午後11時から翌日の午前６時までの間は、音響機器は使用できません。
ただし、営業所内の音響機器からの音が外部に漏れない場合はこの制限を受
けません。

○ 利用者の義務（和歌山県公害防止条例第39条第３項）
深夜における飲食店営業等の施設を利用する者は、その利用に伴い発生す
る騒音により、周辺の生活環境が著しく損なわれることのないようにしなけ
ればなりません。

○ 罰則（和歌山県公害防止条例第39条の２、条例第60条）

↓
違反したとき

↓

↓
違反したとき

↓

↓

規制対象業種

食品衛生法に規定する飲食店営業および喫茶店営業のうち客席などを設けて
客に飲食させる営業。

（例）食堂、料理店、すし屋、旅館、レストラン、スナック、バー
キャバレー、サロン、ビアホール、喫茶店など。

騒音の規制基準音響機器の使用制限

騒音防止の方法の改善または、
音響機器の使用の停止等必要な措置をとるべきことを勧告する。

勧告に従うべきこと（勧告の内容と同じ措置をとること）を命ずる。

懲役６月以下または罰金20万円以下



ダイオキシン類
ダイオキシン類対策
特別措置法では、ポ
リ塩化ジベンゾ－パ
ラ － ジ オ キ シ ン
（PCDD）とポリ塩化
ジ ベ ン ゾ フ ラ ン
（PCDF）に加え、同
様の毒性を示すコプ
ラナーポリ塩化ビ
フェニル（コプラ
ナーPCB）と定義し
ている。生殖、脳、
免疫系などに対して
生じ得る影響が懸念
されており、研究が
進められているが、
日本において日常の
生活の中で摂取する
量では、急性毒性や
発がんのリスクが生
じるレベルではない
と考えられている。
なお、これらの物質
は炭素・水素・塩素
を含むものが燃焼す
る工程などで意図せ
ざるものとして生成
される。一般的にそ
の毒性は異性体ごと
に異なるため、最も
毒性が強いといわれ
ている2.3.7.8 －四
塩化ジベンゾ－パラ
－ ジ オ キ シ ン
（ 2.3.7.8－ TCDD）
の毒性に換算し、毒
性等量（TEQ）とし
て表示される。

不法投棄
廃棄物処理法第16条
違反。同条は「何人
も、みだりに廃棄物
を捨ててはならな
い」としている。
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⑷ ダイオキシン類*対策について
ダイオキシン類を発生させる工場又は事業場は、ダイオキシン類対策特
別措置法により規制されています。
ダイオキシン類を大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を
排出する施設は、政令で特定施設として定められています。
特定施設を設置しようとする場合又は、構造等の変更、氏名等の変更な
どをしようとする場合は、事前に届け出が必要です。また、特定施設の設
置者は、毎年一回以上排出ガス等のダイオキシン類による汚染の状況につ
いて測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することが義務づけられ
ています。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置届出状況
大気関係 （単位：件）

水質関係 （単位：件）

３ 公害苦情の受理・処理
田辺市が受理した公害苦情件数は、

令和元年度387件、令和２年度519件、令
和３年度384件、令和４年度293件でした。
公害苦情件数を種類別に見ると、典型

７公害に関する苦情は、令和元年度80件、
令和２年度118件、令和３年度62件、令和
４年度46件でした。
公害苦情処理については、法令等の規

制外のものや、生活関連迷惑行為に関す
るものも多く、直接的な行政指導が困難
な場合もあります。こうした場合には、
住民相互の協調・協力意識の啓発を行う
方針で取り組んでいます。

４ 不法投棄*に対する取組
道路沿いや空き地への空き缶や家庭ごみのポイ捨て、山中への家具等の投棄

など、不法投棄が後を絶ちません。
市では、不法投棄が発生すれば直ちに現場確認等の対応を実施し、必要に応

じ警察あるいは田辺保健所等とも連携し、ごみの投棄者を特定すべく調査を
行っており、特定できれば回収も含め適正な指導を行うとともに、悪質な不法
投棄については警察へ事案移送をしています。
また、不法投棄禁止を訴える看板設置や、田辺保健所とのパトロール、広報

等での啓発も行いながら、一人ひとりのモラル向上に取り組んでいます。

大気関係施設の種類 届出数累積 R1 R2 R3 R4

焼却炉 12 0 0 0 0

水質関係施設の種類 届出数累積 R1 R2 R3 R4

廃水処理施設 3 0 0 0 0

公害の種類 R1 R2 R3 R4

典
型
７
公
害

大気汚染 31 41 25 20

水質汚染 4 10 4 1

土壌汚染 0 0 0 0

騒音 7 10 20 13

振動 0 2 0 0

地盤沈下 0 0 0 0

悪臭 38 55 13 12

計 80 118 62 46

廃棄物投棄 66 79 71 39

その他 161 204 189 162

合 計 387 519 384 293

公害苦情件数 （単位：件）



循環型社会
天然資源の消費が
抑制され、環境への
負荷ができる限り低
減される社会。循環
型社会形成推進法で
は、具体的に、廃棄
物等の発生の抑制、
廃棄物のうち循環資
源の適正な循環的利
用の促進など循環型
社会づくりの手段や
方法が示されている。

リサイクル率
発生量のうち総資
源化量が占める割合。
Ｒ４年度分から、焼
却処理時のサーマル
リサイクル分を除く。

発生量
市内の家庭及び事
業所から発生したご
みの量。産業廃棄物
と自家処理量を除く。

総資源化量
資源化量（本市が
処理したごみのうち
リサイクルされる
量）に集団回収量を
加えたものの量。

総排出量
本市の処理対象と
なるごみの量。発生
量から集団回収量
（集団回収によりリ
サイクルされる古紙
類等の量）を除く。
集団回収については
次節（P76）を参照。

第４章 ごみ・リサイクル

第１節 資源化の向上

１ 資源化量の推移
本市の一般廃棄物処理基本計画では、一般廃棄物のリサイクル率*の目標値

として令和15年度に20.2％以上を達成することを目標に取り組んでいます。
本市のごみ発生量*、総資源化量*及びリサイクル率の推移について下表に示

します。

ごみの発生量の推移 （単位：ｔ） リサイクル率の推移

総資源化量の推移 （単位：ｔ）
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ごみの分別を徹底するとともに、古紙ステーションなど、拠
点回収の積極的な活用を図ります。また、埋立てごみに含まれ
る鉄類やプラスチック類の資源化に努め、リサイクル率の向上
を図ります。
【第２次田辺市総合計画（後期基本計画） 後期基本計画 第６章 政策「快適」施策２環境 単位施策⑷ごみ・リサイクル】

項目 R1 R2 R3 R4

発生量 28,841 28,558 27,344 27,391

総排出量* 27,278 27,045 25,866 25,950

集団回収量 1,563 1,513 1,478 1,441

項目 R1 R2 R3 R4

リサイクル率
（総資源化量÷
発生量×100）

19.2% 19.8% 21.1% 17.9%

項目 R1 R2 R3 R4

総資源化量 5,227 5,366 5,461 4,651

集団回収量 1,563 1,513 1,478 1,441

資源化量合計 3,664 3,853 3,983 3,210

金属類 1,317 1,422 1,412 1,318

容器包装プラスチック 933 874 866 890

紙類 627 717 783 755

プラスチック類 576 610 688 0

ペットボトル 155 173 173 186

びん類・乾電池・蛍光管 56 57 61 61



リサイクルの種類

マテリアルリサイクル
マテリアルリサイク
ルとは、使用済みのプ
ラスチックを溶かすな
どして、もう一度プラ
スチック製品に再生し、
利用することをいう。
材料リサイクルとも呼
ばれており、ペットボ
トルや発泡スチロール
などはこの方法でリサ
イクルされる。プラス
チックは、リサイクル
を繰り返すと材質が悪
くなる（劣化する）と
言われていたが、最近
では純度の高い良質な
プラスチックに戻す技
術開発が進んでいる。

ケミカルリサイクル
ケミカルリサイクル
とは、プラスチックが
炭素と水素からできて
いることを利用し、熱
や圧力を加えて、元の
石油や基礎化学原料に
戻してから、再生利用
することをいう。現在、
容器包装リサイクル法
が再商品化（リサイク
ル手法）として認めて
いるケミカルリサイク
ルには、原料・モノ
マー化、油化、高炉還
元剤としての利用、
コークス炉化学原料化、
ガス化による化学原料
化がある。

サーマルリサイクル
廃棄物から熱エネル
ギーを回収すること。
プラスチックは燃やす
と高い熱を出すため、
ダイオキシン対策を伴
う施設でサーマルリサ
イクルすることは、埋
立てごみの量を減らす
上でも、大きな役割を
占める。たとえば、ご
みの焼却熱を熱源にし
て、温水を沸かし、事
務所や住宅、近隣施設
の風呂や温水プールに
送ることなどができる。
ごみの焼却時に発生す
る蒸気は、発電や各種
施設での暖冷房のほか、
工業用など幅広く活用
できる。また、セメン
トを焼成するときに、
その原燃料としてプラ
スチックを使う（セメ
ントキルン）方法や、
廃プラスチックを乾燥、
固化、圧縮した固形燃
料（RPF）の形で利用す
ることもできる。
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総資源化量の推移 （単位：ｔ）

２ 拠点回収等による資源化の向上

拠点回収場所 （単位：ヵ所）

項 目 R1 R2 R3 R4

古 紙 類 39 39 39 39

缶 ・ ビ ン 27 27 27 27

ペットボトル 52 52 52 52

本市では、市内の公共施設等に古紙ステー
ションなどの拠点を設け、拠点回収を実施して
います。令和４年度の拠点回収場所は、古紙類
（新聞、雑誌、段ボール）については39ヵ所、
缶・びんについては27ヵ所、ペットボトルにつ
いては52ヵ所となっています。
古紙類、缶、びん及びペットボトルを拠点回
収場所へ出していただくことにより、効率的な
資源化が図られており、令和４年度の総資源化
量のうち拠点回収が占める割合は約17.9％と
なっています。
さらに本市では、容器包装プラスチックリサ
イクル施設（参照：P86）において、プラスチッ
クのリサイクルに取り組んでいます。

拠点回収ボックス

1,563 1,513 1,478 1,441 

1,317 1,422 1,412 1,318 
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890
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755
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61 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

R1 R2 R3 R4

集団回収量
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プラスチック類

ペットボトル

びん類・乾電池・蛍光管



田辺市資源ごみ集団
回収奨励金交付要綱
（参照：P109）

田辺市生ごみ処理機
購入費補助金交付要
綱
（参照：P110）

電気式の生ごみ処理機
温風で乾燥処理す
る乾燥式、微生物の
働きによって生ごみ
を分解するバイオ式、
送風した後にバイオ
処理するハイブリッ
ド式があります。

コンポスト
庭や家庭菜園の土
の部分に埋め込むよ
うに設置します。投
入された生ごみは、
地中の微生物の働き
により発酵分解して
土に還ります。

第２節 資源ごみ集団回収

１ 資源ごみ集団回収*
市に登録している子どもクラブや自治会等の集団回収実施団体が回収した古

紙類について、１㎏当たり４円の奨励金を交付し、ごみの減量や資源の有効利
用に努めています。
令和４年度においては登録している99団体により新聞369t、雑誌389t、段

ボール669t、古布14tの計1,441tが回収され、本市の総資源化量のうち約31％
を占めています。（参照：P74）

集団回収の実績

２ 生ごみの減量化と資源化
家庭で排出される生ごみの減量化と堆肥化としての資源化を目的として、生
ごみ処理機や処理容器を購入する際、市が購入費の一部について補助金*を出
して支援しています。補助金の額は本体価格の２分の１以内、上限20,000円と
しています。
令和４年度の補助基数と補助金額は、35基、359千円となっています。

生ごみ処理機購入費補助実績
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資源ごみの集団回収を継続して奨励することにより、ごみの減
量や資源の有効利用を拡大するとともに、生ごみの減量化と資源
化を図るため、生ごみ処理機や処理容器の購入を促進します。

【第２次田辺市総合計画（後期基本計画） 後期基本計画 第６章 政策「快適」施策２環境 単位施策⑷ごみ・リサイクル】

項目 R1 R2 R3 R4

集団回収量（ｔ） 1,563 1,513 1,478 1,441

新聞 485 416 398 369

雑誌 447 422 397 389

段ボール 613 659 669 669

古布 18 16 14 14

実施団体数 117 109 105 99

奨励金額（千円） 6,252 6,054 5,911 5,764

項目 R1 R2 R3 R4

生ごみ処理機（件） 45 50 37 35

電気式 25 21 17 16

バケツ式 5 1 2 2

コンポスト 15 28 18 17

補助金額（千円） 503.5 488.9 322.4 359.0

電動式の生ごみ処理機

コンポスト



ごみ減量及びリサイク
ル推進協力店制度
環境に配慮した店
舗を登録する制度。
登録の対象となる取
組は、買物袋持参の
奨励制度、包装紙・
トレイ等商品包装の
簡素化推進、エコ
マーク商品の積極的
な販売、トレイや牛
乳パック等の回収な
どがある。

田辺市ごみ減量及び
リサイクル推進協力店
登録制度実施要綱
（参照：P109）
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第３節 ごみ減量及びリサイクル推進協力店制度*の活用

１ ごみ減量及びリサイクル推進協力店制度
ごみ減量及びリサイクル推進協力店制度を活用し、市内の販売店による過剰

包装の改善や、トレイや牛乳パックなどの回収に努めています。令和４年度の
登録店舗は50店舗となっています。

ごみ減量及びリサイクル推進協力店登録状況 （単位：店舗数）

ごみ減量及びリサイクル推進協力店制度を活用し、市内の量販
店等による過剰包装の改善やレジ袋削減運動、トレイ・牛乳パッ
ク・ペットボトル等の回収を促進します。

【第２次田辺市総合計画（後期基本計画） 後期基本計画 第６章 政策「快適」施策２環境 単位施策⑷ごみ・リサイクル】

項目 R1 R2 R3 R4

ごみ減量及びリサイクル推進協力店 50 53 50 50



第４節 啓発活動及び情報提供

３Ｒの推進については、私たち市民一人ひとりの取組が重要です。ごみの分
別や拠点回収など排出時におけるリサイクルはもちろんのこと、リデュースや
リユースについては生活の中での実践が大切です。
本市では、各戸配布される「広報田辺」「ごみ収集カレンダー」の紙面を通

じて、ごみの排出方法やリサイクルの方法等についてお知らせするほか、田辺
市まちづくり学びあい講座（環境学習会）やごみ処理施設の見学会等を通じて、
３Ｒの推進にご協力をお願いしています。

ごみ学習会の実績

ごみ処理場への見学実績
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広報紙やごみ収集カレンダー等により、ゴミの排出状況や排出
方法などについて時期を捉えた情報発信を図るとともに、地域学
習会や施設見学等を通じて、３R（リデュース、リユース、リサ
イクル）の推進を図るための啓発を行います。

【第２次田辺市総合計画（後期基本計画） 後期基本計画 第６章 政策「快適」施策２環境 単位施策⑷ごみ・リサイクル】

項 目 R1 R2 R3 R4

実施会場数 3 1 2 2

参加者数 60 13 56 35

項 目 R1 R2 R3 R4

見学団体数 22 6 17 25

参加者数 725 180 518 703



第５節 ごみの処理

循環型社会づくりを推進するため、排出されるごみの抑制と資源化を図り、
資源化が不可能なごみについては適正な処理を行っています。
豊かで物に恵まれた現代の生活は、膨大な量のごみ（廃棄物）を生み出して

います。これは有用な天然資源の枯渇につながるなど、将来的なものを含め
様々な問題を内包していることから、循環型社会づくりの推進が求められてい
ます。
一方で、ごみ処理には多額の費用がかかります。令和４年度における本市の

ごみ処理に関する経費は10億2,749万4,863円でありました。このうち約17.3％
は、処理の手数料として排出者に負担いただいています。残りの約82.7％は税
金等が充てられています。

１ 一般廃棄物の処理
ごみは日常生活から排出されるごみ（家庭系）と事業活動に伴って排出され

るごみ（事業系）に大きく分けられます。事業系のうち、燃え殻・汚泥など
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」*で定められた20種
類のごみについては産業廃棄物となります。廃棄物処理法では産業廃棄物を事
業者が自ら処理するように定められていますが、自ら処理できない場合は、県
の許可を受けた許可業者に処理を委託することになります。
産業廃棄物以外のごみのことを一般廃棄物といいます。市町村は、計画を定

めて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうち
に処理（収集運搬、処分、再生を含む）するように廃棄物処理法で義務づけさ
れています。これに基づき、本市では一般廃棄物処理計画*を定め、適正な処
理に取り組んでいます。（下記参照）

廃棄物の分類

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律
（廃棄物処理法）
廃棄物の定義や住
民・事業者・行政そ
れぞれの責務、処理
方法・処理施設・処
理業の基準などを定
めた法律。この法律
で廃棄物とは「自ら
利用したり他人に
売ったりできないた
め不要になったもの
で、固形状または液
状のもの」と定義さ
れている。

一般廃棄物処理計画
廃棄物処理法に定
める市町村の区域内
の一般廃棄物の処理
に関する計画。

特別管理産業廃棄物
特別管理一般廃棄物
廃棄物のうち、爆
発性、毒性、感染性
その他の人の健康又
は生活環境に係る被
害を生ずるおそれが
ある性状を有するも
のであり、廃棄物処
理法でそれぞれ種類
ごとに特別管理一般
廃棄物、特別管理産
業廃棄物に区分され
ている。
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民間事業者への委託による市全域収集の実施をはじめ、高齢者や
障害者等のごみの搬入が困難な世帯を対象とした特別収集のほか、
ペットボトル等を対象とした拠点回収、ごみ集積所の整備、ごみ収
集カレンダーやごみ分別辞書の作成により、市民がごみを分別し、
出しやすい環境づくりを進めます。

【第２次田辺市総合計画（後期基本計画） 後期基本計画 第６章 政策「快適」施策２ 環境 単位施策⑷ごみ・リサイクル】

廃 棄 物

⑴燃え殻
⑵汚泥
⑶廃油
⑷廃酸
⑸廃アルカリ
⑹廃プラスチック類
⑺ゴムくず
⑻金属くず
⑼ガラスくず、コンクリート
くず及び陶磁器くず

⑽鉱さい
⑾がれき類
⑿ばいじん
⒀紙くず
⒁木くず
⒂繊維くず
⒃動植物性残さ
⒄動物系不要固形物
⒅動物のふん尿
⒆動物の死体
⒇以上の産業廃棄物を処分す
るために処理したもので、
上記の産業廃棄物に該当し
ないもの

特別管理産業廃棄物*
⑴廃油
⑵廃酸（pH2.0以下の廃液）
⑶廃アルカリ（pH125以上の
廃液）
⑷感染性廃棄物
⑸特定有害産業廃棄物

し尿

粗大ごみ 処理困難物

田辺市で処理を行うことができる範囲

特別管理一般廃棄物*
⑴PCB使用部品
⑵ばいじん
⑶ダイオキシン類含有物
⑷感染性一般廃棄物

一般ごみ
⑴燃えるごみ
⑵資源ごみ
⑶埋立てごみ
⑷プラスチックごみ

ごみ

一般廃棄物事業系一般廃棄物

事業系廃棄物 家庭系廃棄物

産業廃棄物



２ ごみ排出量の推移

本市で発生しているごみの排出量と原単位（一人一日あたり何グラムのごみ
を排出しているか）について下表に示します。

種類別排出量 （単位：ｔ）

種類別排出原単位* （単位：ｇ/人・日）

ごみ総排出量及び排出原単位の推移

19,512 
18,559 18,202 17,912 

1,646 

1,790 
1,828 1,912 

2,919 
3,501 

2,696 3,057 

1,638 1,682 

1,663 1,628 

1,563 1,513 

1,478 1,441 

1,019.4

1,027.1

996.6

1,015.7

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

29,000

R1 R2 R3 R4

排出量(ｔ/年)

種類別排出原単位
ごみの種類別の１
人１日当たりの排出
量
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項 目 R1 R2 R3 R4

総排出量 27,278 27,045 25,867 25,950

生活系 17,286 17,688 17,141 17,154

燃えるごみ 12,094 11,944 11,671 11,429

資源ごみ 1,646 1,790 1,828 1,912

埋立てごみ 1,908 2,272 1,979 2,185

プラスチックごみ 1,638 1,682 1,663 1,628

事業系 8,429 7,844 7,248 7,355

燃えるごみ 7,418 6,615 6,531 6,483

埋立てごみ 1,011 1,229 717 872

プラスチックごみ 0 0 0 0

集団回収 1,563 1,513 1,478 1,441

燃えるごみ

資源ごみ

埋立てごみ

集団回収

プラスチックごみ

項 目 R1 R2 R3 R4

人口（人） 73,310 72,143 71,113 69,995

総排出量 1,019.4 1,027.1 996.6 1,015.7

家庭系収集ごみ（特別収集含む） 646.0 671.7 660.4 671.4

燃えるごみ 452.0 453.6 449.6 447.4

資源ごみ 61.5 68.0 70.4 74.8

埋立ごみ 71.3 86.3 76.2 85.5

プラスチックごみ 61.2 63.9 64.1 63.7

事業系ごみ 315.0 297.9 279.2 287.9

燃えるごみ 277.2 251.2 251.6 253.8

埋立ごみ 37.8 46.7 27.6 34.1

プラスチックごみ 0.0 0.0 0.0 0.0

集団回収 58.4 57.5 56.9 56.4

*人口は、9月末の人口（外国人人口含む）



３ ごみ処理の流れ
ごみの処理には、収集運搬、中間処理（資源化、焼却等による減量化、減容

化等）、最終処分（埋立て）という一連の流れがあります。また、資源化の可
能なごみについては最終処分せずにリサイクルを図っています。
ごみの種類に応じた処理の流れは以下のとおりです。

燃えるごみ
田辺市ごみ処理場で
焼却を行います。焼却
後の残さは紀南広域廃
棄物最終処分場で埋立
て処分されます。

資源ごみ
定期収集された資源
ごみは、リサイクル業
者まで直接運搬してい
ます。自己搬入された
資源ごみはストック
ヤードに一時保管後、
リサイクル業者に引き
渡します。

プラスチックごみ
容器包装プラスチッ
クリサイクル施設にお
いて、ペットボトル・
容器包装プラスチッ
ク・その他プラスチッ
クに分けて、それぞれ
リサイクル業者に引き
渡しリサイクルを行
なっています。

埋立てごみ
ストックヤードに一
時保管し、破砕処理を
行った後、埋立処分を
行っています。乾電池、
体温計については一時
保管後、リサイクル業
者に処理委託を行って
います。

処理困難物
本市のごみ処理設備
では適正な処理が困難
なごみ。

粗大ごみ・処理困難物
粗大ごみ及び処理困
難物については、可燃
物は破砕処理後に焼却
処理を行い、不燃物は
資源化または埋立処分
を行っています

自己搬入
定期収集に出すこと
のできない粗大ごみや
処理困難物などは、田
辺市ごみ処理場もしく
は各行政局に有料で搬
入することができます。
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拠点回収
ペットボトル以外
は、直接あるいはス
トックヤードで一時
保管後、リサイクル
業者に引き渡します。
ペットボトルは洗浄
を経てリサイクル業
者に引き渡します。

中間処理
廃棄物の無害化、
減量化、減容化、資
源化あるいは安定化
を図るため、焼却、
破砕、選別などの処
理をすること。

ストックヤード
一時保管所。

破砕処理
ごみを砕いて減容
化する処理。

リサイクル
ごみ等を再生利用
すること。

最終処分場
廃棄物を埋立処分
する場所。破砕処理
後の埋立ごみ及び焼
却施設から発生する
焼却残さを紀南広域
廃棄物最終処分場に
て埋立て処分を行っ
ています。

４ ごみ分別と収集運搬

ごみを分別することなく収集すると、それぞれの性質にあった適正な処理や

リサイクルが困難になります。このため、処理方法に応じて分別の種類を設定
し、収集運搬しています。
その内容は以下のとおりで、15分別（処理困難物を含まず）となっています。
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収集運搬
方法

分別の種類
ごみの
出し方

備考（品目例等）

定
期
収
集

燃えるごみ 週2回

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

台所ごみ、紙くず、貝がら、紙
おむつ、板ぎれ（50㎝位)、衣類、
布切れ、紙粘土、ぬいぐるみ
（綿）等

資源ごみ 月1回

缶・ビン、アルミ容器、鍋（鉄、
アルミ）、フライパン、カミソ
リ、針金ハンガー、安全ピン、
スプレー缶、包丁、体重計、釘
等

プラスチックごみ 月2回
ポリタンク、小さいポリバケツ、
発泡スチロール、塩ビボトル、
ビデオテープ、タッパー等

埋立てごみ
月1回

蛍光灯・電球、せともの、ビ
ニールひも、釣り糸、傘、靴、
使い捨てカイロ、ガラス、革ベ
ルト、植木鉢（せともの）、灰
等

乾電池、リチウムイ
オン電池、体温計、
加熱式たばこ

月1回

乾電池・リチウムイオン電池・
体温計・加熱式たばこは埋立て
ごみと共に収集しますが、別の
透明な袋に入れて出す必要があ
ります。

特
別
収
集

粗大ごみ

予約制
訪問して
回収

タンス、机、ソファー、その他
分別指定袋に入らないごみ

処理困難物

タイヤ、バッテリー、消火器、
マッサージ機（いす型）、スプ
リングマットレス、オルガン、
エレクトーン、ピアノ

拠
点
回
収

古
紙
類

段ボール

拠点回収場所
に自己搬入

回収箇所数：39箇所（Ｒ４）新聞
雑誌

ペットボトル 回収箇所数：52箇所（Ｒ４）

缶
・
び
ん

アルミ缶

回収箇所数：27箇所（Ｒ４）
スチール缶
無色びん
茶色びん
その他びん

①定期収集
定期収集ごみは市内、収集対象地区を20地区に分けて基本的にステーション方式（一

部立地条件等により個別収集）で収集を行っています。
②特別収集
特別収集は、粗大ごみや処理困難物を直接搬入することが困難な世帯を対象として実

施しています。排出者宅まで訪問して収集を行っています。
③拠点回収
拠点回収は公共施設等に設けた古紙ステーションや資源類回収ボックスにおいて実施

しています。
事業系のごみ（事業系一般廃棄物）
事業系ごみの収集については、本市が許可している収集運搬許可業者10社が実施して

おり、家庭系ごみの定期収集、特別収集、拠点回収を利用することはできませんが、ご
く少量（可燃ごみ年間最大220枚まで、不燃ごみ年間80枚まで）の事業者に限り、「事業
者用分別指定袋」を使用することにより市が定期収集を行っています。
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第６節 ごみ処理手数料と搬入禁止ごみ

１ ごみ処理手数料

本市では、排出量に応じたごみ処理経費負担のためにごみ分別指定袋制度を
導入しています。また、特別収集、処理困難物及び自己搬入ごみについても有
料とし、それぞれ手数料を設定しています。

家庭ごみ指定袋（定期収集用） 事業者用分別指定袋（定期収集用）

家庭ごみ搬入手数料（自己搬入する場合） 事業系ごみ搬入手数料（自己搬入する場合）

特別収集手数料（処理困難物は別途手数料が必要）

処理困難物（廃棄物の適正な処理が困難な製品、容器等）

※各表の処理手数料については、令和５年４月１日現在の料金。

区 分 手数料

分別指定袋大(50L) 44円/袋

分別指定袋小(30L) 22円/袋

分別指定袋特小(15L）（燃えるごみ専用）
（埋立てごみ専用)

11円/袋

区 分 手数料

分別指定袋大(50L) 88円/袋

区 分 手数料

最大積載量が350キログラム以下の
車両又はこれに類するもの（徒歩を
含む。）で搬入した場合

１台（１件）につき

可燃ごみ 950円

不燃ごみ 1,130円

最大積載量が350キログラムを超え、
２トン以下の車両又はこれに類する
もので搬入した場合

１台（１件）につき

可燃ごみ 1,900円

不燃ごみ 2,260円

区 分 手数料

最大積載量が350キログラム
以下の車両で搬入した場合

１台につき

可燃ごみ 3,300円

不燃ごみ 4,180円

最大積載量が350キログラムを
超え、１トン以下の車両で搬入
した場合 １台につき

可燃ごみ 6,600円

不燃ごみ 8,360円

最大積載量が１トンを超え、２ト
ン以下の車両で搬入した場合

１台につき

可燃ごみ 10,450円

不燃ごみ 13,200円

区 分 処理困難物のみの収集
粗大ごみの収集

（処理困難物混載の場合を含む）

軽四車 1,370円 2,410円

小型貨物車
（１トン車）

2,740円 4,820円

区 分 手数料

タイヤ（ホイールあり）その他これに類するもの １本につき 220円

消火器、バッテリーその他これらに類するもの １本につき 330円

タイヤ（ホイールなし）その他これに類するもの １本につき 440円

スプリングマットレス（シングルサイズ以下のもの）その他これに類するもの １枚につき 1,100円

スプリングマットレス（シングルサイズを超えるもの）、マッサージ機（椅子型）その他これら
に類するもの

１枚（１台）につき 1,650円

エレクトーン、オルガンその他これらに類するもの １台につき 3,300円

ピアノその他これに類するもの １台につき 7,700円



特別収集にかかる手
数料（参照：P83）

２ 搬入禁止ごみ
次の品目については、収集運搬の対象外とし、田辺市ごみ処理場への搬入を

禁止しています。

第７節 収集運搬

１ 定期収集
本市の家庭系ごみの収集運搬については、2010年度（平成22年度）からすべ

ての地域において民間委託により収集車（２ｔ車）で、燃えるごみ、資源ごみ、
埋立てごみ及びプラスチックごみの収集運搬を行っています。

２ 特別収集
定期収集に出せない粗大ごみや処理困難物について、自己搬入が困難な世帯

を対象として特別収集を実施しています。半年間に１回、一軒につき１車（軽
四車もしくは１ｔ車）に積載できるものに限り、排出者の自宅まで訪問してご
みを回収します（事前申込が必要です）。
特別収集の実施状況は下記のとおりです。

特別収集の実績

第８節 中間処理

１ 本市の中間処理の現状
本市では中間処理施設として、焼却施設、容器包装プラスチックリサイクル

施設等が稼働しています。本市のごみ処理場における中間処理実績の推移につ
いて下表に示します。

84 第３部 快適 第４章 ごみ・リサイクル

項 目 R1 R2 R3 R4

収集回数 969 1,045 986 1,036

重量(㎏) 218,980 246,940 236,480 240,720

一般廃棄物中間処理施設について、田辺周辺広域市町村圏組合の

構成市町村による共同設置を目指すという共通認識の下、広域化に向
けた取組を進めます。

【第２次田辺市総合計画（後期基本計画） 後期基本計画 第６章 政策「快適」施策２ 環境 単位施策⑷ごみ・リサイクル】

項 目 R1 R2 R3 R4

中間処理量計 27,231 26,391 25,532 25,702

焼却処理量 19,678 19,512 18,559 17,912

焼却以外の中間処理量 5,819 5,136 5,043 5,861

直接資源化量 1,734 1,743 1,930 1,929

*直接資源化量とは、直接再生業者に搬入されたもの

品目例

ガスボンベ（プロパンガス）、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、

注射針、点滴用チューブ等、農薬・劇薬・劇物（容器等含む）、単車・自動車、

ビニールハウスの廃ビニール、液体、産業廃棄物、その他処理できないもの。



低位発熱量
水分を除いた場合の
ごみのもつ発熱量。低
位発熱量が高すぎる場
合は、焼却炉へのごみ
投入量を調整する必要
が生じるため、処理量
の低下につながる。
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２ 中間処理施設

⑴ 焼却施設
本市の可燃ごみについては、田辺市ごみ処理場で処理を行っています。
また、焼却施設に搬入されるごみの性状について、年間４回測定を行って
おり、ごみ質は年間を通して大きな変動はなく安定しています。
さらに排出ガス中のダイオキシン類濃度測定についても、国の定める排出
基準内となっています。

田辺市ごみ処理場におけるごみ質（平均値）

田辺市ごみ処理場（一般廃棄物焼却施設）
排出ガス中のダイオキシン類濃度測定結果（単位：ng-TEQ/m3N）

項 目 R1 R2 R3 R4

種
類
組
成

（乾
燥
ベ
ー
ス

）

紙・布類 63.95% 65.37% 64.35% 61.40%

木・竹・わら類 5.98% 5.02% 6.18% 7.92%

ﾋﾞﾆｰﾙ・合成樹脂
ｺﾞﾑ・皮革類

13.38% 10.56% 14.63% 13.48%

厨芥類 14.39% 17.90% 13.88% 13.65%

不燃物類 1.25% 0.18% 0.00% 2.40%

その他 1.05% 0.97% 0.96% 1.15%

合 計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

単位容積重量(kg/㎥) 150 180 145 123

三
成
分

水分 51.21% 52.73% 49.07% 45.70%

灰分 4.97% 3.85% 4.07% 8.20%

可燃物 43.82% 43.42% 46.86% 46.10%

低位発熱量* 7,580kJ/kg(wet) 6,699kJ/kg(wet) 8,460kJ/kg(wet) 7,426kJ/kg(wet)

施設名称
田辺市ごみ処理場
（一般廃棄物焼却施設）

所在地 田辺市元町2291-6

供用開始 平成８年４月

処理能力及び
方式等

ごみ焼却炉 150ｔ/日（75t/24ｈ×２炉）

焼却方式 ストーカ式

准連続燃焼式焼却炉

付帯設備
犬猫焼却炉 数体用 100kg（５体）/回

一体用 20kg（１体）/回

測定項目 R1 R2 R3 R4 排出基準

1号焼却炉 0.00079 0.02 0.00038 0.037
5.00 

2号焼却炉 0.01 0.01 0.002 0.05

＜１ng(ﾅﾉｸﾞﾗﾑ)=10億分の1グラム＞



容器包装プラスチック
中身の商品が消費
されたり、商品と分
離された場合に不要
となるプラスチック
製の容器や包装のこ
と。「容器」は商品
を入れるもの（袋を
含む）、「包装」は
商品を包むもの。

⑵ 容器包装プラスチック*リサイクル施設
2007年（平成19年）9月から容器包装プラスチッ

クリサイクル施設が稼働しています。
本施設では、家庭系のプラスチックごみを容器

包装プラスチック、ペットボトル、その他のプラ
スチックなどに選別しています。容器包装プラス
チックは１㎥に圧縮こん包し、リサイクル業者に
引き渡します。

施設の概要

⑶ ペットボトル洗浄施設
ペットボトル洗浄施設では、容器包装プラスチックリサイクル施設で選別

されたペットボトルと、拠点回収により収集したペットボトルのラベルやふた
を取り除き、洗浄し、リサイクル業者に引き渡します。

⑷ 溝土一時保管場所
溝土の一時保管に利用しています。

施設の概要

⑸ ストックヤード施設
15画を整備し、資源物及び埋立ごみの一時保管に利用しています。

施設の概要
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施設名称 溝土一時保管施設
所在地 田辺市元町2291-6
供用開始 令和４年３月
施設規模 施設面積 82.16㎡ 容量93.75㎥
区画数 １区画

施設名称 ストックヤード
所在地 田辺市元町2291-6
供用開始 平成13年３月
施設規模 約1,300㎡（作業スペース含む）

仕
様
内
容

区画数 15区画

内訳

23.8㎡×６区画
処理困難物、缶（スチール、アルミ）、
びん（無色、茶色、その他）

50.0㎡×４区画（埋立てごみ等）
49.9㎡×５区画（分別作業等）

施設名称
田辺市ごみ処理場
（容器包装プラスチックリサイクル施設）

所在地 田辺市元町2291-6

供用開始 平成19年9月

処理能力 4.9t/日

設
備
内
容

投入ホッパー 4.6㎡

破袋機 一軸揺動刃物式 1.24t/h

磁気選別機
永磁式マグネットドラム 1.24t/h
1000ガウス

定量供給装置 ベルトコンベア ２基 1.24t/h

圧縮梱包機 横型油圧圧縮型 0.98t/h



組合＝紀南環境広域施
設組合（参照：P８）

浸出水
ここでは雨などが埋
立地のごみの中を通っ
て浸出してきた水のこ
と。本市では浸出水処
理施設において適正に
処理しています。
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⑹ 自走式破砕機
自走式破砕機は、ストックヤード施設で選別保管された埋立てごみ及び可
燃性粗大ごみ等の破砕処理を行っています。

施設の概要

第９節 最終処分

中間処理した後にリサイクルできないもの（埋立てごみ及び焼却施設から発
生する焼却残さ）について埋立処分を行っていますが、容器包装プラスチック
リサイクル施設の稼動などリサイクルの推進により埋立処分されるごみ量の削
減に努めています。そのほか、本市の最終処分場につきましては、不透水層工
事を実施して浸出水*処理施設への負荷の低減に努めるなど、適正な維持管理
を行っています。
本市の処分実績の推移について下表に示します。

最終処分実績の推移 （単位：t/年）

施設名称 自走式破砕機（２台）
所在地 田辺市元町2291-6
供用開始 平成22年7月及び令和５年３月
処理能力 15t/ｈ

仕
様
内
容

名称 コマツBR300S-2 
エンジン形式 直噴ターボ空冷アフタークーラ
定格出力 182PS/2050ｒｐｍ
破砕室寸法 幅1,615mm×長さ1,230mm
カッター寸法 680mm×1,660mm
回転数 19ｒｐｍ
重量 27ｔ

廃棄物の最終処分については、搬入基準を満たす適切な中間
管理を行うとともに、組合*と連携しながら広域最終処分場の
適切な管理運営を図ります。
現有の最終処分場について、施設を廃止するまでの間、浸出

水処理施設等の適正な維持管理に努めます。

【第２次田辺市総合計画（後期基本計画） 後期基本計画 第６章 政策「快適」施策２ 環境 単位施策⑷ごみ・リサイクル】

項目 R1 R2 R3 R4
最終処分量計 5,159 5,532 5,178 5,221 

焼却残さ 2,404 2,200 2,617 2,799 
中間処理残さ 2,755 3,332 2,561 2,422 

総排出量 27,278 27,045 25,866 25,950 
最終処分率 18.9% 20.5% 20.0% 20.1%
*最終処分率(％)＝最終処分量計÷総排出量×100
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最終処分場浸出水処
理施設のダイオキシン
類濃度測定
ダイオキシン類対

策特別措置法に基づ
く測定。国の定める
排出基準内となって
います。

最終処分場の概要

ごみ埋立区域 浸出水処理施設

最終処分場浸出水処理施設のダイオキシン類濃度測定*結果（単位：pg-TEQ/ℓ）
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測定項目 R1 R2 R3 R4 排出基準
放流水(処理水) 0.00110 0.00062 0 0.0017 10
*ｐg(ピコグラム)：1pg=１兆分の1ｸﾞﾗﾑ

施設名称 田辺市ごみ処理場（一般廃棄物最終処分場）

所在地 田辺市元町2291-6

供用期間 平成８年４月～令和３年６月

埋立面積 23,000㎡

埋立容量 215,864㎥

貯留構造物

形式 重力式コンクリートダム

ダムの
規模

延長 93ｍ 高さ 20.5ｍ

天巾 3.6ｍ 底巾 16ｍ

遮水工 鉛直遮水工（カーテングラウチング）

浸出水処理
施設

処理能力 240㎥/日

処理方式
前処理＋生物処理（回転円盤）＋

凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着＋滅菌

その他施設 浸出水調整槽 沈砂池
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最終処分場浸出水処理施設からの放流水の水質検査結果

項目 単位 R1 R2 R3 R4 排出基準

生
活
環
境
項
目

pH(水素イオン濃度） 7.1 7.3 7.6 7.3 5.8以上8.6以下

BOD（生物化学的酸素要求量） mg/ℓ 2.0 - - - 60

COD（化学的酸素要求量） mg/ℓ 5.0 2.8 3.2 1.7 90

SS（浮遊物質） mg/ℓ 0.7 - - - 60

Ｔ－Ｎ（全窒素） mg/ℓ 29.3 31.0 33.0 30.0 120

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ(鉱油類含有量) mg/ℓ - - - - 5

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ(動植物油脂含有量) mg/ℓ - - - - 30

ﾌｪﾉｰﾙ類 mg/ℓ - - - - 5

銅 mg/ℓ - - - - 3

亜鉛 mg/ℓ - - - - 2

鉄 mg/ℓ - - - - 10

マンガン mg/ℓ - - - - 10

全クロム mg/ℓ - - - - 2

大腸菌郡数 個/ℓ - - - - 3,000

全りん mg/ℓ - - - 0.02 16

有

害

物

質

アルキル水銀 mg/ℓ - - - - 検出されないこと

総水銀 mg/ℓ - - - - 0.1

カドミウム及びその化合物 mg/ℓ - - - - 0.1

鉛及びその化合物 mg/ℓ - 0.09 - - 0.1

有機りん化合物 mg/ℓ - - - - 1

六価クロム及びその化合物 mg/ℓ - - - - 0.5

ひ素及びその化合物 mg/ℓ - - - - 0.1

1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ - - - - 0.02

シアン化合物 mg/ℓ - - - - 1

トリクロロエチレン mg/ℓ - - - - 0.1

テトラクロロエチレン mg/ℓ - - - - 0.1

ジクロロメタン mg/ℓ - - - - 0.2

四塩化炭素 mg/ℓ - - - - 0.02

1,2-ジクロロエタン mg/ℓ - - - - 0.04

1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ - - - - 0.2

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ - - - - 0.4

1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ - - - - 3

1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ - - - - 0.06

PCB（ポリ塩化ビフェニル） mg/ℓ - - - - 0.003

チウラム mg/ℓ - - - - 0.06

シマジン mg/ℓ - - - - 0.03

チオベンカルブ mg/ℓ - - - - 0.2

ベンゼン mg/ℓ - - - - 0.1

セレン及びその化合物 mg/ℓ - - - - 0.1

1,4ジオキサン mg/ℓ - - - - 0.5

そ
の
他

ほう素及びその化合物 mg/ℓ - - - - 10 ※1

ふっ素およびその化合物 mg/ℓ - - - - 8 ※2

アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物、及び硝酸化合物

mg/ℓ 13.2 27.2 32.0 28.0 100 ※3

*｢-｣検出されず

*1：1ﾘｯﾄﾙにつき、ほう素50mg以下

*2：1ﾘｯﾄﾙにつき、ふっ素15mg以下

*3：1ﾘｯﾄﾙにつき、ｱﾝﾓﾆｱ性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量200mg以下



第10節 し尿処理

本市のし尿及び浄化槽汚泥の処理については、旧田辺市の地域及び龍神行政
局管内は、田辺市周辺衛生施設組合で処理を行っています。また、中辺路行政
局管内及び大塔行政局管内は富田川衛生施設組合で、本宮行政局管内は紀南環
境衛生施設事務組合で処理を行っています。また、し尿及び浄化槽汚泥の収集
運搬については、本市が許可する12業者で収集を行っています。

し尿処理施設の概要

し尿及び浄化槽汚泥収集量の推移 （単位：㎘/年）

※各収集量については、小数点以下を四捨五入しているため、各計と内訳が一致
しないことがある。
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項 目 R1 R2 R3 R4

し尿

旧田辺地域 5,255 4,486 4,069 3,718
龍神行政局管内 1,066 866 731 907
中辺路行政局管内 638 585 566 555
大塔行政局管内 307 296 290 299
本宮行政局管内 998 1,017 946 918
合 計 8,264 7,250 6,602 6,397

浄化槽汚泥

旧田辺地域 22,662 23,701 24,736 24,233
龍神行政局管内 2,149 2,180 2,286 2,045
中辺路行政局管内 1,030 1,104 981 1,053
大塔行政局管内 1,063 1,168 1,091 1,098
本宮行政局管内 1,707 1,625 1,650 1,639
合 計 28,611 29,778 30,744 30,068

合計

旧田辺地域 27,917 28,187 28,805 27,951
龍神行政局管内 3,215 3,046 3,017 2,952
中辺路行政局管内 1,668 1,689 1,547 1,608
大塔行政局管内 1,370 1,464 1,381 1,397
本宮行政局管内 2,705 2,642 2,596 2,557
合 計 36,875 37,028 37,346 36,465

組合名及び
施設名

田辺市周辺衛生施設組合 富田川衛生施設組合 紀南環境衛生施設事務組合
清浄館 白鳥苑 南清園

構成市町村 田辺市、みなべ町
田辺市、白浜町、
上富田町

田辺市、新宮市、北山村、
三重県御浜町、三重県紀宝町

所在地 田辺市新庄町1177-3
西牟婁郡白浜町十九
渕274-1

新宮市新宮8002-9

処理能力 170㎘/日 75㎘/日 98㎘/日

処理方式
高負荷脱窒素処理＋高度
処理（砂ろ過＋活性炭吸
着）

標準脱窒
前脱水型高負荷脱窒素処理
＋高度処理（活性炭吸着）

運転方式 委託 直営 直営

汚泥処理
方 式

焼却 焼却 焼却

供用開始
年 月

平成７年４月 平成18年4月 平成29年4月
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田辺市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成17年５月１日要綱第25号
改正 平成19年３月30日要綱第４号

平成20年３月31日要綱第４号
平成27年９月28日要綱第４号
平成28年３月31日要綱第１号
平成31年３月29日要綱第２号
令和２年３月27日要綱第３号

（趣旨）
第１条 この要綱は、生活排水による公共用水
域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置す
る者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する
ことについて、田辺市補助金等交付規則（平成
17年田辺市規則第47号。以下「規則」とい
う。）に定めるもののほか、必要な事項を定め
るものとする。
（定義）
第２条 この要綱において、「浄化槽」とは、
浄化槽法（昭和58年法律第43号。以下「法」と
いう。）第２条第１号に規定する浄化槽のうち、
生物化学的酸素要求量（以下この条において
「ＢＯＤ」という。）の除去率が90％以上、放
流水のＢＯＤが20㎎／ι（日間平均値）以下の
性能を有するものをいう。
（補助対象地域）
第３条 補助金の交付対象となる地域（以下
「補助対象地域」という。）は、本市の行政区
域とする。ただし、次に掲げる区域を除くもの
とする。
(１) 下水道法（昭和33年法律第79号）第５条

第１項第５号に規定する予定処理区域（同
法第４条第１項の規定により国土交通大臣
又は知事の認可を受けた同項の事業計画に
おいて定められたものに限る。）

(２) 集落排水事業の実施地区又はおおむね５
年以内にその供用開始が確実に見込まれる
と市長が認めた地区

(３) コミュニティプラント、小規模集合排水
処理施設整備事業その他の排水処理施設整
備事業の実施区域又はおおむね５年以内に
その供用開始が確実に見込まれると市長が
認めた区域

（補助対象となる浄化槽）
第４条 補助金の交付対象となる浄化槽は、合
併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指
針（平成４年10月30日付け衛浄第34号。厚生省
生活衛生局水道環境部浄化槽対策室長通知）に
適合する浄化槽とする。ただし、10人槽以下の
浄化槽にあっては、全国浄化槽推進市町村協議
会（以下「全浄協」という。）に登録されたも
のとする。
（補助対象者）
第５条 補助金の交付を受けることができる者
（以下「補助対象者」という。）は、補助対象
地域内において、次に掲げる建物に処理対象人
員が50人以下の浄化槽を設置しようとする者と
する。
(１) 住宅（専ら自らの住居の用に供する建物

又は延べ床面積のおおむね２分の１以上を
自らの住居の用に供する建物をいう。以下
同じ。）

(２) 飲食店その他排水の状況がこれに類する
と市長が認める建物

(３) 町内会館その他これに類すると市長が認
める建物

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、
補助金の交付を受けることができない。
(１) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第

６条第１項の規定による確認の申請又は法
第５条第１項の規定による届出を行わずに

浄化槽を設置する者
(２) 住宅を借りている者で所有者の承諾が得

られないもの
(３) 販売の目的で浄化槽付きの住宅を建築す

る者
(４) 市町村税を滞納している者
(５) 既設の浄化槽を更新する者。ただし、災

害に伴い更新する者を除く。
(６) 市内で浄化槽の設置された住宅（賃貸住

宅を除く。）に居住している者で、住宅を
新築し、建て替え又は増改築するもの（当
該住宅に居住している者の一部の者が別の
住宅を新築する場合を除く。）。ただし、
災害に伴い住宅を新築し、建て替え又は増
改築するものを除く。

（補助）
第６条 市長は、補助対象者に対し、予算の範
囲内で補助金を交付する。
２ 補助金の額は、別表のとおりとし、浄化槽
の設置に要する費用に相当する額を限度とする。
３ 浄化槽の設置に伴い、浄化槽法の一部を改
正する法律（平成12年法律第106号）附則第２
条に規定する既存単独処理浄化槽（以下「既存
単独処理浄化槽」という。）の撤去が必要な場
合は、当該撤去に要する費用に相当する額（90
千円を限度とする。）を前項に規定する補助金
の額に加算する。
４ 浄化槽への改造に伴う配管設備（浄化槽に
接続される排水管及びますをいう。以下同
じ。）の整備が必要な場合は、当該整備に要す
る費用に相当する額（ 300千円を限度とす
る。）を第２項に規定する補助金の額に加算す
る。ただし、前条第１項第３号に該当する場合
は、加算しない。
（交付申請）
第７条 規則第４条の規定により補助金交付申
請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
ただし、第３号及び第４号の規定については、
10人槽以下の浄化槽に限るものとする。
(１) 和歌山県浄化槽取扱要綱（平成13年３月

13日制定。以下「県浄化槽要綱」とい
う。）の規定により市長に提出した浄化槽
設置計画書又は浄化槽設置届出書の受理書
（補助金申請用）

(２) 浄化槽工事見積書（前条第３項又は第４
項に規定する撤去又は整備に係る工事を伴
う場合にあっては、同条第３項又は第４項
に規定する費用を区別して記載したものに
限る。）

(３) 全浄協の登録証
(４) 登録浄化槽管理票（Ｃ票）
(５) 小規模合併処理浄化槽施工技術者特別講

習会修了書又は昭和63年度以降に法第42条
第１項各号に該当することとなった浄化槽
設備士免状の写し

(６) 法定検査（７条・11条検査）受理書
(７) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要

と認める書類
（遅延等の報告）
第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下
「補助事業者」という。）は、当該補助金に係
る事業が予定の工事期間内に完了しない場合又
は遂行が困難となった場合は、当該補助対象年
度の２月10日までに市長に報告して、その指示
を受けなければならない。
（実績報告）
第９条 規則第11条に規定する補助事業実績報
告書は、補助金に係る事業の完了後１月を経過
した日又は当該年度の３月31日のいずれか早い
日までに、次に掲げる書類を添付して、市長に
提出しなければならない。



(１) 県浄化槽要綱の規定により保健所長に提
出し受理された浄化槽設置完了届（補助金
申請用）

(２) 浄化槽工事自主検査チェック票
(３) 工事写真（カラーコピー可）
(４) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者

との業務委託契約書の写し
(５) 法第11条検査契約証明書の写し
(６) 浄化槽工事又は浄化槽工事を含む請負工

事のために補助事業者が支払った額に係る
領収書（第６条第３項又は第４項に規定す
る撤去又は整備に係る工事を伴う場合に
あっては、同条第３項又は第４項に規定す
る費用を区別して記載するもの）の写し。
ただし、工期の都合上等により領収書の写
しを添付できない事情がある場合には、補
助事業者宛ての請求書の写し及び補助事業
者の浄化槽設置工事費支払確約書を添付す
るものとする。

(７) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会の保
証登録証

(８) 既存単独処理浄化槽の撤去を伴う場合は、
当該撤去に係る工事写真（着工前並びに清
掃、撤去及び処分の実施が写真により確認
できるもの）、産業廃棄物管理票(マニ
フェスト)Ｅ票の写し及び当該既存単独処
理浄化槽に係る浄化槽使用廃止届出書の写
し（第６条第３項に該当する場合に限る。）

(９) 配管設備に係る工事写真（第６条第４項
に該当する場合に限る。）

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要
と認める書類

（設置工事の確認）
第10条 市長は、補助金に係る事業を適正に執
行させるため、浄化槽の設置工事の状況をその
施工現場において確認するものとする。
（補助事業者の責務）
第11条 補助事業者は、県浄化槽要綱の定める
ところにより法に基づく保守点検及び清掃を定
期的に実施し、常にその機能が良好な状態で保
持できるよう維持管理しなければならない。
２ 補助事業者は、浄化槽の使用開始後３月を
経過した日から５月以内に法第７条の規定によ
る水質検査（次項において「７条検査」とい
う。）を受けるとともに、その後１年に１回、
11条検査を受けなければならない。
３ 補助事業者は、次に掲げる結果を市長に報
告しなければならない。この場合において、第
２号及び第３号に規定する結果については、当
該浄化槽を使用する間、これを報告しなければ
ならない。
(１) ７条検査の結果
(２) 法第10条第１項の規定による保守点検及

び清掃の結果
(３) 11条検査の結果
（報告等）
第12条 市長は、補助事業者に対し、補助金に
係る事業の実施状況又は浄化槽の管理状況につ
いて必要な調査を行い、又は報告を求めること
ができる。
２ 補助事業者は、前項の規定による調査又は
報告の求めに対して協力しなければならない。
（排水処理施設への接続義務）
第13条 補助事業者は、当該地域において公共
下水道の整備がなされたときは、その施設に接
続しなければならない。
（その他）
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な
事項は、市長が別に定める。
附 則

１ この要綱は、平成17年５月１日から施行する。
２ この要綱の施行日の前日までに、合併前の
田辺市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱
（平成14年７月18日制定田辺市要綱）又は本宮
町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（平成４
年本宮町告示第10号）の規定によりなされた手
続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規
定によりなされたものとみなす。
附 則（平成19年３月30日要綱第４号）

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。
附 則（平成20年３月31日要綱第４号）

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。
附 則（平成27年９月28日要綱第４号）

この要綱は、平成27年９月28日から施行する。
附 則（平成28年３月31日要綱第１号）

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。
附 則（平成31年３月29日要綱第２号）

１ この要綱は、平成31年４月１日から施行する。
２ この要綱の施行の日の前日までにこの要綱
による改正前の田辺市浄化槽設置整備事業費補
助金交付要綱の規定により補助金の交付決定を
受けた者については、なお従前の例による。
附 則（令和２年３月27日要綱第３号）
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

別表（第６条関係）

備考 環境に配慮した浄化槽とは、窒素又は燐
除去型浄化槽、再生素材を利用して製作された
浄化槽その他市長が認めた浄化槽をいう。
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人槽区分

補助区分

(１) 住宅（専ら自らの住
居の用に供する建物又は延
べ床面積のおおむね２分の
１以上を自らの住居の用に
供する建物をいう。）

(３) 町内会館その他これ
に類すると市長が認める建
物

(２) 飲食店その他排水の
状況がこれに類すると市長
が認める建物

補助金額

従来型
浄化槽

環境に配慮
した浄化槽

従来型
浄化槽

環境に配慮
した浄化槽

５人槽 332千円 380千円 332千円 380千円

６人槽
414千円 462千円 414千円 462千円

７人槽

８人槽
548千円 596千円 548千円 596千円

10人槽

11人槽 588千円 636千円

939千円 987千円

12人槽 627千円 675千円

13人槽 666千円 714千円

14人槽 705千円 753千円

15人槽 744千円 792千円

16人槽 783千円 831千円

17人槽 822千円 870千円

18人槽 861千円 909千円

19人槽 900千円 948千円

20人槽 939千円 987千円

21人槽 995千円 1,043千円

1,472千円 1,520千円

22人槽 1,048千円 1,096千円

23人槽 1,101千円 1,149千円

24人槽 1,154千円 1,202千円

25人槽 1,207千円 1,255千円

26人槽 1,260千円 1,308千円

27人槽 1,313千円 1,361千円

28人槽 1,366千円 1,414千円

29人槽 1,419千円 1,467千円

30人槽

1,472千円 1,520千円31人槽以上
2,037千円 2,085千円

50人槽以下
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第３次温室効果ガス排出抑制等田辺市実行計画

平成30年３月策定

第1章 はじめに

１ 気候変動の影響
私たちの住む社会は、産業革命以降、化石燃

料をエネルギーとして利用することで大きく発
展し、暮らしの様々な面において豊かさを享受
してきました。その一方で、こうした人間活動
の拡大は、二酸化炭素をはじめとする温室効果
ガスの大気中の温度を上昇させるとともに、そ
の吸収源となる森林の消失を招き、地球の温暖
化を引き起こしてきました。
気候変動に関する政府間パネル※１（以下

「IPCC」という）が2014（平成26）年に取りま
とめた第５次評価報告書統合報告書によれば、
「温暖化には疑う余地がない」「人間活動が20
世紀半ば以降に観測された温暖化の要因である
可能性が極めて高い（95％）」と評価されてい
ます。
さらに、世界の平均地上気温は今世紀末まで

に、最悪の場合で最大4.8℃（1986（昭和61）年
～2005（平成17）年基準）上昇するとの予測が
公表されています。
地球温暖化問題は、その予想される影響の大

きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に関わ
る安全保障の問題と認識されており、最も重要
な環境問題の一つとされています。地球温暖化
対策推進法第１条において規定されているとお
り、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼす
こととならない水準で大気中の温室効果ガスの
濃度を安定化させ、地球温暖化を防止すること
は人類共通の課題とされています。

２ 地球温暖化を巡る国際的な動向
このような地球温暖化問題に関する国際的な

対応が1990年代から進められ、大気中の温室効
果ガスの濃度を安定化させることを究極の目的
とした「気候変動に関する国際連合枠組条約
（以下「条約」という。）」が1992（平成４）
年に採択されて以降、締約国会議（COP）が1995
年から毎年開催され、世界での温室効果ガス排
出削減に向けて、精力的な議論が行われてきま
した。

1997（平成９）年に京都で開催された第３回
締約国会議（COP3）では「京都議定書」が採択
され、先進国の温室効果ガス排出量の削減目標
について法的拘束力のある数値目標が定められ
ました。
その後、2015（平成27）年12月、フランス・

パリで開催された第21回締約国会議（COP21）に
おいて、京都議定書以来18年ぶりの新たな法的
拘束力のある国際的な合意文書となるパリ協定
が採択されました。
パリ協定は、国際条約として初めて「世界的

な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃よ
り十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を
追求すること」という全世界共通の新たな目標
が掲げられました。

３ 地球温暖化対策を巡る国内の動向
日本では、「京都議定書」の中で、2008（平

成20）年から2012（平成24）年までの間に、温
室効果ガスの総排出量を1990（平成２）年比で
６％削減することを公約として掲げました。こ
うしたことを受け、1998（平成10）年に「地球
温暖化対策の推進に関する法律」（以下「温対

法」という。）を制定し、国、地方公共団体、
企業（事業者）、国民が一体となって地球温暖
化対策に取り組むと定められました。
さらに、パリ協定の中で、2030（平成42）年

までに温室効果ガスの総排出量を26％削減する
という新たな公約を掲げました。
こうしたことを受け、温対法第８条に基づい

て策定する我が国唯一の地球温暖化に関する総
合的な計画である「地球温暖化対策計画」が閣
議決定され、地球温暖化対策計画では、地方公
共団体の役割として、自ら率先的な取組を行う
ことにより、区域の事業者・住民の模範となる
ことを目指すべきであるとされています。

４ 田辺市のこれまでの取組
省略 Ｐ26に関係資料掲載

５ 計画の基本的事項
１ 計画の目的
本計画は、温対法に基づき、市が事業者、
消費者として、環境保全に向けた行動を自ら
率先し積極的に実行することにより、環境へ
の負荷を低減するとともに、市民、事業者の
環境保全に配慮した自主的な取組を促進する
ことを目的とします。
２ 計画期間
計画期間は、平成30年度から平成34年度ま
での５ヶ年とし、この間の実積や技術的状況
等を踏まえ、適宜見直しを行う。
３ 計画の適用範囲
本計画で対象とする事務事業の範囲は、全
ての事務事業となります。
また、指定管理者に施設の管理・運営を委
託している施設については、前計画では対象
範囲外としていましたが、本計画から対象範
囲内とします。

第２章 温室効果ガス排出状況
省略 Ｐ27に関係資料掲載

第３章 二酸化炭素の排出削減に向けて
１ 取組の内容
本計画を推進するにあたり、基本的に取り
組むべき目標を下記に示し、環境にやさしい
行動計画として、具体的に取り組む内容につ
いて定め、取組状況等を毎年点検分析するこ
とにより本計画の着実な進行を図ります。
⑴ 電気使用量の削減
① 冷暖房使用時は、室内温度を冷房時
28度以上、暖房時19度以下とする。
② エアコンフィルターの清掃を徹底す
る。
③ 冷暖房使用時の窓、出入り口の開放
禁止を徹底する。
④ ウォーム・ビス、クール・ビズに積
極的に取り組む。
⑤ 「節電」の張り紙をし、電力消費の
削減を励行する。
⑥ 一時的に使用する部屋の消灯と昼休
みにおける窓口業務以外の消灯を励行
する。
⑦ 照明器具等の使用は勤務時間内で
あっても必要最小限のものとし、残業
時においては特にその徹底に努める。
⑧ 蛍光灯管数の減灯に努める。
⑨ 昼休みにおける使用しないOA機器等
の電源を切る。また、退庁時のＯＡ機
器の電源オフを徹底する。



⑩ 電気ポット棟消費電力の大きなものは
節電の徹底を図る。
⑪ 基本的に個人用の冷暖房機器の使用を
禁止する。
⑫ エアコン、照明器具及びコピー機等の
OA機器の更新時には省エネルギー（省
CO2）型の機器の購入を優先する（LED化
等）。
⑬ 長期間使用しない電気機器のコンセン
トを抜き、待機電力の消費を抑制する。
⑭ 事務改善による定時退庁を推進する。
特にノー残業デーの徹底を図る。
⑮ 上下階の移動は階段を利用し、エレ
ベーターの運行を削減する。

⑵ 節水の推進及びガス使用量の削減
① 節水の徹底を職員に啓発する。
② 水利用施設の新設、更新時は節水型設
備を優先して導入する。
③ ガス器具（給湯器、コンロ等）は適正
利用し、特に給湯器の種火は付けたまま
にしない。

⑶ 化石燃料使用量の削減
① アイドリングストップ、急発進・急加
速をしない運行を励行する。
② 公用車の整備及び維持管理（適正な空
気圧等）を徹底し、適正な運行を図る。
③ 公用車更新時は低燃費型車両及び必要
最低限の大きさの車両を導入するととも
に、クリーンエネルギー自動車（ハイブ
リッド自動車等）の導入を検討する。
④ 近隣地への移動は徒歩、自転車及び単
車を利用する。
⑤ 自動車通勤の職員に対し「相乗り通
勤」の実行を啓発する。
⑥ 公用車使用時は可能な限りカーエアコ
ンの使用を控える。
⑦ 施設等における燃料（灯油・Ａ重油
等）使用量の削減を図る。

⑷ 用紙類使用量の削減
① 両面コピーを徹底し、部数の多い場合
は印刷機を使用する。
② 会議資料等は必要部数を精査し、用紙
使用量を削減する。
③ コピー、印刷をするときは内容を確認
し、ミスプリントの発生をなくす。
④ コピー、印刷をするときは可能な限り
１枚の用紙に複数ページを印刷（N-UP機
能等）する。
⑤ A3判印刷等を削減し、コピー印刷の際
は可能な限り縮小印刷を行う。
⑥ パソコンから印刷する際には、印刷プ
レビューを活用し無駄な用紙の印刷をな
くす。
⑦ ミスプリント用紙をメモ用紙に利用す
るなど有効利用を図る。
⑧ 不必要なFAX送付状は省略する。
⑨ 庁内ネットワークを活用することで文
書の電子化を図り、ペーパーレスを推進
する。
⑩ 会議では、封筒を使用しないように努
める。
⑪ 使用済み封筒は、再利用するよう努め
る。

⑸ 廃棄物の減量とリサイクルの推進
① 紙類ごみの分別を徹底し、リサイクル
を推進する。
② シュレッダーの使用は機密文書に限定
し、必要最小限とする。

③ ごみ減量のため使い捨て商品等の購
入を抑えるとともに、資源ごみやペッ
トボトル等の分別を徹底し、リサイク
ルを推進する。
④ コピー機、プリンター等の使用済み
トナーカートリッジは再生使用を行う。
⑤ 各課で不要となった備品等の有効利
用のため、グループウェアの庁内掲示
板を活用する。

⑹ グリーン購入の推進
① 事務用品及び単価契約物品等は「田
辺市グリーン購入基本方針」の判断基
準を満たすものの購入を促進する。
② 事務用紙、紙製品及び印刷物等につ
いては基本的に再生紙とする。
③ 保管している事務用品は定期的に点
検し、有効活用を図る。

⑺ 環境に配慮した建設工事等の推進と施
設の適正管理
① 建設重機等から発生する騒音・振
動・大気汚染を可能な限り抑制する。
② 建設副産物の再利用を促進する。
③ 工事条件等を配慮し、再生材料の使
用や建設廃材の抑制を促進する。
④ 工事に伴う濁水流出の軽減を図る。
⑤ マニフェスト管理の徹底と適正処理
の確認を図る。
⑥ 公共事業に関しては「田辺市グリー
ン購入基本方針」の判断基準を満たす
資材等の使用に努める。
⑦ 公共施設の建設や改築、設備の更新
等については、新エネルギーの導入を
促進するとともに省エネルギー（省
CO2）、省資源等環境に配慮した設計を
行う。
⑧ 業務用空調機器及び業務用冷凍冷蔵
機器は、「フロン類の使用の合理化及
び管理の適正化に関する法律（2015
（平成27）年４月１日施行）」に基づ
き、適正な管理に努める。

⑻ 自然環境の保全
① 環境に配慮した緑化の計画的な推進
や植え込み等の適正な管理を図る。
② 施設等の整備にあたっては、大気環
境の確保、水域等の生態系の確保、計
画保全、歴史文化的環境の配慮に努め、
地域周辺の自然環境との調和を図る

⑼ 環境に関する研修
① 職員の環境保全の意識向上を図るた
め、環境研修の充実を図る。
② 環境保全の意識向上を図るため、環
境に関する情報の提供を図る。

２ 計画の目標
本計画の目標として、前計画に引き続き、

上記の環境にやさしい行動計画を着実に進
行していくことで、温室効果ガス排出削減
に取り組んでいきますが、計画期間中には
新庁舎や新武道館の整備、斎場の建て替え、
全小中学校へのエアコン導入など、今後も
排出量の増加が見込まれます。
本計画では、これら公共事業が予定され

ていることから、具体的な削減目標は設け
ないものの、公共施設の建設や設備更新に
あたっては、新エネルギーの導入や省エネ
ルギーに配慮した設計を行うことで、排出
量増加を抑制していくこととします。
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３ 計画の推進・管理
本計画を効果的に推進するため、必要な役
割や責任を定め、職員に周知する。
⑴ 推進体制
① 実行計画推進委員会
〇 本計画を効果的に推進するため、
田辺市実行計画推進委員会（以下
「推進委員会」という。）を設置す
る。
〇 推進委員会は、両副市長、教育長、
部長級職員をもって構成する。
〇 委員会の委員長は、市民環境部に
属する事務を担当する副市長が務め
る。
〇 本計画を円滑に実行するため、実
行計画推進管理者（以下「推進管理
者」という。）を設置する。
〇 推進管理者は市民環境部長とする。

② 実行計画推進責任者
〇 各課に実行計画推進責任者（以下
「責任者」という。）を置く。
〇 責任者は、各課等における課長級
にある者とする。
〇 責任者は、課内において本計画の
推進が図られるよう推進員に助言、
指導を行う。
〇 責任者は、推進管理者が実施する
調査に協力する。
〇 責任者は、実行計画関係文書を所
属職員に周知し、保管する。

③ 実行計画推進員
〇 各課に実行計画推進員（以下「推
進員」という。）を置く。
〇 推進員は、各課等における係長級
にある者１名とし、各係において係

長相当職の者がいない場合は所属す
る課等の課長級の者が、責任者及び
推進員を兼務することとする。
〇 推進員は、課内において本計画の
推進が図れるよう所属職員に助言、
指導を行う。

④ 事務局
〇 推進管理者の補助機関として環境
課に事務局を置く。
〇 事務局は、目標の素案及び修正案
を作成し、推進管理者に提出する。
〇 事務局は、推進管理者の指示を推
進員に伝達する。

⑵ 点検
〇 推進員は、課内における実施状況を
月ごとに取りまとめ、「温室効果ガ
ス削減取組点検表」と「燃料使用量
報告書」を事務局に報告する。

〇 推進委員会は、本計画に沿った行動
が継続的に行われているか、取組状
況を定期的に把握する。

⑶ 公表
本計画の取組結果については、公表し、

啓発に努めます。
⑷ 見直し
推進委員会は、内部監査、技術の進歩等

を踏まえ、取組内容等について、所要の修
正を加えるなど見直しを行います。
⑸ その他
指定管理者制度を導入している施設につ

いては、受託事業者に対して、可能な限り、
本計画と同様の取組を実施するよう、要請
します。

温室効果ガス排出抑制等田辺市実行計画推進委
員会設置要綱

（設置）
第１条 田辺市における温室効果ガス排出抑制
等（以下「脱炭素」という。）に係る施策を総
合的かつ計画的に推進するため、温室効果ガス
排出抑制等田辺市実行計画（以下「実行計画」
という。）に基づき、実行計画推進委員会（以
下「推進委員会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条 推進委員会の所掌事項は、次のとおり
とする。
⑴ 実行計画の推進に関すること。
⑵ 脱炭素に係る施策の総合調整に関するこ
と。

⑶ 前２号に掲げるもののほか、脱炭素の推
進に必要な事項に関すること。

（組織）
第３条 推進委員会は、委員長、副委員長及び
委員をもって組織する。
２ 委員長は、環境部担当副市長をもって充て、
副委員長は、他の副市長及び教育長をもって充
てる。
３ 委員は、部長の職及びこれに相当する職に
ある者をもって充てる。

（推進委員会）
第４条 推進委員会の会議（以下この条におい
て「会議」という。）は、委員長が招集する。
２ 委員長は、推進委員会を総括し、会議の議
長を務める。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事
故があるときは、あらかじめ委員長が定める順
序により、その職務を代理する。
４ 委員長が必要と認めるときは、会議に委員
以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
（実行計画推進管理者）
第５条 所掌事務を全庁的に推進するため、実
行計画推進管理者（以下「推進管理者」とい
う。）を置く。
２ 推進管理者は、環境部長をもって充てる。
（実行計画推進責任者）
第６条 所掌事務を全庁的に推進するため、各
課に実行計画推進責任者（以下「推進責任者」
という。）を置く。
２ 推進責任者は、課長の職及びこれに相当す
る職にある者をもって充てる。
（実行計画推進員）
第７条 各課に実行計画推進員（以下「推進
員」という。）を置く。
２ 推進員は、係長の職及びこれに相当する職
にある者をもって充てる。



（専門部会）
第８条 推進委員会に専門部会を置く。
２ 専門部会は、部会長及び部会員をもって組
織し、脱炭素に関する取組事項の検討及び内容
の精査等を行う。
３ 部会長は、環境部環境課長をもって充てる。
４ 部会員は、必要に応じて部会長が指名する。
５ 部会長が必要と認めるときは、前項に規定
する者以外の職員を部会員に加えることができ
る。
６ 部会長が必要と認めるときは、会議に部会
員以外の者を出席させて意見を聴くことができ
る。

（庶務）
第９条 推進委員会及び専門部会の庶務は、環
境部環境課環境企画係において処理する。
（委任）
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進委
員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に
定める。
附 則
この要綱は、令和４年８月１日から施行する。
附 則
この要綱は、令和５年10月１日から施行する。

田辺市グリーン購入基本方針

平成17年５月１日策定

１ 目的
この方針は、製品の購入及び印刷物の発注並
びにこれらの物品の使用及び廃棄に際して、田
辺市が環境上配慮すべき事項を定め、市民及び
事業者に率先して、価格や品質だけでなく環境
への負荷ができる限り少ない物品の導入並びに
適切な物品の使用及び廃棄を推進し、もって地
球及び地域環境への負荷の低減に資することを
目的とする。
２ 定義
⑴ グリーン購入：製品等を購入し、若しく
は借り受け、又はサービスの提供を受ける
場合に、価格、品質、利便性、デザインだ
けでなく環境への負荷ができるだけ少ない
ものを優先的に選択することをいう。

⑵ 環境物品：この基本方針において「環境
への負荷ができる限り少ない物品（以下
「環境物品」という。）」とは、その物品
の資源採取から製造、流通、使用、廃棄、
リサイクル等の物品ライフサイクル全体を
通して与える環境への負荷が、他の物品と
比べて低いものをいう。

⑶ 環境物品調達品目：市が重点的にグリー
ン購入を推進する環境物品等の種類

⑷ 判断基準：環境物品調達品目について、
調達するための基準を定めたもの

⑸ 配慮事項：⑶の判断基準とはしないが、
環境物品等を調達するにあたって、さらに
配慮することが望ましい事項（以下「配慮
事項」という。）。

３ 適用範囲
⑴ 市長部局
⑵ 水道部
⑶ 消防本部
⑷ 教育委員会
⑸ 選挙管理委員会
⑹ 監査委員会事務局

⑺ 議会事務局
⑻ 農業委員会事務局
４ 基本原則
⑴ 各課室等において、物品の購入、廃棄等
を行う場合には、環境への負荷が少ないも
のを優先的に選択し低減に努めることとす
る。

⑵ 物品等の調達総量をできるだけ削減する。
特に、グリーン購入を推進することによっ
て物品等の調達量が増加しないようにする。

⑶ 業務に使用するうえで必要のない機能、
品質及び利便性を有する物品等を調達しな
いようにする。

⑷ 環境物品の調達にあたっては、できる限
り、資源採取から廃棄に至る、物品等のラ
イフサイクル全体について環境負荷の低減
を考慮したものを選択する。

⑸ 環境物品等の機能、効果が生かせるよう
長期使用や分別廃棄などを徹底し、環境負
荷の低減が確実に行われるようにする。

⑹ 各課室等は、保管する在庫品の圧縮と適
正管理を徹底する。

５ 対象範囲
グリーン購入に重点的に取り組む対象は次の

とおりとする。
① 紙類 ⑪ 消火器
② 文具類 ⑫ 制服・作業服
③ オフィス家具等 ⑬ インテリア・寝装寝具
④ ＯＡ機器 ⑭ 作業手袋
⑤ 移動電話 ⑮ その他繊維製品
⑥ 家電製品 ⑯ 設備
⑦ エアコンディショナー等 ⑰ 防災備蓄用品
⑧ 温水器等 ⑱ 公共工事
⑨ 照明 ⑲ 役務
⑩ 自動車等 ⑳ その他市で購入す

るもの
６ 環境物品の選定
⑴ 物品等の調達が容易であり、かつ、価格
面においても著しく割高とならないもの。

⑵ ⑴以外で、環境への負荷等を削減するう
えで特に調達すべきもの。

⑶ 環境物品調達品目は、毎年度環境省が発
表する「環境物品等の調達の推進に関する
基本方針」に準ずるものとする。
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７ 判断基準と配慮事項
判断基準、配慮事項は、「環境物品等の調達

の推進に関する基本方針」に準ずるものとする。
８ 物品調達の原則
⑴ 環境物品調達品目に該当する物品等を調
達しようとするときは、判断基準を満たす
環境物品等の中から調達する。また、配慮
事項を満たしているかどうかも考慮する。

⑵ 環境物品調達品目に該当する物品の調達
に当たって、基準を満たす環境物品が調達
できないときは、第三者機関の認定する環
境ラベル製品又はこれと同等のものを調達
する。

⑶ 環境物品調達品目に該当しない品目につ
いても、できる限り環境物品等を調達する。
この場合、第三者機関の認定する環境ラ

ベル製品又はこれと同等のものがある場合
は、これらの製品等を優先して調達するも

のとする。
⑷ 環境物品調達品目以外の環境物品等を調
達しようとする場合に、経費が著しく割高
となるときは、環境物品等でないものを購
入することができる。

９ 情報の提供
⑴ 環境課は、グリーン購入を推進するうえ
で必要な情報を関係者に提供するものとす
る。

⑵ グリーン購入の取組を普及するため、市
民及び事業者に環境への負荷ができる限り
少ない製品に関する情報の提供に努める。

10 その他
この基本方針は、平成24年４月１日から施行

する。

田辺市環境美化条例

平成17年５月１日 条例第113号

（目的）
第１条 この条例は、市、市民等、事業者及び
土地所有者等が一体となって、本市における生
活環境美化の促進を図るための必要な事項を定
めることにより、清潔で美しいまちづくりの推
進に資することを目的とする。
（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる
用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
⑴ 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、
又は市内を通過する者をいう。

⑵ 事業者 市内において事業活動を行う、
又は行おうとするすべての者をいう。

⑶ 土地所有者等 市内において土地を所有
し、占有し、又は管理する者をいう。

⑷ 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、プラ
スチック容器その他の飲食料を収納してい
た容器、たばこの吸い殻、チューインガム
のかみかす、紙くずその他散乱性の高い廃
棄物をいう。

⑸ 回収容器 空き缶等のごみを回収するた
めの容器をいう。

⑹ 自動車等 道路運送車両法（昭和26年法
律第185号）第２条第２項に規定する自動車
及び同条第３項に規定する原動機付自転車
をいう。

⑺ 放置自動車等 正当な権原に基づき置く
ことを認められた場所以外の場所に相当の
期間にわたり放置されている自動車等で、
規則で定めるところにより認定されたもの
をいう。

⑻ 空き地 現に人が使用していない土地
（のり面を含む。以下同じ。）又は人が使
用していても使用していない土地と同様の
状態にある土地をいう。

（市の責務）
第３条 市は、この条例の目的を達成するため
の必要な施策（以下単に「施策」という。）を
総合的に実施するとともに、その実施について、
市民等、事業者、土地所有者等、関係行政機関
及び関係諸団体に対して協力を要請することが

できる。
２ 市は、良好な生活環境を保全するために、
生活環 境美化に関する情報の発信並びに活動
の支援及び育成に努めるものとする。
（市民等の責務）
第４条 市民等は、常に地域の良好な生活環境
の保全に努めるとともに、自ら発生させた空き
缶等のごみを回収容器に収納し、又は持ち帰る
等自らの責任において適正に処理しなければな
らない。
２ 市民等は、自らの身近な地域における生活
環境美化に関する活動に積極的に参加するとと
もに、市が実施する施策に協力するよう努めな
ければならない。
（事業者の責務）
第５条 事業者は、事業所及びその周辺におい
て生活環境美化に関する活動を積極的に推進す
るとともに、市が実施する施策に協力するよう
努めなければならない。
２ 自動販売機により飲食料を販売する事業者
は、その販売によって生ずる空き缶等のごみが
投棄されないように、規則で定めるところによ
り、回収容器を設置し、これを適正に管理しな
ければならない。
（土地所有者等の責務）
第６条 土地所有者等は、その土地が周辺の生
活環境を損なわないように生活環境美化のため
必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施
策に協力するよう努めなければならない。
（環境美化の日）
第７条 市長は、生活環境美化の促進について
市民等、事業者及び土地所有者等の関心と理解
を深めるため、環境美化の日を設けることがで
きる。
（投げ捨て等の禁止）
第８条 市民等及び事業者は、空き缶等のごみ
を投げ捨て、自動車等を放置し、又は自転車を
乗り捨ててはならない。
（空き地の管理）
第９条 空き地の土地所有者等は、その空き地
に繁茂する雑草、枯草又は投棄された廃棄物等
を除去するとともに、周辺の生活環境を損なわ
ないようその空き地の適正な管理に努めなけれ
ばならない。
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（広告看板の管理）
第10条 広告看板を設置しようとする者は、和
歌山 県屋外広告物条例（昭和59年和歌山県条
例第10号）の許可を受けるとともに、当該広告
看板が周辺の景観及び交通の安全等を損なうこ
とのないよう配慮し、これを適正に管理しなけ
ればならない。
（立入調査）
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度
において、その職員に、空き缶等のごみが散乱
し、又は自動車等が放置されている場所に立ち
入り、必要な調査をさせることができる。
２ 前項の規定により立入調査を行う職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求
があったときは、これを提示しなければならな
い。
３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯
罪捜査のために認められたものと解釈してはな
らない。
（勧告）
第12条 市長は、前条第１項の規定による調査
の結果、第８条の規定に違反し、空き缶等のご
みを投げ 捨てた者が判明したときは、その者
に対し、期限を定めて、当該空き缶等のごみを
撤去するよう勧告することができる。
２ 市長は、前条第１項の規定による調査の結
果、自 動車等を放置自動車等と認定したとき
は、その内容を関係機関に通報する等適切な措
置を講ずるとともに、その所有者又は使用者が
判明したときは、その者に対し、期限を定めて、
当該放置自動車等を撤去するよう勧告すること
ができる。
３ 市長は、第５条第２項の規定に違反する事
業者に対しては、期限を定めて、回収容器を設
置し、又はその管理を適正に行うよう勧告する
ことができる。
４ 市長は、第９条又は第10条の規定に違反す
る土地所有者等又は広告看板の設置者に対して
は、必要な指導又は勧告をすることができる。
（命令及び公表）
第13条 市長は、前条各項の規定による勧告を
受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わな
いときは、期限を定めて、当該勧告に従うよう
命ずることができる。
２ 市長は、前項の規定による命令を受けた者
が正当な理由がなく当該命令に従わないときは、
その旨をその者の氏名とともに公表することが
できる。
３ 市長は、前項の規定による公表をしようと

するときは、あらかじめ、当該公表に係る者に
対し、その旨を通知し、弁明の機会を付与する
ものとする。
（処分）
第14条 市長は、第11条第１項の規定による調
査の結果、放置自動車等の所有者又は使用者
（次条第２項までにおいて「所有者等」とい
う。）が判明せず、前２条の規定による勧告及
び命令の措置をとることができない場合は、規
則で定める撤去の告知を行った後、当該放置自
動車等を処分することができる。
２ 市長は、前項の規定による処分を行おうと
する場合は、あらかじめ、規則で定めるところ
により、関係者の意見を聴いた上、当該処分を
行う旨を告示するものとする。
（代執行及び費用の徴収）
第15条 市長は、第13条第１項の規定による命
令を受けた者が放置自動車等を期限内に撤去し
ない場合は、当該放置自動車等を処分し、その
費用を当該所有者等から徴収することができる。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認め
るときは、この限りでない。
２ 市長は、前条第１項の規定による処分を
行った後に、所有者等が判明したときは、その
者から当該処分に要した費用を徴収することが
できる。ただし、市長がやむを得ない理由があ
ると認めるときは、この限りでない。
３ 市長は、空き地の土地所有者等が第13条第
１項の規定による命令を受け、履行期限を過ぎ
てもなおこれを履行しないときは、当該空き地
の雑草等の除去を行うことができるものとし、
その費用は、当該土地所有者等から徴収するこ
とができる。ただし、市長がやむを得ない理由
があると認めるときは、この限りでない。
（委任）
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、
規則で定める。
附 則
１ この条例は、平成17年５月１日から施行す
る。
２ この条例の施行の日の前日までに、合併前
の田辺市環境美化条例（平成13年田辺市条例第
26号）又は中辺路町放置自動車の防止及び適正
な処理に関する条例（平成９年中辺路町条例第
28号）の規定によりなされた処分、手続その他
の行為は、それぞれこの条例の相当規定により
なされたものとみなす。
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田辺市環境美化連絡協議会規約

（名称）
第１条 この会は、田辺市環境美化連絡協議会
（以下「協議会」という。）という。
（目的）
第２条 協議会は、環境に関する団体が連携及
び協力し、各種の啓発事業及び実践活動を展開
することにより、良好な環境の実現に寄与し、
環境保全の意識高揚を図ることを目的とする。
（事業）
第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、
次の事業を行う。
⑴ 環境保全に関する住民への啓発事業及び
実践活動

⑵ 環境に関する研修事業

⑶ その他協議会の目的を達成するために必
要な事業

（組織）
第４条 協議会は、次に掲げる協議会からそれ
ぞれ選任された委員をもって組織する。
⑴ 田辺市環境美化連絡協議会田辺支部 17名以内
⑵ 田辺市環境美化連絡協議会龍神支部 ４名以内
⑶ 田辺市環境美化連絡協議会中辺路支部 ４名以内
⑷ 田辺市環境美化連絡協議会大塔支部 ４名以内
⑸ 田辺市環境美化連絡協議会本宮支部 ４名以内
（役員）
第５条 協議会に次の役員を置く。
⑴ 会長 １名
⑵ 副会長 １名
⑶ 理事 ５名
⑷ 監事 ２名



（役員の選任）
第６条 役員は、総会において委員の中から選
任する。
２ 任期途中において会長、副会長又は監事に
欠員を生じた場合は、役員会において後任の会
長、副会長又は監事を選任することができる。
３ 理事が委員でなくなったときは退任したも
のとみなし、その後任の委員が理事となる。
（役員の職務）
第７条 会長は、協議会を代表し、会務を総理
する。
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があ
るとき又は会長が欠けたときは、会長があらか
じめ指名した順序によって、その職務を代行す
る。
３ 理事は、協議会の円滑な運営を図るため、
会務の事項を処理する。
４ 監事は、会計を監査する。
（役員の任期等）
第８条 役員の任期は、２年とする。ただし、
再任を妨げない。
２ 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間と
する。
３ 会長、副会長又は監事は、委員でなくなっ
た場合又は任期が満了した場合においても、後
任者が選任されるまでは、その職務を行うもの
とする。
（総会及び役員会）
第９条 協議会の会議は、総会及び役員会とす
る。
２ 会議は、会長が招集し、その議長となる。
３ 総会は、毎年度１回開催するものとする。
ただし、役員会において必要と認めたときは、
臨時に開催することができる。
４ 役員会は、会長、副会長及び理事をもって
構成し、会長が必要に応じて開催する。
５ 会長は、必要に応じて、会議に委員以外の
関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴く
ことができる。

（総会の審議事項）
第10条 総会は、次の事項を審議する。
⑴ 規約の制定改廃に関すること。
⑵ 予算及び事業計画に関すること。
⑶ 決算及び事業報告に関すること。
⑷ 前各号に掲げるもののほか、協議会の運

営に係る特に重要な事項に関すること。
（役員会の審議事項）
第11条 役員会は、総会の審議事項のほか、協
議会の運営に係る重要な事項を審議する。
（表決）
第12条 会議の議事は、出席者の過半数で決し、
可否同数の場合は、議長の決するところによる。
（表彰）
第13条 協議会は、地域の環境美化推進に貢献
のあった個人又は団体を表彰することができる。
２ 前項の表彰に関し必要な事項は、会長が別
に定める。
（経費）
第14条 協議会の経費は、市の補助金その他の
収入をもってこれに充てる。
（会計年度）
第15条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に
始まり、翌年３月31日に終わる。
（事務局）
第16条 協議会の事務局は、環境部内に置く。
（その他）
第17条 この規約に定めるもののほか、必要な
事項は、役員会に諮って会長が定める。

附 則
この規約は、平成18年７月３日から施行する。
附 則

この規約は、平成25年7月31日から施行する。
附 則

この規約は、令和５年10月１日から施行する。

100 第４部 資料

田辺市衛生害虫駆除用薬剤購入費補助金交付要綱

平成29年７月制定
（趣旨）
第１条 この要綱は、地域住民の生活環境衛生
の保全と向上を図ることを目的として、自治組
織が衛生害 虫の駆除に必要な防疫用薬剤（以
下「薬剤」という。）の購入費用に対し、補助
金を交付することについて、田辺市補助金等交
付規則（平成17年田辺市規則第 47号。以下
「規則」という。）に定めるもののほか、必要
な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条 この要綱において「薬剤」とは、別表
に示す殺虫剤及び成長抑制剤をいう。ただし、
農薬及び家庭用殺虫剤は、対象外とする。
（補助対象者）
第３条 補助金の交付を受けることができる者
（以下「補助対象者」という。）は、田辺市自
治会連絡協議会に所属する自治組織の長であり、
次の要件を備えるものとする。
⑴ 市内の側溝等に発生する衛生害虫対策と
して使用すること。

⑵ 市内の販売店から購入すること。
⑶ 薬剤の散布等を自治組織に所属する者が
自ら行うこと。

（補助金の額）
第４条 補助金の額は、第２条に規定する薬剤

の購入価格に対し、予算の範囲内で交付するも
のとする。
２ 前項の規定により交付する補助金の額は、
購入価格の２分の１以内とし、100円未満の端
数は切り捨てる。ただし、原則１自治組織
15,000円を限度とする。（実績報告書の添付書
類）
第５条 規則第11条の規定により補助事業実績
報告書に添付すべき書類は、薬剤の領収書の写
しとする。
（補助対象者の責務）
第６条 補助対象者は、薬剤の使用により、衛
生害虫の駆除に努めなければならない。
（その他）
第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な
事項は、市長が別に定める。

附 則
この要綱は、平成29年７月７日から施行し、
平成29年度分の補助金から適用する。

薬剤の種類 薬品名

有機リン系殺虫剤
フェニトロチオン、フェンチオン、
ダイアジノン

ピレスロイド系殺虫剤 フタルスリン

昆虫成長制御剤
ジフルベンズロン、ピリプロキシ
フェン

有機塩素系殺虫剤 オルトジクロロベンゼン



騒音に係る特定施設の排出基準等

騒音規制法に基づく騒音の規制地域、規制基準

騒音指定地域

特定工場等*において発生する騒音の規制基準
（単位：デシベル）

備考
第２種区域、第３種区域又は第４種区域に所
在する次の施設の敷地の周囲おおむね50メート
ル以内の区域における規制基準は、表に定める
値から５デシベルを減じた値とする。
（１）学校教育法（昭和22年法律第26号）第
１条に規定する学校

（２）児童福祉法（昭和22年法律第164号）第
39条第１項に規定する保育所

（３）医療法（昭和23年法律第205号）第１条
の５第１項に規定する病院及び同条第２項
に規定する診療所のうち患者を入院させる
ための施設を有するもの

（４）図書館法（昭和25年法律第118号）第２
条第１項に規定する図書館

（５）老人福祉法（昭和38年法律第133号）第
20条の５に規定する特別養護老人ホーム

（６）就学前の子どもに関する教育、保育等
の総合的な提供の推進に関する法律（平成
18年法律第77号）第２条第７項に規定する
幼保連携型認定こども園

*特定工場等…特定施設を設置する工場・事業場
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区域の
区分

指定地域

第１種
区域

都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１
項第１号の規定による第１種低層住居専用地域

第２種
区域

都市計画法第８条第１項第１号の規定による第１
種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用
地域、第１種住居地域及び準住居地域並びに同
号の規定による用途地域以外の地域

第３種
区域

都市計画法第８条第１項第１号の規定による近
隣商業地域、商業地域及び準工業地域

第４種
区域

都市計画法第８条第１項第１号の規定による工
業地域

時間の区分

区域の区分

朝 昼間 夕 夜間

午前６時
から午前
８時まで

午前８時
から午後
８時まで

午後８時
から午後
10時まで

午後10時
から翌日
の午前６
時まで

第１種区域 45 50 45 40

第２種区域 50 55 50 45

第３種区域 60 65 60 55

第４種区域 65 70 65 60

和歌山県公害防止条例に基づく排出基準
(単位：デシベル）

備考
１ 第２種区域（Ⅰ）、第２種区域（Ⅱ）、第
３種区域又は第４種区域の区域内に所在する次
に掲げる施設の敷地の周囲おおむね５０メート
ルの区域内における当該基準は、この表の時間
の区分及び区域の区分に応じて定める値から５
デシベルを減じた値とする。
（１） 学校
（２） 保育所
（３） 病院及び診療所
（４） 図書館
（５） 特別養護老人ホーム
（６） 幼保連携型認定こども園

２ 第１種区域、第２種区域（Ⅰ）、第２種区
域（Ⅱ）、第３種区域及び第４種区域とは、そ
れぞれ次の各号に掲げる区域をいう。
（１）第１種区域 第１種低層住居専用地域

及び第２種低層住居専用地域
（２）第２種区域（Ⅰ） 和歌山市、海南市、

橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮
市及び用途地域の定めのある町村の地域
のうち第１種中高層住居専用地域、第２
種中高層住居専用地域、第１種住居地域、
第２種住居地域、準住居地域及び用途地
域以外の区域

（３）第２種区域（Ⅱ） 紀の川市及び岩出
市の地域のうち第１種中高層住居専用地
域、第２種中高層住居専用地域、第１種
住居地域、第２種住居地域、準住居地域
及び用途地域以外の区域並びに用途地域
の定めのない町村の全域

（４）第３種区域 近隣商業地域、商業地域
及び準工業地域

（５）第４種区域 工業地域及び工業専用地
域

時間の区分

区域の区分

朝 昼間 夕 夜間

午前６時
から午前
８時まで

午前８時
から午後
８時まで

午後８時
から午後
１０時ま
で

午後１０
時から翌
日の午前
６時まで

第１種区域 45 50 45 40

第２種区域（Ⅰ） 50 55 50 45

第２種区域（Ⅱ） 50 60 50 45

第３種区域 60 65 60 55

第４種区域 65 70 65 60
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振動に係る特定施設の排出基準等

振動規制法に基づく振動の規制地域、規制基準

振動規制地域

特定工場等において発生する振動の規制基準
（単位：デシベル）

備考
第１種区域又は第２種区域に所在する次の

施設の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区
域における規制基準（第１種区域にあっては、
夜間を除く。）は、表に定める値から５デシベ
ルを減じた値とする。
（１）学校教育法（昭和22年法律第26号）第
１条に規定する学校

（２）児童福祉法（昭和22年法律第164号）第
39条第１項に規定する保育所

（３）医療法（昭和23年法律第205号）第１条
の５第１項に規定する病院及び同条第２項
に規定する診療所のうち患者を入院させる
ための施設を有するもの

（４）図書館法（昭和25年法律第118号）第２
条第１項に規定する図書館

（５）老人福祉法（昭和38年法律第133号）第
20条の５に規定する特別養護老人ホーム

（６）就学前の子どもに関する教育、保育等
の総合的な提供の推進に関する法律（平成
18年法律第77号）第２条第７項に規定する
幼保連携型認定こども園

区域の区分指定地域

第１種区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第８条第
１項第１号に規定する第１種低層住居専用地
域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高
層住居専用地域、第１種住居地域及び準住
居地域並びに同号の規定による用途地域以
外の地域

第２種区域
都市計画法第８条第１項第１号に規定する近
隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工
業地域

時間の区分

区域の区分

昼間 夜間

午前８時から午後
８時まで

午後８時から翌日
の午前８時まで

第１種区域 60 55

第２種区域 65 60

和歌山県公害防止条例に基づく排出基準
(単位：デシベル）

備考
１ 次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね５０
メートルの区域内における当該基準は、この表
の時間の区分及び区域の区分に応じて定める値
から５デシベルを減じた値とする。ただし、第

１類区域の夜間を除く。
（１）学校
（２）保育所
（３）病院及び診療所
（４）図書館
（５）特別養護老人ホーム
（６）幼保連携型認定こども園
２ 第１類区域及び第２類区域とは、それぞれ
次の各号に掲げる区域をいう。
（１）第１類区域 第１種低層住居専用地域、

第２種低層住居専用地域、第１種中高層住
居専用地域、第２種中高層住居専用地域、
第１種住居地域、第２種住居地域及び準住
居地域並びに用途地域の定めのない地域

（２）第２類区域 上記以外の地域

時間の区分

区域の区分

昼間 夜間

午前８時から午後
８時まで

午後８時から翌日
の午前８時まで

第１類区域 60 55

第２類区域 65 60 

特定建設作業に係る排出基準等

和歌山県公害防止条例に基づく特定建設作業に
伴って発生する騒音の基準

１ 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場
所の敷地の境界線において、８５デシベルを超
える大きさのものでないこと。
２ 特定建設作業の騒音が、午後７時から翌日
の午前７時までの時間（以下この号においてこ
の時間を「夜間」という。）において行われる
特定建設作業に伴って発生するものでないこと。
ただし、災害その他非常の事態の発生により当
該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、
人の生命又は身体に対する危険を防止するため
特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、

鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に
夜間において当該特定建設作業を行う必要があ
る場合、道路法（昭和２７年法律第１８０号）
第３４条の規定に基づき、道路の占用の許可に
当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が
付された場合及び同法第３５条の規定に基づく
協議において、当該特定建設作業を夜間に行う
べきことと同意された場合並びに道路交通法
（昭和３５年法律第１０５号）第７７条第３項
の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定
建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された
場合及び同法第８０条第１項の規定に基づく協
議において当該特定建設作業を夜間に行うべき
こととされた場合における当該特定建設作業に
係る騒音は、この限りでない。



３ 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業
の場所において１日１０時間を超えて行われる
特定建設作業に伴って発生するものでないこと。
ただし、災害その他非常の事態の発生により当
該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及
び人の生命又は身体に対する危険を防止するた
め特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
における当該特定建設作業に係る騒音は、この
限りでない。
４ 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全
部又は一部に係る作業の期間が当該建設作業の
場所において連続して６日を超えて行われる特
定建設作業に伴って発生するものでないこと。
ただし、災害その他非常の事態の発生により当
該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及
び人の生命又は身体に対する危険を防止するた
め特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
における当該特定建設作業に係る騒音は、この
限りでない。
５ 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休
日に行われる特定建設作業に伴って発生するも
のでないこと。ただし、災害その他非常の事態
の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必
要がある場合、人の生命又は身体に対する危険
を防止するため特に当該特定建設作業を行う必
要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確

保するため特に当該特定建設作業を日曜日その
他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施
行規則（昭和４０年通商産業省令第５１号）第
１条第２項第１号に規定する変電所の変電の工
事として行う特定建設作業であって当該特定建
設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能
を停止させて行わなければ当該特定建設作業に
従事する者の生命又は身体に対する安全が確保
できないため特に当該特定建設作業を日曜日そ
の他の休日に行う必要がある場合、道路法第３
４条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該
特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき
旨の条件が付された場合及び同法第３５条の規
定に基づく協議において当該特定建設作業を日
曜日その他の休日に行うべきことと同意された
場合並びに道路交通法第７７条第３項の規定に
基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業
を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付
された場合及び同法第８０条第１項の規定に基
づく協議において当該特定建設作業を日曜日そ
の他の休日に行うべきこととされた場合におけ
る当該特定建設作業に係る騒音は、この限りで
ない。
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飲食店営業等の規制に係る区域の区分及び規制
基準

（注） 第２種区域、第３種区域及び第４種区
域に所在する次に掲げる施設の敷地の周囲おお
むね５０メートルの区域内における当該基準は、
この表の区域の区分に応じて定める値から５デ
シベルを減じた値とする。
（１） 病院及び診療所
（２） 特別養護老人ホーム

深夜営業に係る指定区域及び指定音響機器

対象区域 規制基準

第１種区域
第１種低層住居専用地域及び
第２種低層住居専用地域

40dB

第２種区域

第１種中高層住居専用地域、
第２種中高層住居専用地域、
第１種住居地域、第２種住居
地域及び準住居地域

45dB

第３種区域
近隣商業地域、商業地域及び
準工業地域

55dB

第４種区域 工業地域及び工業専用地域 60dB

第５種区域
前各号に規定する区域以外の
区域

45dB

対象区域 音響機器の種類

第１種区域
第１種低層住居専
用地域及び第２種
低層住居専用地域

・カラオケ装置（伴奏音楽
等を収録した録音テープ等
を再生し、これに合わせて
マイクロホンを使って歌唱
できるように構成された装
置をいう。）
・音響再生装置（録音テー
プ、録音盤等の再生に係る
機器、増幅器及びスピー
カーを組み合わせて音を
再生する装置をいう。）
・楽器
・拡声装置（有線放送受信
装置を含む。）

第２種区域

第１種中高層住居
専用地域、第２種
中高層住居専用地
域、第１種住居地
域、第２種住居地
域及び準住居地域

第３種区域
近隣商業地域、商
業地域及び準工業
地域

第４種区域
工業地域及び工業
専用地域



田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年５月１日条例第108号

改正
平成18年３月31日条例第19号
平成21年７月10日条例第26号
平成22年３月31日条例第５号
平成23年３月31日条例第５号
平成23年12月28日条例第23号
平成25年３月29日条例第14号
平成25年12月27日条例第72号
平成31年３月29日条例第13号
令和２年７月10日条例第23号

（目的）
第１条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、
及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、
再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清
潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆
衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な
生活を確保することを目的とする。
（定義）
第２条 この条例における用語の意義は、次項
に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律（昭和 45年法律第 137号。以下
「法」という。）において使用する用語の例に
よる。
２ この条例において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。

(１) 家庭ごみ 一般家庭の日常生活に伴って
生じた一般廃棄物をいう。

(２) 事業系ごみ 家庭ごみ以外の一般廃棄物
をいう。
（市民の責務）
第３条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生
品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃
棄物を適正に分別して排出し、その生じた廃棄
物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄
物の減量その他その適正な処理に関する市の施
策に協力しなければならない。
（事業者の責務）
第４条 事業者は、その事業活動に伴って生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に処理しな
ければならない。
２ 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃
棄物の再生利用等を行うことによりその減量に
努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際
して、その製品、容器等が廃棄物となった場合
においてその適正な処理が困難になることのな
いようにしなければならない。
３ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際し
て、過剰な包装を自粛し、廃棄物の排出の抑制
に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努
めなければならない。
４ 事業者は、市民が商品の購入等に際して、
簡易な包装、容器等の選択ができるように努め
るとともに、商品の購入者が不要とした包装、
容器等を返却しようとする場合には、その回収
に努めなければならない。
５ 事業者は、前各項に定めるもののほか、廃
棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関
し市の施策に協力しなければならない。
（市の責務）
第５条 市は、再生資源の回収、分別収集、再
生品の使用の推進その他の施策を通じて、一般
廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適
正な処理を図らなければならない。
２ 市は、一般廃棄物の処理に関し、処理施設

の整備及び処理方法の改善を図る等その能率的
な運営に努めなければならない。
３ 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に
関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るとと
もに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業
者の自主的な活動を促進するよう努めなければ
ならない。
（清潔の保持）
第６条 土地又は建物の占有者（占有者がない
場合にあっては、管理者。以下「占有者等」と
いう。）は、その占有し、若しくは管理する土
地若しくは建物又は当該土地若しくは建物に面
する通路の清潔を保つよう努めなければならな
い。
２ 空き地を所有し、占有し、又は管理する者
は、みだりに廃棄物が捨てられることのないよ
うに適正に管理しなければならない。
３ 何人も、公園、広場、海水浴場、道路、河
川、港湾その他の公共の場所を汚さないように
しなければならない。
４ 前項に規定する公共の場所の管理者は、当
該管理する公共の場所の清潔を保つように努め
なければならない。
５ 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならな
い。
（一般廃棄物処理計画）
第７条 市は、法第６条の規定により、一般廃
棄物の処理に関する計画（以下「一般廃棄物処
理計画」という。）を定め、告示するものとす
る。これを変更したときも、同様とする。
（一般廃棄物の処理等）
第８条 市は、一般廃棄物の処理等については、
一般廃棄物処理計画に従って行うとともに、一
般廃棄物（特別管理一般廃棄物を除く。）の収
集、運搬又は処分の基準については廃棄物の処
理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令
第300号。以下「政令」という。）第３条の規
定に、特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処
分の基準については政令第４条の２の規定にそ
れぞれ従うものとする。
（一般廃棄物の処理等の委託）
第９条 市は、一般廃棄物の収集、運搬又は処
分を委託する場合は、一般廃棄物（特別管理一
般廃棄物を除く。）については政令第４条の規
定に、特別管理一般廃棄物については政令第４
条の３の規定にそれぞれ従うものとする。
（協力義務）
第10条 占有者等は、生活環境の保全上支障の
ない方法で処分できる一般廃棄物については、
なるべく自ら処分するように努めるとともに、
自ら処分できない一般廃棄物については、一般
廃棄物処理計画に従い適正に分別し、保管する
等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に
協力しなければならない。
２ 何人も、有害性のある物、危険性のある物、
引火性のある物、著しく悪臭を発する物その他
市が行う収集、運搬及び処分の作業に支障が生
ずる物を一般廃棄物に混入してはならない。
３ 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するた
め、占有者等に対し、市の行う一般廃棄物の減
量及び処理に関して協力すべき事項を指示する
ことができる。
（事業者に対する指示）
第11条 市長は、事業者に対し、事業系ごみの
減量に関する計画書の作成、これを運搬すべき
場所及びその方法その他必要な事項を指示する
ことができる。
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（改善勧告等）
第12条 市長は、第６条、第10条又は前条のい
ずれかの規定に違反していると認められる者に
対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を
講ずるよう勧告することができる。
２ 市長は、前項に規定する勧告を受けた者が、
その勧告に従わなかったときは、その旨を公表
することができる。
３ 市長は、前項の規定による公表をしようと
するときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者
に対して、その処分の理由を通知し、意見を述
べる等の機会を与えなければならない。
（一般廃棄物の処理の届出等）
第13条 一般廃棄物の処理を受けようとする者
は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市
長に届け出るとともに、一般廃棄物処理計画に
従わなければならない。

(１) 家庭ごみを排出する場合で、新たに継続
して、又は臨時に市が行う一般廃棄物の収集を
受けようとするとき。

(２) 家庭ごみを自ら市又は市が加入する一部
事務組合（次項及び次条第１項において「組
合」という。）の処理施設に搬入しようとする
とき。

(３) 犬、猫等の死体を自ら処分することが困
難なとき。
２ 事業者は、次の各号のいずれかに該当する
場合は、市長に申請し、その許可を受けるとと
もに、一般廃棄物処理計画に従わなければなら
ない。

(１) 家庭ごみと同程度の量の事業系ごみを排
出する場合で、継続して市が行う一般廃棄物の
収集を受けようとするとき。

(２) 事業系ごみを自ら市又は組合の処理施設
に搬入しようとするとき。
（受入拒否）
第14条 事業者（事業者から運搬の委託を受け
た者を含む。次項において同じ。）は、事業系
ごみを市又は組合の処理施設に搬入する場合に
は、一般廃棄物処理計画及び第８条に規定する
基準に従わなければならない。
２ 市長は、事業者が前項の規定に従わない場
合には、当該事業系ごみの受入れを拒否するこ
とができる。
（一般廃棄物の処理手数料）
第15条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分につ
いての手数料は、別表第１のとおりとする。
２ 市長は、市の一般廃棄物の処理に関する設
備及び技術に照らしその適正な処理が困難であ
ると認められる一般廃棄物を処理困難物として
指定するものとし、当該処理困難物の処理手数
料は、別表第２のとおりとする。
３ 前２項に定めるもののほか、一般廃棄物の
収集、運搬及び処分についての手数料の徴収に
関し必要な事項は、市長が別に定める。
（手数料の減免）
第16条 市長は、天災その他特別の事情がある
と認めるときは、前条第１項又は第２項に規定
する手数料を減額し、又は免除することができ
る。
（一般廃棄物処理業の許可申請）
第17条 法第７条第１項に規定する一般廃棄物
の収集若しくは運搬を業とする許可を受けよう
とする者又は法第７条第６項に規定する一般廃
棄物の処分を業とする許可を受けようとする者
は、市長が別に定める申請書及び添付書類を市
長に提出し、その許可を受けなければならない。

（一般廃棄物処理業の許可等）
第18条 市長は、前条の申請書及び添付書類が
提出された場合は、これらを審査し、法第７条
第５項又は第10項に定める基準に適合している
と認めるときは、期限を定めて許可するととも
に、当該申請者に対し、許可証を交付するもの
とする。
２ 前項の規定により許可を受けた者（以下
「一般廃棄物処理業者」という。）は、一般廃
棄物の収集、運搬又は処分を行う場合は、一般
廃棄物処理計画及び第８条に規定する基準に従
わなければならない。
３ 一般廃棄物処理業者は、その許可の期限の
満了後、引き続き当該業を行おうとするときは、
当該許可の期限満了の日の１月前までに、その
更新の手続をしなければならない。
４ 一般廃棄物処理業者は、その交付された許
可証を亡失し、又は破損したときは、直ちにそ
の旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受け
なければならない。
（一般廃棄物処理業の事業の変更）
第19条 一般廃棄物処理業者は、次項に定める
ものを除くほか、第17条の申請書に記載した事
項を変更しようとするときは、あらかじめ、市
長に申請し、その許可を受けなければならない。
２ 一般廃棄物処理業者は、住所及び氏名（法
人にあっては、その所在地、名称及び代表者の
氏名）並びに営業所の所在地及び名称を変更し
たときは、変更が生じた日から起算して10日以
内に、その旨を市長に届け出なければならない。
３ 市長は、前２項に規定する変更の手続が終
了した場合は、当該一般廃棄物処理業者に許可
証を再交付するものとする。
（一般廃棄物処理業の休止及び廃止）
第20条 一般廃棄物処理業者は、その事業の全
部又は一部を休止し、又は廃止しようとすると
きは、あらかじめ市長に届け出なければならな
い。
（一般廃棄物処理業の許可の取消し等）
第21条 市長は、一般廃棄物処理業者が法及び
この条例に違反したときは、その許可を取り消
し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは
一部の停止を命ずることができる。
（一般廃棄物処理業の許可等の申請手数料）
第22条 一般廃棄物処理業の許可、許可の更新
又は許可証の再交付を受けようとする者は、次
の手数料を納付しなければならない。

(１) 許可申請手数料 １件につき 10,500円
(２) 更新許可申請手数料 １件につき 5,250
円

(３) 許可証再交付申請手数料 １件につき
5,250円
（生活環境影響調査結果の縦覧等の対象となる
一般廃棄物処理施設）
第23条 法第９条の３第２項（同条第９項（法
第９条の３の２第２項の規定により読み替えて
適用する場合を含む。）において準用する場合
を含む。）の規定による同条第１項に規定する
調査（以下「生活環境影響調査」という。）の
結果を記載した書類（以下「調査書」とい
う。）の公衆への縦覧及び意見書を提出する機
会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設（以
下「対象施設」という。）の種類は、次のとお
りとする。

(１) 政令第５条第１項に規定するごみ処理施
設のうち焼却施設

(２) 政令第５条第２項に規定する一般廃棄物
の最終処分場

第４部 資料 105



（縦覧の期間及び場所）
第24条 市長は、前条各号に定める対象施設に
係る生活環境影響調査を実施したときは、規則
で定めるところにより、調査書を縦覧に供する
旨を告示し、告示の日から起算して１月間、規
則で定める場所において当該調査書を縦覧に供
するものとする。
（意見書の提出）
第25条 前条の規定による告示があったときは、
当該対象施設の設置又は変更に関し利害関係を
有する者は、規則で定めるところにより、同条
に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算し
て２週間を経過する日までに、市長に生活環境
の保全上の見地からの意見書を提出することが
できる。
（縦覧期間等の特例）
第25条の２ 市長は、非常災害により生じた廃
棄物の処分を行うための焼却施設の設置又は変
更をしようとするときは、非常災害の状況を勘
案して第24条に規定する縦覧の期間及び前条に
規定する意見書の提出期限を短縮することがで
きる。
（委託を受けた者による生活環境影響調査結果
の縦覧等の対象となる一般廃棄物処理施設）
第25条の３ 法第９条の３の３第２項（同条第
３項において読み替えて準用する法第９条の３
第９項において読み替えて準用する場合を含
む。）の規定による法第９条の３の３第１項に
規定する調査（以下「受託者の生活環境影響調
査」という。）の結果を記載した書類（以下
「受託者の調査書」という。）の公衆への縦覧
及び意見書を提出する機会の付与の対象となる
一般廃棄物処理施設の種類は、政令第５条第１
項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設とす
る。
（公衆の縦覧に供する旨の届出）
第25条の４ 市から非常災害により生じた廃棄
物の処分の委託を受けた者（以下「受託者」と
いう。）は、前条に規定する一般廃棄物処理施
設に係る受託者の生活環境調査を行ったときは、
受託者の調査書を公衆の縦覧に供する旨を市長
に届け出なければならない。
（受託者が縦覧する旨の告示）
第25条の５ 市長は、前条の規定による届出が
あったときは、速やかに非常災害の状況を勘案
して１月以内の縦覧の期間を定め、受託者が受
託者の調査書を公衆の縦覧に供する旨、当該縦
覧の期間その他必要な事項を告示するものとす
る。
（受託者による縦覧の場所及び期間）
第25条の６ 受託者は、次に掲げる場所で前条
の規定により告示された期間、受託者の調査書
を公衆の縦覧に供するものとする。

(１) 受託者の主たる場所
(２) 規則で定める場所
(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要
と認める場所
（受託者に対する意見書の提出）
第25条の７ 前条の規定により受託者が受託者
の調査書を公衆の縦覧に供したときは、当該一
般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関
係を有する者は、同条の期間の満了の日の翌日
から起算して２週間以内で非常災害の状況を勘
案して市長が定める期間を経過する日までに、
受託者に対し、生活環境の保全上の見地からの
意見書を提出することができる。
２ 前項の意見書の提出先は、次に掲げる場所
とする。

(１) 受託者の主たる場所
(２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と
認める場所
（浄化槽清掃業の許可申請）
第26条 浄化槽法（昭和58年法律第43号）第35
条第１項に規定する浄化槽の清掃を業とする許
可を受けようとする者は、同条第３項に定める
申請書及び添付書類を市長に提出し、その許可
を受けなければならない。
（浄化槽清掃業の許可等）
第27条 市長は、前条の申請書及び添付書類が
提出された場合は、これらを審査し、浄化槽法
第36条及び環境省関係浄化槽法施行規則（昭和
59年厚生省令第17号）第11条に定める基準に適
合していると認めるときは、期限を定めて許可
するとともに、当該申請者に対し、許可証を交
付するものとする。
２ 前項の規定により許可を受けた者（以下
「浄化槽清掃業者」という。）は、浄化槽の清
掃を行う場合は、一般廃棄物処理計画及び環境
省関係浄化槽法施行規則第３条の規定に従わな
ければならない。
（浄化槽清掃業の許可の取消し等）
第28条 市長は、浄化槽清掃業者が法、浄化槽
法及びこの条例に違反したときは、その許可を
取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若
しくは一部の停止を命ずることができる。
（準用）
第29条 第18条第３項及び第４項、第19条、第
20条並びに第22条の規定は、浄化槽清掃業者に
ついて準用する。この場合において、「一般廃
棄物処理業」とあるのは「浄化槽清掃業」と、
「一般廃棄物処理業者」とあるのは「浄化槽清
掃業者」と読み替えるものとする。
（産業廃棄物の処理等）
第30条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理
しなければならない。ただし、法第11条第２項
の規定により、一般廃棄物の処理に支障のない
範囲内で市が処理を行う必要があると市長が認
めた場合は、市長が指定する産業廃棄物につい
て、市が処理することができるものとする。
２ 前項ただし書の規定により指定された産業
廃棄物の処理を受けようとする事業者は、市長
に申請し、その許可を受けなければならない。
この場合において、市長は、当該事業者に対し
て、その運搬方法その他必要な事項を指示する
ものとする。
（産業廃棄物の処理手数料）
第31条 前条第１項ただし書に規定する産業廃
棄物の処理に係る手数料は、別表第３のとおり
とする。
（報告の徴収）
第32条 市長は、法第18条第１項に規定するも
ののほか、この条例の施行に必要な限度におい
て、占有者等又は事業者その他必要と認める者
に対し、必要な報告を求めることができる。
（立入検査）
第33条 市長は、法第19条第１項に規定するも
ののほか、この条例の施行に必要な限度におい
て、その職員に、占有者等又は事業者その他必
要と認める者の土地又は建物に立ち入り、帳簿
書類その他必要な検査を行わせることができる。
２ 前項の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示
しなければならない。
３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯
罪捜査のために認められたものと解してはなら
ない。
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（清掃指導員）
第34条 占有者等又は事業者に対する廃棄物の
処理及び清掃に関する啓発及び指導並びに一般
廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者に対する指
導を行わせるため、清掃指導員を置く。
２ 清掃指導員は、市職員のうちから市長が任
命する。
３ 清掃指導員は、職務の執行に当たり、常に
その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請
求があったときは、これを提示しなければなら
ない。
（技術管理者の資格）
第35条 法第21条第３項に規定する条例で定め
る技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35
号）第17条第１項に定める資格とする。
（委任）
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、
市長が別に定める。
附 則
１ この条例は、平成17年５月１日から施行す
る。
２ この条例の施行の日の前日までに、合併前
の田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
（平成７年田辺市条例第11号）、龍神村廃棄物
の処理及び清掃に関する条例（平成14年龍神村
条例第27号）、廃棄物の処理及び清掃に関する
条例（昭和52年中辺路町条例第20号）又は本宮
町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成11
年本宮町条例第24号）の規定によりなされた処
分、手続その他の行為（一般廃棄物処理業及び
浄化槽清掃業の許可を除く。）は、それぞれこ
の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則（平成18年３月31日条例第19号）
この条例は、平成18年４月１日から施行する。
附 則（平成21年７月10日条例第26号）
この条例は、公布の日から施行する。
附 則（平成22年３月31日条例第５号）
この条例は、平成22年４月１日から施行する。
附 則（平成23年３月31日条例第５号）
この条例は、平成23年４月１日から施行する。
附 則（平成23年12月28日条例第23号）
この条例は、平成24年１月１日から施行する。

附 則（平成25年３月29日条例第14号）
この条例は、平成25年４月１日から施行する。
附 則（平成25年12月27日条例第72号）
（施行期日）
１ この条例は、平成26年４月１日から施行す
る。
（経過措置）
２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、
この条例の施行の日（以下「施行日」とい
う。）以後の一般廃棄物の処理に係る手数料に
ついて適用し、施行日前の一般廃棄物の処理に
係る手数料については、なお従前の例による。
３ 前項の規定にかかわらず、施行日前に交付
を受けた改正前の別表第１の規定によるごみ分
別指定袋によって行う一般廃棄物の処理に係る
手数料については、なお従前の例による。
４ 改正後の別表第３の規定は、施行日以後に
産業廃棄物の処理の許可を受けた者の手数料に
ついて適用し、施行日前に産業廃棄物の処理の
許可を受けた者の手数料については、なお従前
の例による。
附 則（平成31年３月29日条例第13号）
（施行期日）
１ この条例は、平成31年10月１日から施行す
る。
（経過措置）
２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、
この条例の施行の日（以下「施行日」とい
う。）以後の一般廃棄物の処理に係る手数料に
ついて適用し、施行日前の一般廃棄物の処理に
係る手数料については、なお従前の例による。
３ 前項の規定にかかわらず、施行日前に交付
を受けた改正前の別表第１の規定によるごみ分
別指定袋によって行う一般廃棄物の処理に係る
手数料については、なお従前の例による。
４ 改正後の別表第３の規定は、施行日以後に
産業廃棄物の処理の許可を受けた者の手数料に
ついて適用し、施行日前に産業廃棄物の処理の
許可を受けた者の手数料については、なお従前
の例による。
附 則（令和２年７月10日条例第23号）
この条例は、公布の日から施行する。
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・別表第１（第15条関係）
種別 区分 手数料

継続して収集を受ける家庭ごみ

分別指定袋大(50リットル) １組（10枚入り）につき 440円

分別指定袋小(30リットル) １組（10枚入り）につき 220円

分別指定袋特小（15リットル 可燃ごみ専用及び埋立てごみ専用）

１組（10枚入り）につき
110円

自ら搬入する家庭ごみ（最大積載

量が２トン以下の車両による搬入

に限る。）

最大積載量が350キログラム以下の車両又はこれに類するも

の（徒歩を含む。）で搬入した場合 １台（１件）につき

可燃ごみ 950円

不燃ごみ 1,130円

最大積載量が350キログラムを超え、２トン以下の車両又は

これに類するもので搬入した場合 １台（１件）につき

可燃ごみ 1,900円

不燃ごみ 2,260円

臨時に収集を受

ける家庭ごみ

処理困難物のみ

の収集

軽貨物自動車で収集を受ける場合 1,370円

小型貨物自動車で収集を受ける場合 2,740円

前項に規定する

収集以外の収集

軽貨物自動車で収集を受ける場合 2,410円

小型貨物自動車で収集を受ける場合 4,820円

継続して収集を受ける事業系ごみ 分別指定袋大(50リットル) １組（10枚入り）につき 880円

自ら搬入する事業系ごみ

最大積載量が350キログラム以下の車両で搬入した場合

１台につき

可燃ごみ 3,300円

不燃ごみ 4,180円

最大積載量が350キログラムを超え、１トン以下の車両で搬

入した場合 １台につき

可燃ごみ 6,600円

不燃ごみ 8,360円

最大積載量が１トンを超え、２トン以下の車両で搬入した

場合 １台につき

可燃ごみ 10,450円

不燃ごみ 13,200円

犬、猫等の死体
１体につき ２体以上での焼却処理 1,100円

１体での焼却処理 4,400円

・別表第２（第15条関係）
種別 区分 手数料

処理困難物 タイヤ（ホイールあり）その他これに類するもの １本につき 220円

消火器、バッテリーその他これらに類するもの １本につき 330円

タイヤ（ホイールなし）その他これに類するもの １本につき 440円

スプリングマットレス（シングルサイズ以下のもの）その他これに類するもの １枚につき 1,100円

スプリングマットレス（シングルサイズを超えるもの）、マッサージ機（椅子型）その他

これらに類するもの １枚（１台）につき
1,650円

エレクトーン、オルガンその他これらに類するもの １台につき 3,300円

ピアノその他これに類するもの １台につき 7,700円

備考 この表に定める手数料によることが適当でないと認められる大きさのものについては、市長が
別に手数料を定める。

・別表第３（第31条関係）

種別 区分 手数料

産業廃棄物（事業者等が自ら

収集及び運搬をするものに限

る。）

最大積載量が350キログラム以下の車両で搬入した場合

１台につき

可燃ごみ 3,300円

不燃ごみ 4,180円

最大積載量が350キログラムを超え、１トン以下の車両で搬入

した場合 １台につき

可燃ごみ 6,600円

不燃ごみ 8,360円

最大積載量が１トンを超え、２トン以下の車両で搬入した場

合 １台につき

可燃ごみ 10,450円

不燃ごみ 13,200円
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田辺市資源ごみ集団回収奨励金交付要綱

平成17年５月１日 要綱第24号
（趣旨）
第１条 この要綱は、ごみの減量及び資源の有
効利用を促進し、あわせてごみ及び資源に関す
る市民意識 の高揚を図るため、地域住民団体
が自主的に実施する資源ごみの集団回収に対し、
奨励金を交付することについて、必要な事項を
定めるものとする。
（交付対象団体）
第２条 奨励金の交付を受けることができる団
体は、市内の町内会、子どもクラブ、婦人会、
老人クラブ、ＰＴＡ等営利を目的としない団体
で、定期的に資源ごみの集団回収を実施するも
のとする。
（団体の登録）
第３条 奨励金の交付を受けようとする前条の
団体は、あらかじめ資源ごみ集団回収実施団体
登録申請書を市長に提出し、その登録を受けな
ければならない。
（対象品目）
第４条 奨励金の交付対象となる資源ごみの品
目は、紙類及び布類とする。
（資源ごみの引渡し先）

第５条 第３条の規定により登録した団体（以
下「実施団体」という。）は、回収した資源ご
みを市長が指定する資源ごみの回収業者（以下
「指定業者」という。）に引き渡さなければな
らない。
（奨励金）
第６条 奨励金は、前条の規定により実施団体

が資源ごみを指定業者に引き渡した場合におい
て、その資源ごみの重量に１キログラム当たり
４円を乗じて得た額を交付する。
（交付申請）
第７条 実施団体は、奨励金の交付を受けよう
とするときは、奨励金交付申請書に指定業者が
発行する所定の資源ごみ受領書を添えて市長に
提出しなければならない。
（交付）
第８条 市長は、前条の規定による奨励金交付
申請書の提出があった場合は、速やかに、その
内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金の
交付を決定するとともに、当該実施団体からの
奨励金交付請求書の提出を受けてその交付を行
うものとする。
（返還）
第９条 市長は、提出書類への虚偽の記載その
他不正の手段により奨励金の交付を受けた実施
団体に対しては、既に交付した奨励金の全部又
は一部の返還を命ずることがある。
（その他）
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な
事項は、市長が別に定める。

附 則
１ この要綱は、平成17年５月１日から施行する。
２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前
の田辺市資源ごみ集団回収奨励金交付要綱（平
成３年３月30日制定田辺市要綱）又は龍神村古
紙・古布回収推進事業補助要綱（平成６年龍神
村訓令第４号）の規定によりなされた処分、手
続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規
定によりなされたものとみなす。

田辺市ごみ減量及びリサイクル推進協力店登録制
度実施要綱
（目的）
第１条 この要綱は、ごみの減量化及びリサイ
クルの推進に積極的に取り組む市内の販売店を
ごみ減量及びリサイクル推進協力店（以下「推
進協力店」という。）として登録し、これを市
民に周知することにより、市民と事業者の協力
によるごみの減量化及びリサイクルを推進する
ことを目的とする。
（登録対象店）
第２条 推進協力店の登録対象は、次に掲げる
事項のうち１つ以上を実施している市内の販売
店とする。
⑴ 買い物袋持参の奨励制度
⑵ 包装紙・トレイ等商品包装の簡素化推進
⑶ エコマーク商品等の積極的な販売
⑷ トレイの回収
⑸ 牛乳パックの回収
⑹ ペットボトルの回収
⑺ 再生品（再生紙等）の積極的な使用
⑻ 生き瓶の回収
⑼ 商品の量り売り
⑽ その他、独自の創意工夫によるごみの減
量化・リサイクルの推進

（登録の申請）
第３条 推進協力店の登録を希望する店舗は、
登録申請書（別記様式第１号）を市長に提出す
るものとする。
（登録）

第４条 市長は、前条の申請書を受けて、第２
条の規定による登録対象店に該当する場合は、
推進協力店として登録するものとする。
２ 市長は、前項の登録を行ったときは、登録
証（別記様式第２号）、登録店ステッカー等を

交付する。
３ 登録の有効期間は、推進協力店登録を受け
た日から１年を超えない３月末日までとする。
ただし、更新を妨げないものとする。
４ 前項の更新を希望する推進協力店は、有効
期間満了日前30日までに、更新申請書（別記様
式第３号）を市長に提出するものとする。
（登録店舗の協力内容）
第５条 推進協力店は、第４条第２項に規定する
登録店ステッカー等のほか、自店においてもそ
の取組内容を、レジスタ－周辺等人目につくと
ころに表示するものとする。
２ 推進協力店は､第２条第１項に定める事項の
実施に努め、ごみの減量化及びリサイクルを推
進するものとする。
３ 推進協力店は、ごみの減量化及びリサイク
ルの推進に関する取組内容の追加等変更を生じ
たときは、実施内容変更届出書（別記様式第４
号）を、市長に提出するものとする。
（登録の取消し）
第６条 市長は、推進協力店が第２条第１項に定
める登 録の対象となる事項を実施していない
場合、実施の働きかけを行うものとする。
２ 市長は、前項の働きかけに応じない推進協
力店に対して、登録の取消しをすることができ
る。
３ 推進協力店を辞退しようとする販売店は、
辞退届出書（別記様式第５号）及び登録証・ス
テッカー等を市長に返還するものとする。
（その他）
第７条 この要綱に定めるもののほか、必要
な事項は、市長が別に定める。
附 則

この要綱は、平成12年８月１日から施行する。
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田辺市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は、循環型社会構築のため、
田辺市内の各家庭から排出される生ごみの減量
と再利用を目的とし、生活環境の保全に資する
ため、電気式生ごみ処理機（以下「処理機」と
いう。）又は生ごみ処理容器（以下「処理容
器」という。）の購入に対し、補助金を交付す
ることについて、田辺市補助金等交付規則（平
成17年田辺市規則第47号。以下「規則」とい
う。）に定めるもののほか、必要な事項を定め
るものとする。
（定義）

第２条 この要綱において「処理機」とは、電
気を利用して生ごみの水分を蒸発させ乾燥し減
量及び減容させるもの又は生ごみを微生物の働
きで分解を促進し減量及び減容させるものをい
う。ただし、単に生ごみ等の破砕・焼却を目的
とするものは、対象外とする。
２ この要綱において「処理容器」とは、微生
物を利用して生ごみを処理し、ごみの堆肥化及
び分解を目的とする容器で、悪臭・害虫等の発
生を防止する構造及び材質のものをいう。ただ
し、単に生ごみ等の破砕・焼却を目的とするも
のは対象外とする。
（補助対象）

第３条 補助金の交付を受けることができる者
（以下「補助対象者」という。）は、市内に住
所を有する世帯主で、次の要件を備えるものと
する。

(１) 市内において処理機又は処理容器の設
置場所が確保されており、周辺住民に迷惑がか
からないよう維持管理の徹底を期することがで
きる者

(２) 市内の販売店から処理機又は処理容器
を購入する者

(３) 自ら家庭の生ごみの減量に取り組む者
２ 補助を受けることができる基数は、１世帯
につき処理機１基又は処理容器２基までとする。
ただし、処理機と処理容器を同時に購入する場
合の補助対象機器は処理機又は処理容器いずれ
かのみとする。
（補助金）
第４条 補助金は、処理機又は処理容器の購入
価格から消費税及び地方消費税、配達料、手数
料並びに販売店が行っているポイントサービス
等の使用分を控除した額（以下「本体価格」と
いう。）に対し、予算の範囲内で交付する。

２ 前項の規定により交付する補助金の額は、
本体価格に２分の１を乗じて得た額（100円未満
の端数は切捨て）とし、20,000円を上限とする。
（交付申請）
第５条 補助金の交付を受けようとする者（以
下「申請者」という。）は、規則第４条の規定
により処理機又は処理容器を購入する日の属す
る年度の申請期間内に補助金交付申請書（様式
第１号）を市長に提出しなければならない。
２ 前項の規定による補助金の交付申請は、１
世帯につき１回（当該補助金の対象とされた処
理機又は処理容器について、購入後５年を経過
して買い替える場合又は災害等で処理機若しく
は処理容器の処理能力が失われた場合を除
く。）とする。
（交付決定）
第６条 市長は、前条の規定による補助金交付
申請書の提出があった場合は、速やかに、補助
金の交付の適否を審査し、補助金の交付を決定
したときは、補助金交付決定通知書（様式第２
号）により当該申請者に通知するものとする。
（実績報告書の添付書類）
第７条 規則第11条の規定により補助金実績報
告書（様式第３号）に添付すべき書類は、次の
とおりとする。
(１) 処理機又は処理容器の領収書の写し
(２) 処理機の保証書の写し
（補助金額の確定）
第８条 市長は、規則第11条の規定により補助
金実績報告書の提出があった場合は、速やかに、
その内容を審査し、適当と認めたときは、補助
金額確定通知書（様式第４号）により、申請者
に通知するものとする。
（交付）
第９条 前条の規定による通知を受けた申請者
は、補助金の交付を受けようとするときは、補
助金交付請求書（様式第５号）を市長に提出し
なければならない。
２ 市長は、前項の規定による補助金交付請求
書の提出を受けて補助金額を交付する。
（その他）
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な
事項は、市長が別に定める。

附 則
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附 則
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
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